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優秀修士論文推薦のことば

 近年、 日本国内では在住外国人や外国籍児童生徒に対する 日本語支援だけではな く、母

語 によるサー ビスや継承語教育も行われつつある。だが、同 じく らい重要なのが、受け入

れ側である 日本語 を母語 とする住民の異文化異言語に対する開かれた姿勢で あろ う。それ

があって こそ、言語の壁 を越 えた ところで住民の共存が可能 にな り、個人と社会 の豊饒化

への道が開かれ る。著者のそ うした主張は、国内各地や ドイ ツでのフィール ドワーク、著

者 自身の学校教育の場での実践にも裏づけ られて、説得力 のあるものになっている。多言

語多文化化が進む 日本社会 の教育政策につ いて考 える とき、 この論文は一つの指針を与え

て くれ るにちが いない。

慶應義塾大学

総合政策学部教授

平高 史也
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           修士論文要旨 2003年 度(平成15年 度)

        国際化 ・グローバル化に対応する包括的教育政策の試み

           一外国籍児童生徒の増加 を契機 として一

 国際化 ・グローバル化の進行に ともなって、 日本の学校 に外国籍 の児童や生徒が増加 して

いる。学校 では 日本語のできない児童生徒 に対 して 日本語指導 を行 うようになった。一部で

は外国籍児童生徒の母語 の教育を行 う動 きも見 られる。一方で、文部科学省は英語中心の外

国語教育政策 を国際化 ・グローバル化の名 のもとに推 し進 めている。新設 された総合的な学

習の時間には、ユネスコに端 を発す る国際理解教育がテーマ例 として学習指導要領に掲げ ら

れ、各地で推進 されている。 国際化 ・グローバル化への対応は、外国籍 の児童生徒 を対象 と

した 日本語教育や母語教育、外国語教育、国際理解教育のいずれの分野で も考慮 されてお り、

それぞれの分野で研 究 ・実践が積み重ね られている。 しか し、これ らの三領域 を有機的に関

連づ けて国際化 ・グローバル化に対応 しよ うとい う教育政策は立案 ・遂行 されていない。

 三領域 を包括す る教育政策の必要性は、言語政策の理論に裏づけられている。言語普及 を

内容 とす る言語政策の観点か ら日本語教育 ・母語教育、外国語教育を見ると、それ らはいず

れ もバイ リンガルの育成を目標 としてお り、 日本語教育 ・母語教育 と外国語教育の連携 を進

めることに よってバイ リンガルの育成をよ り効率的に行 うことができると考え られ る。言語

選択や言語使用を内容 とす る言語政策の視点か らは、言語権の概念を中心に三領域が結びつ

いていることを指摘できる。言語権 を保障す るために母語教育は不可欠であ り、言語権の保

障 とい う多数者側の態度が、近隣諸国の言語 を積極的に学校教育 に取 り入れること等、外国

語教育政策のデザインにも影響 を与える。また、三領域 を包括す る教育政策の方法 には、三

領域 を異文化間教育 とい う共通項で とらえ直す ことが有効である。 ドイツのinterkulturelle

Erziehung(異 文化間教育)の 考 えかたは、少数者側 だけが問題 になるのではな く、多数者

側や全体 としての教育が異文化間教育のテーマであることを示唆 してい る。

 言語政策 と異文化間教育の枠組みを用いて三領域 を包括する教育政策 の事例は、 ドイツ ・

ベル リンの州立 ヨー ロッパ学校 に見ることができる。公立学校に設置 された ヨー ロッパ学校

コースでは、5歳 から高等学校卒業まで双方向バイ リンガル教育が続け られ、言語の組み合

わせ は独 一露、独-ト ルコな ど9パ ターンに上 る。 ドイツ語教育 ・母語教育、外国語教育、

国際理解教育をひ とつの学校制度に包括 した とい う点で大変興味深い実践である。

 ヨー ロッパ学校 をモデル とした教育政策 を日本で実現す るこ とは、政策を進める方法、外

国語学習の進展の程度、母語教育の要求の高ま り、地域的な事情 のいずれの観点か ら検討 し

て も、可能であ り、また妥 当である。またヨー ロッパ学校 と同じ制度でな くて も、 日本の各

地で進め られているユニークな試みか らは、やは り日本語教育 ・母語教育 と外国語教育、国

際理解教育の三領域を包括 して とらえることが必要だ とわかる。「内なる国際化」に 目を向け

た、外国籍児童生徒の存在 を活用する教育政策が、国際化 ・グローバル化への対応 として求

められてい る。

 キー ワ-ド= 教育政策 外国籍児童生徒 言語政策 異文化間教育 ヨー ロッパ学校

            慶應 義塾大学大学院政策 ・メディア研究科     安井 綾



                   Abstract of Master's Thesis Academic 

 Toward an Integrative Educational Policy in the Internationalizing  / Globalizing 

    Society — Taking the Opportunity of the Growth of Foreign Students  — 

 With the tendency of internationalisation / globalization, the number of foreigners in Japan 

has increased greatly. Accordingly, the number of foreign children in Japanese schools has 

also grown. At the same time, the Ministry of Education, Culture, Sport, Science and 

Technology has begun to implement a policy of foreign language, distinctly centered on 

English, as a key of internationalisation / globalization. As a result of this, Japanese and 

mother tongue lessons for foreign children, foreign language education and education for 

international understanding have been developing, but only separately. 

 The necessity to integrate these three areas is supported by the theory of language policy. 

From the aspect of promoting languages, Japanese and mother tongue lessons for foreign 

children and foreign languages education follow the same purpose, which is to bring the 

students up bilingually. If education for foreign children and education of foreign languages 

collaborate, it will be easier to create a bilingual environment. "Language right" is a 

fundamental concept of language selection and language use. It combines Japanese, mother 

tongue and foreign languages education. If the majority in a society guarantees the language 

right of the minority, this makes an impact on this society's policy of foreign language education, 

for example by deciding which languages will be taught in school. 

 Intercultural education offers a way to integrate the above three areas. All the three areas 

are understood as a part of intercultural education. It is therefore necessary to advance an 

educational policy that encompasses these three areas. Intercultural education in Germany 

points out that to be successful, intercultural education must target the majority /the whole 

group, and not only the minority group. 

 The State Europe School Berlin(SESB) is one of the most interesting approaches in the area. 

It offers intercultural education which includes foreign language education for children from 

families of former guest workers or children from other EU countries. The SESB stand for 

completely bilingual lessons in classes consisting of children with mother tongue German and 

children with another mother tongue. 

 In Japan, we have to establish a model of intercultural education similar to that of the SESB. 

In my opinion, the social conditions in Japan are becoming similar to those in Germany. 

Therefore, Japan can and should embrace the SESB example as a model for its educational 

policy for an internationalised / global society. Now, the Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology needs to develop a new educational policy, so that both Japanese 

and foreign students can broaden their horizons through being exposed to other cultures. 

Keywords:  

educational policy, foreign students, language policy, intercultural education, Europe School 
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                   Zusammenfassung der Magisterarbeit 

   Integrative Bildungspolitik  and Internationalisierung / Globalisierung der 

                       Gesellschaft 
        — Die Zunahme der auslandischen Schuler ars Chance — 

 Mit der wachsenden Tendenz zu Internationalisierung / Globalisierung ist die Anzahl der 

Auslander in Japan stark gestiegen. Entsprechend wuchs auch die Zahl auslandischer Kinder 

in japanischen Schulen. Dadurch entwickeln sich Japanischunterricht and muttersprachlicher 

Unterricht fur auslandische Kinder, Fremdsprachenunterricht and Erziehung fur Internationales 

Verstandnis (Kokusai-rikai-kyoiku), abet jeweils getrennt voneinander. 

 Die Notwendigkeit, diese drei Bereiche zu integrieren, wild von sprachpolitischen Theorien 

unterstutzt. Vom Aspekt der Sprachausbreitung her gesehen haben Japanischunterricht, 

muttersprachlicher Unterricht fur auslandische Schuler and Fremdsprachenunterricht das 

selbe Ziel, namlich die Schuler bilingual aufwachen zu lassen. Wenn Unterricht fur 

auslandische Schuler and Fremdsprachenunterricht zusammenarbeiten, darn ist es leichter, 

ein bilinguales Milieu einzufiihren. „Sprachrecht" ist ernes der Grundprinzipien bel der Wahl der 

Sprache and der Sprachnutzung. Diesel Begriff verkni pit Japanischunterricht, 

muttersprachlichen Unterricht and Fremdsprachenunterricht. Wenn die Mehrheit in einer 

Gesellschaft das Sprachrecht der Minderheit garantiert, andert sich die Fremdsprachenpolitik 

diesel Gesellschaft, z.B. in Bezug darauf, weiche Sprachen ars Schulfacher gewahlt werden. 

 In der interkulturellen Erziehung lassen sich Wege linden, die vorstehenden drei Bereiche 

zu verkniipfen. Aile drei Bereiche sind ars Tell der interkulturellen Erziehung zu begreifen and 

es ist deshaib notwendig, erne konsequente Bildungspolitik nm diese drei Bereiche herum zu 

betreiben. Die interkulturelle Erziehung in Deutschland wetst darauf hin, dass sic sich an die 

Gesellschaft lm Ganzen wenden muss, nicht nut an die sprachliche Minderheit. 

 Die Staatliche Europaschule Berlin(SESB) ist einer der interessantesten Versuche lm 

Bereich interkulturelle Erziehung init Fremdsprachenunterricht fur Kinder ans ehemaligen 

Gastarbeiterfamilien oder ans anderen Lander der EU. Die SESB steht fur konsequent 

zweisprachigen Unterricht in Klassen, die ans Kindern init der Muttersprache Deutsch and 

Kindern init einer anderen Muttersprache bestehen. 

Ein Erziehungsansatz wie der der SESB ware auch in Japan hilfreich. Da sich die 

gesellschaftlichen Voraussetzungen in Japan denen in Deutschland annahern, ware es m.E. 

jetzt angemessen and moglich, die SESB ars Modell fur erne auf Internationalisierung / 
Globalisierung gerichtete japanische Bildungspolitik heranzuziehen. Das japanische 

Kultusministerium braucht erne neue Bildungspolitik, die sowohl den japanischen Schiilern ars 

auch ihren auslandischen Mitschiilern die Gelegenheit bietet, durch Erfahrungen mhit fremden 

Kulturen ihren Gesichtskreis zu erweitern. 

Schlusselworter:  

 Bildungspolitik, auslandische Schiller, Sprachpolitik, interkulturelle Erziehung, Europaschule 

      Keio Universitat Graduate School of Media and Governance Aya YASUI
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o. は じめ に

0.1  問題の所在

 私た ちが生きる現代の社会で、人や もの、情報が国境 を越 えて移動することは 日常的な

現象であ り、モ ビリテ ィ(移 動性)は あ らゆ る分野で高まってい る。意識す るとせ ざると

にかかわ らず、私たちは 日本 に入 ってきた複数 の文化 に 日々接 してお り、文化の担い手で

ある人も以前 より簡単に国境 を越 えてい る。例 えば、海外留学や企業の海外進出が増加 し、

海外旅行は非常に身近な存在 となってい る。2000年 には約76000人 が外国の大学等に留学

し1、2002年 一年間で1652万 人の 日本人が 日本か ら出国 した2。各地方 自治体は海外の都市

と姉妹都市提携 を結び、ホームステイの実施な ど人的交流を図っている。外国人の入 国も

増加 している。1975年 にボー トピープル と呼ばれ るイ ン ドシナ出身の難民が 日本 に到着 し、

1978年 にイ ン ドシナ難民の 日本への定住が認め られた。家族が呼び寄せ られ、2002年 末現

在10941人 の定住が認 められてい る3。1981年 に 日本は難民条約 を批准 し、2002年 までに

305人 を難民 として認定 した。1983年 には 「留学生十万人計画」が提言 され、これは2003

年に達成 され た。そ して、1990年 の出入国管理法改正 を契機 として、主に南米出身の 日系

人が急増 した。図1か らわかるように、在 日外国人の総数 は近年大きな伸びを見せている。

外国人壷録者総数峨 が国の繕人Dの 推移

zroo
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 160D

0
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 年                 年                    末
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図1 外国人登録者総数 と日本の総人 口の推移4

1文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 留 学 生 課 「我 が 国 の 留 学 生 制 度 の 概 要 受 入 れ 及 び 派 遣 平 成15

 年 度 」http:〃www.mext.go.jp/a」menu/koutou/ryugakulindex.htm
2法 務 省 「平 成14年 に お け る 外 国 人 及 び 日本 人 の 出 入 国 者 統 計 に つ い て 」

 http:〃www.moj.go.jp/PRESS/030328・2/030328-2.html
3毎 日新 聞 「こ と ば 」http://www .mainichi.co.jp/news/kotoba/a/20031023 」Ol.html

4法 務 省 「平 成14年 末 現 在 に お け る 外 国 人 登 録 者 統 計 に つ い て 」

 http:〃www.moj.go.jp/PRESS/030530・1/030530・1.html
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 この ように人 をは じめ、ものや情報が国境を越 えた移動可能性を持つよ うになったこと

は、国際化やグローバル化 の現象 といわれ る。逆に、多様 な分野で国際化や グローバル化

が進 んだ ことによ り、人、 もの、情報の移動性 が高まった とい うこともできるだろ う。い

ずれ にせ よ、国際化や グローバル化 は望ま しい もの として、 さまざまな分野で推進 されて

きた。 しか し、国際化や グローバル化の結果が 日本社会 に何 をもた らし、 どの よ うな対応

が必要 となるか とい う点 はあま り意識 され てこなかったのではないだろ うか。上に掲げた

よ うに人の移動が活発化 しているに もかかわ らず 、例えば移動 した家庭の子 どもの教育問

題は、南米出身の 日系人 の大規模 な移動に伴 ってよ うや くクローズア ップされてきつつあ

る問題のひ とつである。

 日本 ではこれまで外国籍の子 どもた ちを 「日本人 と同様に取 り扱 う」5と して、彼 らが 日

本人 とは違 う要求を持っていた としてもそれに 目を向けてはこなかった。 日本 には韓 国 ・

朝鮮人や 中国人が長 く在住 しているが、 日本 の学校 は校内に 日本人 しかいないかの ように

扱 ってきた。それが 日本の教育政策だったのである。 しか し、法務省の統計に よれば、今

日日本の総人 口の1.45%を 占める185万 人 の外国人登録者の うち、約268000人 が未成年

である(2002年 末)6。 まずイン ドシナ難民の子 どもたち、続いて南米出身の 日系人の子 ど

もたちが 日本の学校に加わ り、 日本語の問題や文化の違いな どを前に、学校は これまでの

よ うに 「日本人 と同様 に取 り扱 う」 とい う対応 では問題 を解決で きない状況 に立た されて

いる。

 このよ うな現状の中で、まずニ ューカマーの子 どもたちに対 して、最 も重点的に実行 さ

れている施策が、 日本の学校 に適応す るための種 々の教育 を含む 日本語 の指導である。 日

本 の学校の通常の授業に少 しでも早 くついてい けるよ うになることが 目標であ り、当初は

「日本人 と同様に取 り扱 う」 ことを可能 にするためであったのか もしれ ない。 ところが、

これ は予想 よりは るか に困難で複雑な課題だった。 日本の学校に 日本語 のできない児童生

徒 が大量に編入 してきて以来、子 どもの 日本語教育が研究 され、教材開発が進 め られ てい

るが、児童生徒が 日本語の学習を進 めなが ら教科学習 についてい くのは容易ではない。実

際、筆者 もこれ まで活動 してきた神奈川県藤沢市の公立小学校で このよ うな問題 を目の当

た りに してきた。ニューカマーの子 どもたちの教育をめぐっては、 日本語力や認知能力の

向上、アイデ ンテ ィティ確 立の問題 、親 とのコミュニケー シ ョン手段 の確保等の理 由で児

童生徒の母語の維持や伸長にも関心が高まっている。 まだ母語 を保 障す るための政策はほ

とん ど見 られないが、その必要性 が認識 されつつあるのは確かだろ う。また、外国籍児童

生徒が編入 した学校や学級では、 日本語教育や母語教育の一方で、その児童生徒の文化に

触れ よ うとす る国際理解教育的な授業 も試 み られてい る。 しか し、同 じ国際理解教育の枠

内では小学校 での英会話活動が可能 とな り、国際理解教育すなわち英会話活動 とい う傾 向

5太 田(2000:25)。

6法 務 省 「平成14年 末現 在 にお け る外 国 人登録 者 統計 につい て」

 http:〃www.moj.go.jp/PRESS/030530・11030530・1.html
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が多 くの学校で見 られるの も否定できない。

 ニ ューカマーの外国籍児童生徒 に対 して、 日本語 な どの 「特別」の教育が施 されてい る

ことは、 日本語のできない児童生徒 を無視 しなかった とい う意味で評価 できよう。母語教

育や国際理解教育の重要性の認識が進 んでいることも注 目に値する。 しか し、その一方で

日本人をは じめ とす る一般 の児童生徒に対す る教育が、 このよ うな外国籍児童生徒の増加

とい う事態 とは関係 な く進 め られ ていることも事実である。 国際社会でのコ ミュニケー シ

ョン手段 として、現行の中学校学習指導要領 では、必修外国語 として英語 を履修す ること

が原則 とされてい る。前述 した よ うに、英語教育の早期化が唱 えられ、小学校 でも英語活

動が推進 されてい る。 これ も国際化やグローバル化へ の対応 であることに違いはないだろ

う。 だが、これ では国内で起 こってい る国際化 ・グローバル化の現象、例 えばポル トガル

語や スペイン語 を母語 とする南米出身の 日系人が増加 していることに 目を向けていないこ

とになる。 同 じ国際化 ・グローバル化への対応 といっても、国外での活躍 ばか りを念頭 に

英語偏重の教育政策を施行す ることは、はた して適切 なのだろ うか。

 「内なる国際化」 とい うことばがある。国際化や グローバル化 とい う用語 については、

1.1で 詳 しく述べ るが、 「内なる国際化」 とい うことばは、海外へ出なくても、国際化は国

内の身近なところでダイナ ミックに進行 中であることを認識 させ てくれ る。神奈川県では、

日本語のわからないイン ドシナ難民の子 どもたちが学校現場に登場 した ことで、県内に在

住す る多 くの韓国 ・朝鮮人の子 どもたちの教育問題 も顕在化 してきた とい う7。本来、児童

生徒の持つ文化の多様性 には もっと早 くか ら目が向けられ、尊重 されて こなけれ ばな らな

かったはずで、それが実行 されて こなかったのは残念な ことである。 しか し、現在多様 な

外国人の増加 とい う新たな現象 によって、 日本の内な る国際化現象によ うや く注 目が集 ま

っている。国の未来 を創造す る教育の場でも、外向きの国際化 に対応す る政策だけでなく、

内なる国際化 に対応す る政策が積極的 に検討 されなけれ ばな らないのではないだろ うか。

0.2  先行研究 と本論文の位置づけ

 本論文は、 日本 で現在施行 されている教育政策 が国際化 ・グローバル化への対応 として

は不十分であるとい う問題意識 を研 究の出発点 としてい る。本論文の 目的は、国際化 ・グ

ローバル化に対応す る教育政策 とは どの よ うなものか を探 り、外国籍の児童生徒を対象 と

す る 日本語教育および母語教育、児童生徒全員 を対象 としなが ら日本語母語話者を念頭に

置いている外国語教育、同 じく全児童生徒を対象 とす る国際理解教育の三領域 を包括す る

ような教育政策を提案することにある。その際、外国籍児童生徒 の存在 を地域 ・学校 ・学

級の豊饒化 ととらえる視点で行 われ る教育を特 に取 り上げる。なお ここでは、問題 が拡大

しつづけていることと、対策が早急に必要であることをふまえて、小学校、中学校 、高等

学校での施策を中心に分析す る。大学での言語教育や国際理解教育は論 じない。

7神 奈川県教育委員会の手塚文雄氏への聞き取 り調査(2002年5月29日 実施)に よる。
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 本論文は、国際化 ・グローバル化によって変化 した社会では どのよ うな教育政策が求 め

られるのかを言語の問題を中心に扱 う。先行研究 としては以下のよ うな研究が挙げられ る。

まず、国際化 ・グローバル化の波を受 けて文化が多様化 しているとい う社会の変化に注 目

すれば、本論文が対象 とす る内容は国際社会学の枠内で論 じることがで きるだろ う。梶 田

編(1996)や 梶 田編著(2001)に は移住者や多文化社会の形成に関す る研究があり、例 え

ば恒吉(2001)は 日米の多文化教育 を取 り上げ、 日本 の教育の多文化化 とその意識化 が現

場 に提起 した課題 を考察 している。

 次に、言語教育に関す る政策 については、言語政策研究の視点か ら言語教育を論 じ、外

国語教育において言語政策研 究が重要であることを指摘 した平高(1997)や 、言語政策 の

枠組み を規定 し、言語教育政策 を含む 日本の言語政策の傾 向について述べた平高(2003)

がある。また言語権研究会(1999)は 言語権 を人権のひ とつ と認 め、言語政策に言語権 と

い う考 えかたを反映 させ る必要がある と述べている。 これは言語教育の政策 を考える うえ

でも非常に重要な視座 である。

 また、言語教育の実際、特 にバイ リンガル教育の方法を概説 したものにはべ一カー(1996)

や中島(2001)が ある。特にべ一カー(1996)は カナダやアメリカな どの事例か ら、積極

的 あるいは消極的なバイ リンガル教育の形態を分類 してい る。べ 一カー(1996)と 中島

(2001)は ともに、アメ リカの例 を挙 げて双方向バイ リンガル教育に言及 している。本論

文 も双方向バイ リンガル教育に注 目す る。

 異文化間教育では、江淵(1997)が 日本 の一般 の子 どもたちも異文化間教育の対象 とな

ることを指摘 してい る。異文化間教育 と言語教育の関連 について述べた ものには、 日本語

教育 との連携で野山(2003:9)が 「異文化間教育が抱えている多様な課題 の一つである言

語の問題を中心に抱えてい る一つの領域が、複合領域 としての 日本語教育の世界で あ り、

地域 日本語教育の世界 と考 えられ る。 このことか ら、例 えば、二文化 に跨る外国籍住民や

その子弟や子女に対す る言語(日 本語や母語)支 援活動 にかかわる人々や機関 ・団体のネ

ッ トワーキングの問題 は、異文化間教育の重要な実践課題の一つ として位置付けるこ とが

できる」 と述べている。 また塚本(2000)は 、小学校英語教育の実践に 「英語教育、国際

理解教育、そ して 「総合的な学習の時間」の関係性 を明 らかにす るために、三っに共通す

る 「異な ることへの気づ き」を基軸 とした異文化間教育の概念 を導入」することを論 じて

い る。本論文は野 山(2003)の 考察や塚本(2000)の 主張 と軌 を一 にす るものである。

 最後に、展開 している教育政策が本論文 の主張 と合致す ることか ら、 ドイ ツ ・ベル リン

のベル リン州立 ヨー ロッパ学校 を具体例 として取 り上げるが、同校にっいての研究 には、

理論、政策 、実践のそれぞれ の立場 から、また言語教育 と異文化間教育の両面か ら研究報

告がなされたG�lich(且rsg)(1998)カ焉A 小学校 に設置 された ドイツ語 と英語 のヨー ロッ

パ学校 コースについて、主に言語教育の面か ら研究 したZydatiﾟ(2000)が ある。 日本 で

は、 ドイツの異文化間教育全般の研究 に天野(1997)が あ り、1994年 の訪問をもとにヨー

ロッパ学校 も紹介 されている。またOka(2001)は 、1998年 にヨー ロッパ学校 を訪 問 した
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際の報告である。

 以上のよ うな先行研究 をふ まえて本論文では、市役所や教育委員会 をは じめとす る行政

機 関、学校な どでの現地調査 に基づき、 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教

育の三領域 を包括 した教育政策の重要性を指摘す る。 日本語教育 と異文化間教育、外国語

教育 と国際理解教育な どの連携 は先行研究にも挙 げた とお り指摘 され てい るが、三者 を総

合的に扱 い、一貫性のある教育政策を立案す ることの必要性は、本論文 によって明 らかに

され るものである。また、 これ らの三領域 を包括す る理由 として言語政策、包括す る方法

として異文化間教育の枠組み を用いる。

 本論文のも うひ とつの特徴 は、ベル リン州立 ヨー ロッパ学校 を例 として挙げることであ

る。 ヨーロッパ学校の試みは、 ドイ ツ語圏では注 目を集 めるもの となっている8が、 日本で

はこれまでわずかに数回紹介 されただけである。 日本で過去 に報告 された ヨー ロッパ学校

の調査か らは時間が経過 しているため、筆者 は2002年 に現地で調査を行 った。本論文では

それ をもとにヨーロッパ学校の最新動 向を報告する。また、 日本 の教育政策改革のモデル

をヨー ロッパ学校 に求 め、 日本への応用可能性 について具体的 に検討す る。

 本論文 は、まず1.で 国際化 ・グローバル化 をふまえて行われてい る国内の教育政策の現

状を明 らかにす る。その うえで2.で は、特に言語 に関す る教育政策に注 目し、言語政策 と

しての見通 しを持 った教育政策、な らび に異文化間教育の視点か ら見た教育政策の必要性

を指摘す る。具体的には、 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育 の三領域 を

総合す る視点について、言語政策か らは三領域 を総合す る視点が必要な理 由を、異文化間

教育か らは三領域 を総合する方法 を述べる。3.では、言語政策 と異文化間教育を指針 とした

教育政策 の一例 として、バイ リンガル教育を取 り上げ、特に ドイツ ・ベル リンのベル リン

州立 ヨー ロッパ学校の実践 を分析す る。 そ して4.で は、 ヨーロッパ学校の 日本への応用可

能性 を検討す るとともに、ヨーロッパ学校 の意図す ることが 日本 の各地でも試み られてい

ることを指摘 し、 日本 の国際化 ・グローバル化 に対応する教育政策の姿を示す。

8ヨ ー ロ ッ パ 学 校 の 実 践 は 、 。Handbuch Fremdsprachenunterricht"(『 外 国 語 授 業 ハ ン ド

 ブ ッ ク 』)の 最 新 版 で あ る 第4版 に も 詳 し く 掲 載 さ れ て い る 。Bausch et al.(Hrsg)(2003:

 iss-iso>o
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1.現 状分析:国 際化 ・グ ロ-バ ル化 を念頭 に置 いた 日本 の教 育政策の現 在

 本章では、「は じめに」で述べたよ うな問題意識に従い、国際化 ・グローバル化の動 きを

ふまえて行われている 日本の現在の教育政策を検討する。

1.1  国際化 ・グローバル化

 は じめに、梶 田(2001)の 「序章」をもとに 「国際化」 と 「グローバル化」について説

明 してお きたい。本論文では、 日本にお ける外国人 の増加 な どに代表 され るよ うな、さま

ざまな文化 と接触す る機会が増加 してい る傾 向を 「国際化 ・グローバル化」 と二つの単語

を併記す る形で示す。先に結論 を述べておくとすれ ば、「国際化」 と 「グローバル化」には

重 なる部分もあるが、同時に対立す る部分 もあ り1、 日本 には国家主導の 「国際化」 と、内

発的な 「グローバル化」が混在 してい る現状2が あるため、 どち らか一方を表記す るわけに

はいかないのである。

 まず 「国際化」の意味だが、梶 田(2001:2)は 、「国際化」には、国際社会への参加 を

意味す る国家的課題 としての 「国際化」 と、国内での民族差別 を問題 とす る 「内な る国際

化」の二つがあるとしてい る。前者は、 日本経済の拡大に伴 って生 じた課題 で、 「後発国」

としての国家が 「先発国」に追いつ くべ く3して課 され たものである。梶 田(2001:2)は この

意味での 「国際化」の例 として、いわ ゆる「留学生十万人計画」(1983年 策定)、 姉妹都 市提

携、 自治体の 「国際交流課」設置 、大学入試の帰国子女枠設 定な どを挙げてい る。後者 の

「内なる国際化」は、 「在 日コ リア ンに代表 され る民族的少数者の運動が問題 とした 日本国

内での民族差別の撤廃、内外人平等の実現」4を 意味 し、在 日外国人の就職差別撤廃 の運動

や指紋押捺の拒否、また外国人の人権保護を例に挙げてい る。

 梶 田(2001:3・4)に よれ ば、 日本では国家的課題 としての 「国際化」が行政主導、特 に国

家 よ りも先進的 自治体 が実質的な担 い手 となって、自治体 の 「国際交流課」な どが姉妹都

市を締結 した り、ホームステイ を実施 した りしてきた。一方 「内なる国際化」 に向けては

在 日外国人の 「内発的な」運動があったが、「内なる国際化」を実現す るよ うな改革は遅々

として進まなかった。 そ して、両方の意味での 「国際化」が国家 レベル を含んで本格的に

進展 したのは、1979年 の国際人権規約の批准、1981年 の難民条約の批准 を契機 としてのこ

とだった とい う。二つの条約は、 日本 が国際社会に登場 した(サ ミッ トに参加 した)こ と

で、人権 の世界標準 として批准が必要 になったものである。 両条約 の批准に向けて、「国内

の外国人差別の撤廃が要請 され、内外人平等 の実現 に向けて国が積極的に動き出す」5こ と

1梶 田(2001

2梶 田(2001

3梶 田(2001

4梶 田(2001

5梶 田(2001

皿)。

7,24)0

2)0

2)a

5)0
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になった。つま り、外向きの 「国際化」 を進 めるためには 「内なる国際化」に向けた努力

が必要だった。梶 田(2001:5)は 、この結果、社会保障 における国籍条項の撤廃、公共住

宅の入居条件の緩和、出入国管理令の退去強制事由の一部削除等が進 められ、また1985年

には女子差別撤廃条約 を批准 したことが男女機会均等法の制定、国籍法の改定 をもた らし、

両系血統主義の採用につながって、多数の外国人子弟が 日本国籍 を取得す ることになった、

としている。 そのほか、指紋押捺 の廃止や外国姓の承認 もこのころの変化である。 この動

きについて梶 田(2001:5)は 、 「今 日、曲が りな りにも実現 している外国人の権利は、80

年前後を境 に して実現 に向かって動 き出 し、その原動力 となったのは、国内にお ける在 日

コリアンたちの 「内発的な」運動であるとともに、 「外発的な」国際化であった」 とま とめ

てい る。

 この よ うに、国家的課題である外向きの 「国際化」 と 「内なる国際化」 は切 り離 して考

えられ るものではない。 「国際化」を進めよ うとすればおのずか ら両面での対応 が求められ

る。上に挙 げた 「人権」の世界標 準化以外 にも次の よ うな例が挙げ られ るだろ う。留学生

の受 け入れ は、教育の 「国際化」の代表的な施策 として文部科学省 が積極的 に進 めて きた

ことだが、海外 か ら留学生を招 く一方で、国内の外国人学校 卒業生には国立大学の入学資

格が与えられない とい う 「矛盾」が続いてきた。留学生の受 け入れは、「留学生十万人計画」

について梶 田(2001:2)も 述べてい るよ うに国家的課題の 「国際化」であ り、 日本の外国

人学校卒業生 に大学入学資格を付与す ることは 「内なる国際化」だ と考え られ る。1999年

までは外 国人学校 の生徒が国立大学 の入学資格 を得 るために定時制 ・通信制の高等学校 に

も在籍す る必要があった こと、1999年 以降は大学入学資格検定で入学資格 を取得する必要

があったことは、外向きの 「国際化」にばか り力 を注 ぎ、「内なる国際化」への対応が遅れ

たひ とつの例 といえるだろ う。ようや く2004年 度入試 か ら大検を受けなくても原則的に受

験資格 を得 られることになった6の は、留学生数が伸び、「国際化」を政策 としていっそ う強

く進 める うえで、外向きの 「国際化」 と 「内なる国際化」の乖離に耐 えられ なくなったた

め、 と見ることがで きるのではないか。 もちろん、朝鮮学校等 を中心 とした運動に見 られ

るよ うな内発的 な動機 があったか らこそ改革につながったが、留学生を十万人受け入れる

ことで達成すべき とされた 「国際化」7は、留学生 を多 く受け入れ るだけではな く、「内なる

国際化」への措置があっては じめて達成 できるものだ とい う認識が広が ったから、 と考え

るこ ともできよう。 このケースは、時間は要 したものの、外向きの 「国際化」政策が 「内

なる国際化」の実現を促 した例 と言 えるだろ う。

 このよ うな議論 を通 して梶 田(2001:7)は 、外向きの 「国際化」に しろ 「内なる国際化」

6文 部科学省 「学校教育法施行規則 の一部改正等にっいて(通 知)」

 http=//www.mext.go.jp/b_menu/houdou/15/09/03092001/003.htm
7具 体的 には 「我が国 と諸外国相互の教育 ・研究の国際化 ・活性化の促進」「国際理解の推

 進 と国際協調 の精神の醸成」な ど。中央教育審議会大学分科会留学生部会(第1回)資 料 「留

 学生交流関係施策の現状等について」で 「留学生交流の意義」 として挙 げられている。
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に しろ 「国際化 」 は、 「予想 され た国家 目標 で あ り、達成 しク リヤーす べ き事項 で あ った」

と述 べ てい る。 これ に対 して 、 「グ ローバ ル化 」 は 、 「これ とは明 らか に異 なっ た質 を もっ

た、 よ り多面 的 な事態 で あ り過程 で あ る」 とす る8。 「国際 化 」 と 「グローバル 化 」の質 的 な

違 い につ いて 、梶 田(2001:7)は 次 の よ うに記 してい る。

 「国際化」が 「国民国家」 を前提に し、「国家」のプ レイヤー としての比重が大 きい

のに対 して、「グローバル化」は 「国民国家」を必ず しも前提 とはせず、プ レイヤー も、

国家に加 えて、多国籍企業、各種NG0、 グローバル ・メディア、人権団体、エスニ ッ

ク集団その他 と多様であるな どの違いがある。また 「グローバル化」は、経済 ・金融、

メデ ィア、イ ンターネ ッ ト、国際労働移動、人権 レジーム、文化の変容 などとい った

よ うに多数の領域 をカバー しつつ、アナー キーな形で進展 しっつある点も、重要 な特

徴である といえるであろ う。 「国際化」の場合 は、先述 したよ うに(筆 者注:世 界人権

宣言等の批准の必要性 など)社 会の外部か らの 目的設定がなされてお り、 「国際化」 自

体は、見方によっては国家の威信 をかけたプロジェク トでもある。(中 略)し か し、「グ

ローバル化」は、U.ベ ック(Ulrich Beck)が 言 うように 「内か らのグローバル化」 と

い う側面を強 く持 ち(Beck(1998))、 目的意識性 の弱 さ、国家の利害か らの相対的離

脱の傾向が顕著である。

 つま り、「国際化」が国家によって意図的に設 けられた 目標、または計画 されたプロジェ

ク トであるのに対 し、 グローバル化は単一 の主体による目的意識的なプロジェク トではな

く、む しろ 「地球規模」の事態 ・過程 ・現象である といえる。 ここでい う 「グローバル化」

とは、「経済 ・金融 を中心 としたアメ リカ型 の世界標準 とい う意味での 「グローバ リズム」

とは明確に区別」され、「内からのグローバル化」ともいえるものである(梶 田(2001:24)、

Beck(1998))。 Beckは 、 「英国に進出 した ドイツ系企業に反対す る英国人労働者 たちが、

ス トライキ後に英国の ビールではなく、 ドイツのビールを飲む」 とい う例(Beck(2000)、

梶 田(2001:24)に よる)を 、また梶 田(2001:24)は 「ワール ドカ ップに見 られ るよう

な国家を単位 としたサ ッカーの応援 とサ ッカー選手の多民族化の間のギャ ップ」や 「さま

ざまな民族料理が拡散 し、またイタ リア料理は どこで も容易に楽 しむ ことができる」例 を

挙げている。 ほかにも、インターネ ッ ト経 由で外国の出版社 に直接本 を注文 した り、海外

の新聞を購読 した り、テ レビや ラジオを視聴 した りできることな ど、世界規模 で広が る情

報へ のアクセス可能な状況 も例 として挙げ られ るだ ろ う。また、そのよ うなア クセスに必

要な外国語学習に対す る要求 もグローバル化の帰結だ といえる0

 在 日外国人や 日系人のアイデ ンティテ ィもグローバル化の進展 によって影響 を受 けてい

る。梶 田(2001:16・19)は 、外国人やマイ ノ リテ ィのアイデ ンテ ィティは、「マルチナシ

ョナル(マ ルチカルチュラル)」 「トランスナシ ョナル」 「ナシ ョナル」の うちどの文脈が強

8梶 田(2001:7)。
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まるかによって規定 され る、 としてい る。 「マルチナシ ョナル(マ ルチカルチュラル)」 は

多国籍 ・多文化 の共生の概念 で、例 えば 日本にブラジル文化を保持す るブラジル人 コ ミュ

ニテ ィがあることを指す。 「トランスナシ ョナル」は 「国家やナシ ョナルな枠組みを前提 と

しない もので、む しろ国家や国境 を越 えて広がる社会関係やネ ッ トワー クが重要」である

とす る概念である。例 えば、ブラジル での生活 と日本 での生活 を数年おきに繰 り返す よう

な場合 には、どち らにも帰属意識を持っていることがあると考え られ る9。「ナ ショナル」は、

グロ0バ ル化の進展を脅威 と感 じて、ナシ ョナルな ものの再確認が行われ るとい うことで、

例えば、 日系人が 「日系」 とい う点を強 く意識することなどがこれにあたる。梶田(2001)

では言及 され ていないが、 日系ブラジル人が 日本で、あるいはブラジル に帰国 してか ら、

ブラジル人 としての意識 を強 く持つ ことも 「ナ シ ョナル」の文脈 が強まったアイデ ンティ

テ ィの形成 といえるだろ う。

 ここまで 「国際化」と 「グローバル化」の相違点を中心に見てきたが、梶 田(1996:6・9)

が 「国際社会学」における 「国際」がいかに多様 な意味で用い られているかを説明 してい

るとお り、 日本語 の 「国際」は国民国家を前提 とす る 「インターナ ショナル」を意味す る

だけではな く、守備範囲を広げて使用 されてい る。 「国際社会学」では 「国際」を 「トラン

スナ ショナル」(「脱国家」・「超国境」、馬場(1980)に よる)、 「グローバル」、 「コンパ ラテ

ィブ」の意味にも解 してお り、 このよ うな立場か らは 「国際化」 と 「グローバル化」はほ

とん ど重 なると考 えることもできそ うである。 しか し、本論文が研 究対象 とす る教育現場

を念頭 に置 くと、「グローバル化」が内部か ら起きているとい う梶 田お よびベ ックの指摘 は、

国家の課題 としての 「国際化」 とは別の次元で起 きている、子 どもたちを取 り巻 く多文化

環境をよ く表 しているといえる。つま り、外 向きの 「国際化」 にせ よ 「内なる国際化」に

せ よ、その ような国家 目標 とは別に、児童生徒 には人や もの、情報の往来を通 して多 くの

異文化 に触れ る機会が存在 してお り、それが児童生徒 の教育に大き く影響 している と考え

られ る。 現在の 日本 には、 このよ うな意味での 「グローバル化」に対応 し、またこれ を生

かす よ うな教育政策が十分に整備 されていないので、本論文 では 「国際化」 と 「グローバ

ル化」の差異 を認 める立場 に立つ ことにす る。

 本論文は、国家プ ロジェク トとしての 「国際化」 を進めるために立案 ・施行 され る教育

政策 と、 「グローバル化」がもた らした変化への対応 として進め られ る教育政策 の両者を扱

うため、 どちらか片方 では不十分 と考 え、両方を併記す るこ とに した。 ただ し、教育政策

自体がす ぐれて国家的プロジェク トの性格を有 してい るので、「グローバル化」の事態に対

9梶 田(2001:26)は 、国家はどんな形にせ よ残 るとい うことを前提 に してお り、また 「国

 家」 を 「社会」 と言い換えて もよい、 としている。筆者は、いずれ の国家、いずれ のエ

 スニ ック集団に も帰属意識 を持たない とい うアイデンテ ィテ ィもあるとの考えか ら、 こ

 のよ うなアイデンティティも広い意味では 「トランスナシ ョナル」の文脈の中に位置づ

 け られ ると考 えている。
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応す る政策 といって も、政策 として立案 ・施行 される段階で国家 の 「国際化」戦略のひ と

つに組み込 まれ てい くことになる。そのため、異文化接触 の現象一つひ とつを取 り上げ、

それ を 「国際化」の帰結か、それ とも 「グローバル化」の影響か と厳密 に区別す ることは

できない。 したがって、意図す るとせ ざる とに関わ りなくさまざまな文化 と出会 う機会が

増大 してい る傾向を 「国際化 ・グローバル化」 と併記す ることに した。

1.2  国際化 ・グロ一バル化への対応一 神奈川県を中心に

 教育の分野では国際化 ・グ ローバル化の進展に ともなって どの よ うな政策が進 め られて

いるのだ ろ うか。神奈川県教育委員会 に対す るインタビューや学校訪 問等の現地調査 とウ

ェブサイ トを含む文献調査 で、2003年12月 までの政策について調べてみた。 日本の教育

政策は、文部科学省 の提示す る全国 レベルの政策 と、その具体化 な らびに独 自の施策の立

案 ・施行 を行 う地方 レベルの政策の両方 を意味す る。本調査 もその両者 を対象 とし、地方

レベルの政策は特に神奈川 県お よび藤沢市を中心 とした。

 調査 した教育政策 を 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育の三つ に分類 し

た。

1.2.1 日本語教育 ・母語教育

a.日 本語教育の推進

 外国人児童生徒の増加現象 に対 して進 め られる主たる教育施策 として、 日本語教育を挙

げることができる。 この理由について文部科学省 は 「海外子女教育 ・帰国児童生徒教育等

に関す る総合ホームページ(CLARINET)」 で次の ように述べている。

 外 国人の子弟には就学義務 が課せ られていないが、我 が国の公立小 ・中学校への就

学 を希望す る場合 には、これ らの者 を受 け入れ ることとしてお り、受け入れ た後の取

扱いについては、授業料不徴収 、教科書の無償給与など、 日本人児童生徒 と同様に取

り扱 うことになっている。 このよ うな外国人児童生徒の我 が国の学校への受入れに当

たっては、 日本語指導や生活面 ・学習面での指導について特段の配慮が必要であるlo。

 ここでは 「日本語指導」 と 「生活面 ・学習面での指導」が分けて記 されているが、実際

には 日本語指導のなかで 日本の学校生活 に適応 させ るための指導が行われ、 日本語指導の

枠内で教科学習の指導が行われてい る。そのため、 「日本語指導」 と 「生活面 ・学習面での

指導」 は、特に来 日直後の児童生徒に対す る初期指導 においては、「適応指導」 としてほ と

ん ど一体 のものになっているといって よい。本論文は 「日本語教育」 によって 日本への適

応が図 られるとい う点に注 目す るので、「日本語教育」を教授法等 に限 らず、生活面 ・学習

面での指導も含む ものとして広 くとらえることにす る。

lo文 部 科学省 「海 外 子女教 育 ・帰 国児 童 生徒 教育等 に関す る総合 ホー ムペ ー ジ

 (CLARINET)」http:〃www. mext.go.jp/a_menu!shotou/clarinet/kiko_ziO.html
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 上記の 「CLARINET」 に掲載 され ている 「帰国 ・外国人児童生徒教育に関す る施策」 に

よれ ば、現在、 日本の公立学校で 日本語教育を行 うための指導体制にはまず、文部科学省

による 「日本語指導等特別な配慮 を要す る児童生徒に対応 した教員の配置」がある。説明

によれば、「平成4年 度か ら、「外国人児童生徒 ・帰国児童生徒」の 日本語指導等に対応 し

た教員定数の特例加算 によ り、その給与費等を国庫負担 している」 とい う。

 教員は実際には都道府 県 ・市町村 によって配置 され る。神奈川県の場合は、「外国籍な ら

びに帰国児童 ・生徒の中で 日本語指導 を必要 とす る者 が五名以上いる学校 に一名の教員が

加配 され るとい う制度」(1997年 現在)11が あ り、具体的には 日本語指導のための教室であ

る 「国際教室」の担 当教員 として配置 され る。2002年3.月 の段階で、神奈川県 には小学校

75校 、中学校34校 に 「国際教室」が設置 されている12。1998年 時点の調査結果 ではある

が、この うち藤沢市では小学校7校 、中学校6校 に外国籍児童生徒 のための 「国際教室」

が、小学校 と中学校それぞれ一校ずつに帰国児童生徒のための 「国際教室」が設置 されて

いた13。また、藤沢市は独 自に 「日本語指導教室」を設置 している。 これは、藤沢市立湘南

台小学校にのみ設置されているもので、2003年 度か らは担 当教員が二名 に増え、30名 あま

りの外国籍児童の指導に当た っている。湘南台小学校の 日本語指導教室は藤沢市内の 日本

語教育セ ンター校 としても機能 してお り、2003年 度 は近隣の小学校 に在籍する、 日本語指

導が必要な児童 も通級 してきている。神奈川県 「国際教室」、藤沢市 「日本語指導教室」の

いずれ も、1992年(平 成4年)に 開始 された取 り組みである。 なお、「国際教室」や 「日

本語指導教室」は、一般学級に所属 してい る外国籍児童生徒が国語、社会等 の授業時間に

限って別教室で 日本語指導を受ける 「取 り出 し授業」を行 う形式をとっている。

 「CLARINET」 が 「帰国 ・外国人児童生徒教育に関す る施策」の 「指導体制」 として二

つ 目に挙げているのは、 「外国人児童生徒等教育相談員派遣事業の実施」である。 「平成11

年度 か ら、外国人児童生徒又は北朝鮮及び中国等帰国児童生徒 、その保護者及び教員等に

対 し、当該児童生徒の母語を理解 でき、かつ教育相談等 を行 うこ とのできる教育相談員を

学校等 に派遣 し、学習面や生活面の適応等 の教育相談活動等を行 う 「外国人児童生徒等教

育相談員派遣事業」を実施 してい る」 とのことだが、文部科学省 によって実施 され ている

のは指定地域に限られ るよ うである。 「平成15年 度の指定地域は、71地 域である」14と さ

れ、神奈川県では相模原市、横浜市 、厚木市が指定 されている。藤沢市は指定を受 けてい

ないが、同 じような 「言語相談員」制度を設けてお り、2002年3月 の段階で六名 の相談員

が21校 で週一回か ら二回ずつの巡回指導を行ってい る。湘南台小学校では現在、スペイン

語、ポル トガル語、中国語の言語相談員が児童の指導 を行 ってい る。

11古 石 ・平 高 合 同 研 究 会(1998:6
、149)。

12神 奈 川 県 国 際 課 「外 国 籍 住 民 に 対 応 す る 施 策 状 況 」

 htt:〃www. ref.kana awa.'/osirase/kokusai/seisaku/seisaku.htm

13古 石 ・平 高 合 同 研 究 会(1998:149)
。

14文 部 科 学 省 「CLARINET」

 http:〃www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/kiko ziO.html
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 文部科学省はこのほか、「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等 に関す る調

査」 を平成3(1991)年 度か ら実施 している。平成3(1991)～11(1999)年 度は隔年、

平成12(2000)年 度 か らは毎年実施 されてお り、 日本語指導が必要な外国人児童生徒数、

日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍す る学校数、 日本語指導の必要な外国人児童生

徒の うち 日本語指導を受けてい る児童生徒数 とその割合 、在籍期間別児童生徒数 、母語別

児童生徒数、在籍人数別学校数、在籍人数別市町村数等 を調査 し、結果 を公表 している15。

例えば、最新の調査である平成14(2002)年 度の結果では、日本語指導が必要な外国人児

童生徒の うち、 日本語指導 を受 けている者 の割合は84.6%で 、前回調査結果 より0.3ポ イ

ン ト増加 した とい う(た だ し、小学校、高等学校、 盲 ・聾 ・養護学校で増加 、中学校 では

減少 している)。 この調査は、文部科学省が外国籍児童生徒 にとって 日本語教育が第一の課

題であると認識 していることを示す、ひ とつの施策例であるといえる。

 このような公立学校での 日本語教育に使われてい る教材 には、『ひろこさんのたの しいに

ほんご』(根 本牧 ・屋代瑛子著、凡人社、1986年)や 『にほんごを まなぼ う』(文 部省、

1992年)な どがあるが、児童生徒用のものはまだ数が少 なく、やむを得ず成人用の教材 を

使 った り、担 当教員の手作 りによる教材 を使っていた りす るケースが多い。また、中上級

者用の教材 、特に初期指導 を終えた児童生徒の 日本語能力 を教科学習へつなげてい くため

の教材 は非常に少 ない。担 当教員は独 自に教材 を作成 した り、補習的な授業 を行 った りす

ることで、一般教室で行われ る教科学習 を補助 してい るが、外 国籍児童生徒の在籍期間の

長期化に ともなって、授業 についていけるだけの学力が育たない とい う問題、またそれを

受 けた高校進学の問題 は次第に大きくなりつつ ある。

 このよ うな現状を受けて、文部科学省は平成13(2001)・14(2002)年 度 に 「学校教育

におけるJSL(第 二言語 としての 日本語)カ リキュラムの開発」事業を実施 し、小学校の

教科学習に対応 した 日本語指導カ リキュラムの開発 を行 った16。 これは、「単に 日常的な会

話の力ではな く、学習 に参加す るための力、た とえば、違 いを見つ ける力、関連づ けて見

る力な どの 「学ぶ力」の育成 が大きな課題 になってきた」 とい う認識 のもとに、「日本語指

導 と教科指導を統合 し、学習活動に参加す るための力 の育成 をめ ざした」 ものであるとさ

れ る。具体的には 「トピック型」 と 「教科志向型」の二つのタイプのカ リキュラムが提案

され、開発が行われた。「学校教育におけるJSLカ リキュラムの開発について(中 間ま とめ)」

によれば、「トピック型」 とは 「子 どもたちが特定の トピック(た とえば 「水道水は どこか

15文 部 科学省 「「日本 語 指導 が必 要 な外 国人児童 生 徒 の受入 れ 状況 等 に関す る調 査(平 成14

 年度)」 の結果 」、http:〃www. mext.go.jp/b_menu/houdou/15/02/030220.htm
l6文 部 科学 省 「「学校 教 育 にお け るJSLカ リキ ュ ラムの 開発 につ いて(最 終 報告)」 一小 学

 校 編 一の公 表 につ い て」(2003年7月)

 htt:〃www.mext. o.'1b menulhoudou115107103070202.htm#to お よび

文部 科学省 「学校 教育 にお けるJSLカ リキ ュ ラムの 開発 につ いて(中 間 ま とめ)」 「1.

JSLカ リキュ ラムの基 本構 想 」(2002年8月)

http:〃www.mext.gojplb_menulhoudou114108/020823b.htm#b-1
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らや って くるのか」)を 探求す る共同的な学習活動に 日本語 を用いて参加できるようにする

ことを目的に し」たものだ とい う。 引き続 き平成15(2003)・16(2004)年 度には中学校

レベルのJSLカ リキュラムの開発が進 められる予定で、今後実際に指導 に当たっている教

員に このカ リキュラムの内容、指導法等の周知が図 られて、 これ を生か した指導が可能に

なってい くと予想 されている。

 教材 とな らんで大 きな問題 であった、 日本語指導担 当の教員養成は、今の ところ進んで

いない。一般学級 の担任教員や音楽等専科の教員 が、突然国際教室や 日本語指導教室の担

当教員 に異動 となる とい う現状 は変わってお らず、そのため、国際教室 ・日本語指導教室

で行われ る指導の内容や質が担 当教員 によって大き く異なる とい うことが指摘 されてい る

17。また、 日本語指導以外の業務(特 に保護者か らの相談など)も 膨大で、担 当教員の負担

は非常 に重いもの となってい る。一部の教員養成大学では、この現状を打開 しよ うとす る

新 しい試み もあるが(4.2.3参 照)、 国際教室や 日本語指導教室 とい う制度はあっても、また

新 しい教材 が開発 されて も、誰が 日本語教育を担 うのか、 とい う問題は解決に向か ってお

らず、早急な対応が求め られてい る。

b.徐 々に広 がる母語教育

 日本語指導が必要 な外 国籍児童生徒 は 日本語 とは異な る言語を母語 とす る。 あるいは、

日本語指導を必要 としない児童生徒の中にも、日本語 を母語 としない者 はいる。前述の 「日

本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査(平 成14年 度)」 の結果で

は、 日本語指導が必要な外国籍児童生徒の四割近 くがポル トガル語 を母語 としてお り、ま

た全体の人割近 くがポル トガル語、中国語 、スペイ ン語の三言語 のいずれかを母語 として

いる。 ここでは、母語 を維持あるいは伸長する教育全般 を 「母語教育」 と呼ぶ。

 日本の公立学校 では、母語教育が国 ・県 ・市町村のいずれの方針 と しても打ち出 されて

いない。外国籍児童生徒は、前項 「a.日本語教育」の冒頭 で引用 したよ うに就学義務がない

ため、希望す ると受 け入れ られ るとい う形 で就学 してい る。文部科学省 は 「受け入れ た後

の取扱いについては、授業料不徴収、教科書の無償給与な ど、 日本人児童生徒 と同様 に取

り扱 うことになってい る」 と述べた直後に 「日本語指導」 に言及 してお り、外 国籍児童生

徒 も 「日本人児童生徒 と同様に」(外 国語 の授業 を除いて)日 本語 でのみ教育を受けること

がいわば 自明の こととなっている。県や市町村の レベル でも、学校教育の枠内で母語教育

を行 っているものはない。上述 した 「言語指導員」 は、確かに児童生徒 の母語 を補助的に

用いて指導す る場合があるが、児童生徒 の母語の維持や伸長が意図 され たものではないた

め、母語教育 とはい えない。母語 の教育は家庭 で行われれば よい とい う認識 が強い ようで

ある。

 しか しすでに述べたよ うに、外 国籍児童生徒の学力が伸びず 、進学に支障が出ていると

17藤 沢市北部地域の小学校国際教室 ・日本語教室担当者会議に筆者が同席 した際の談話、

 藤沢市立湘南台小学校日本語指導教室担当の今津教諭の談話による。
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い う現状が明 らかになるにつれ、 日本語で学習す る力 を獲得するためには母語の伸長が必

要であるとい う認識が広 ま りつつ ある18。これ は、外国人の受け入れで経験を積んできた ヨ

ーロッパな どの研究結果からも主張 され ることである(詳 しくは2 .1参 照)。 さらに、学校

で 日本語 だけを使用す る子 どもと、 日本語 を学ぶ機会 の少ない親 との間で家庭 内での コミ

ュニケーシ ョンが とりにくくなってきてい るとい うことも報告 されている19。また、例えば

日本 とブ ラジル とい う二つの文化 のはざまで生きる子 どもたちにとって、アイデンテ ィテ

ィの確立に母語が非常に大きな役割 を担 うとい うこ とも指摘 されている20。また、す でにあ

る言語 の知識 を失 うのはあま りに惜 しく、母語 と日本語 のバイ リンガル としての可能性 を

追求すべきだ とい う議論 も起きている21。

 このよ うな問題 に対処す るため、外国籍 の児童生徒の保護者 を中心 とした 自主的な母語

教室は、すでに各地で活動 を始 めてい る22が、政策 としても徐 々に取 り組みが見 られ るよ う

になってきた。例えば、平成13年(2001)度 か ら三年間実施 されてい る神奈川県愛川町の

「『内なる国際化』の推進～人権教育に根 ざ した国際教育の推進」23で は、社会教育の枠内

ではあるが、内なる国際化実施事業 として 「母国語学習会」や 「母国の教科書整備 」を挙

げている。また、静岡県浜松市では2002年 か ら 「カナ リーニ ョ教室」 と名づけた外国人児

童学習サポー ト教室事業を実施 し、放課後 に公立学校 の教室を利用 して、 日本語 とポル ト

ガル語の教育、また教科学習の支援 を行 ってい る24。さらに、2004年 度から群馬県太田市

では、市内の小学校十校、中学校七校で外国人子女の特別学級 を編成 し、習熟度別の指導

を日本語 とポル トガル語を使 って行 う予定であるとい う25。

 このよ うに、政策 として外国籍児童生徒の母語の伸長 に配慮す る動 きは、徐 々に広が り

つつあるといえる。

1.2.2 外国語教育

 外 国語教育は学校 に在籍す る児童生徒全員が対象 とな り、その進めかたは教育政策 によ

って強 く規定 されてい る。外 国語教 育に関す る教育政策は枚挙に暇がないが、近年 は特に

英語教育が強 く推 し進め られてい る。国際化 ・グローバル化の流れ を受けて、外国語教育

が重視 されてきているが、その動きは英語に関す る政策 と英語以外の外 国語に関す る政策

18例 えば、太 田(2001:53・62)。
19例 えば、小 島(2001)。

20例 えば、松 原(2001)。
21例 えば、群 馬 大学教 育学 部所 澤潤 教授 か らの聞 き取 り調査 。
22神 奈川 県 内の母 語教 室 は神 奈 川 県国 際交 流協 会 のホ ー ムペ ー ジ にま とめ られ てい る。

 http:〃www.ki・a.or.jp!classroomlc」istO3.html
23愛 川 町(2002:16)。

24た だ しこれ は教育委 員会 の施 策 で はな く、 浜松 市企 画部 国際 室 が 「外 国 人学 習サ ポー ト

 協 議会 」 を立 ち上 げ、 同協議 会 に委託 して い る事 業 で あ る。 カナ リー ニ ョ教 室 につい て

 は 「学 術 交流支 援資 金成 果報 告書 」 に詳 しくま とめた。

 http:〃'web.sfc.keio.ac.jp/～ayasui!forschung/fund2002/canarinho.htm
25上 毛新 聞記事 「太 田市 外 国人 子女 に特 別 学級 」、2003年12月9日 。
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で異なる。そのためここでは、c.英語教育 とd.英 語以外の外国語教育に分けて論 じる。

c.英 語教育の徹底

 平成15(2003)年3月31日 、文部科学省 は一貫 した英語教育政策 として 「英語が使え

る日本人」の育成 のための行動計画 を策定 した。遠 山敦子文部科学大臣の名で出 された 「「英

語 が使 える日本人」育成のための行動計画の策定について」26には、この政策 を立案 ・施行

する理由が次のよ うに記 され ている。

 英語は、母語 の異なる人 々の間をつな ぐ国際的共通語 として最 も中心的な役割 を果

た してお り、子 どもたちが21世 紀 を生き抜 くためには、国際的共通語 としての英語の

コミュニケーシ ョン能力を身に付 けることが不可欠です。 また、 この ことは、我が国

が世界 とつなが り、世界か ら理解、信頼 され、国際的なプ レゼ ンスを高め、一層発展

してい くためにも極 めて重要 な課題です。

 その一方で、現状では、 日本人 の多 くが、英語力が十分でないために、外国人 との

交流において制限を受けた り、適切な評価 が得 られない といった事態 も生 じています。

また、同時に、英語 の習得 のためには、まず国語で 自分の意思 を明確 に表現する能力

を酒養す る必要 もあ ります。

 この ような ことに鑑み、文部科学省では、基礎的 ・実践的 コミュニケーシ ョン能力

の育成 を一層重視 した学習指導要領の改訂 な ど様々な施策 を講 じてきま した。 しか し、

この よ うな改善の実をあげるためには、カ リキュラムの改善だ けでなく、指導方法の

改善、教員の指導力の向上、入学者選抜の改善など、様々な取組を同時に行っていか

なければな りません。

 このため、 「英語指導方法等改善の推進 に関す る懇談会」や 「英語教育改革に関す る

懇談会」等を通 じ様 々な有識者 より意見を聴 取 し、 これ らを踏まえ、我が国の英語教

育 を抜本的に改善す る目的で、総合的かつ具体的なアクションプラン として、昨年7

月、「『英語が使 える 日本人』の育成のための戦略構想」を作成 しま した。

 この計画の特徴 は、「カ リキュラムの改善だけでな く、指導方法の改善、教員の指導力の

向上、入学者選抜の改善など、様々な取組を同時に行 っていかなければな」 らない とい う

意識 のもとに、「我が国の英語教育 を抜本的に改善する 目的で、総合的かつ具体的なアクシ

ョンプラン」を作成 した、 とい うことだろ う。予算案で も、平成15(2003)年 度は11億

100万 円が計上 されてお り、改革計画の規模が うかがえる。行動計画は 「日本人に求め られ

る英語力」 として 「中学校 ・高等学校 を卒業 した ら英語 でコ ミュニケーシ ョンができる」、

「大学 を卒業 した ら仕事で英語が使 える」 とい う大きな 目標 を立て、それ を達成するため

の さまざまな方策 を提言 してい る。方策は、1.英 語の授業の改善(中 学校 ・高等学校 ・

26文 部 科学省 「「英語 が使 える 日本 人 」 育成 の ため の行動 計画 の策 定 にっ い て」

 http=//www.mext.go.jp/b_menu/houdou/15/03/030318a.htm
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大学)、2.英 語教員の指導力向上及び指導体制の充実、3.英 語学習へのモテ ィベーシ ョ

ンの向上、4.入 学者選抜等 における評価 の改善、5.小 学校の英会話活動の支援 、6.

国語力の向上、7.実 践的研究の推進、に分かれてお り、それぞれ について 目標 と具体的

施策 が述べ られている27。行動計画 を見る限 り、確かに 「様々な取組」が 「同時に」行われ

る 「総合的かつ具体的なア クシ ョンプラン」 となっているよ うである。小学校 での英語活

動か ら大学入試、大学での英語教育まで を視野に入れ 、さらに国語力 にも言及 した点で、

一貫性のあるプランとして評価 できるのではないか と思 う。

 この行動計画 には、学習指導要領での 「外国語」の必修化 、小学校英語、JETプ ログラ

ムの改善な ど、その都度議論 となった事項 も含まれてい る。この中で、平成10年 告示の現

行学習指導要領で 「外国語」が中学校 ・高等学校の必修教科 となった ことは、外国語教育

政策のひ とつの転換点 として特筆すべきであろう。学習指導要領 は作成の始まった昭和22

年 当初、 「新 しく児童の要求 と社会の要求とに応 じて生まれた教科課程を どんなふ うに して

生か して行 くかを教師 自身が 自分 で研究 して行 く手び きとして書かれたもの」28で、非常に

弾力性 があった。昭和22年 度の学習指導要領(試 案)で 英語が選択科 目として中学校 に設

け られたが、選択科 目となった理 由について、同学習指導要領英語編(試 案)は 次のよ う

に述べている。

 必修科 目は社会か ら求め られ受けいれ られ る公民 となるのに必要に して基本的な知

識 と技能 とを与える科 目のみ に限るべ きである。英語 については,こ れを非常に必要

とす る地方 もあるであろ うが,ま たいなかの生徒な どで,英 語 を学ぶ ことを望 まない

者 もあるか もしれない。 それで,英 語は選択科 目となったのである29。

 これ以降平成10年 度学習指導要領の前まで、外国語 は選択科 目として扱われてきた30。

学習指導要領の 「外国語」の節には英語 以外に も、 ドイツ語 、フランス語、その他の外国

語が並んでいたが、学習指導要領がその後何回も作 り変 えられ る過程 で、英語はオー ラル、

リーデ ィングな ど複数 の科 目に分け られていき、逆に ドイツ語 とフランス語 に関す る記述

は簡素化 され て、「英語 に準 じる」 と書かれ るようになっていった。 自明のことだが、 この

理由 として、社会の高学歴化志向 と受験戦争の過熱化 とい う国内事情がまず挙 げられ よう。

日本では高校入試 ・大学入試 の科 目として英語がほぼ必須であ り、実質的に外国語 として

は英語のみが必修科 目だった。 また、アメ リカの大国化に伴 う英語の重要性が増 し、 「国際

27文 部 科 学 省 「「英 語 が 使 え る 日 本 人 」 育 成 の た め の 行 動 計 画 」

 http:〃www.mext.gojp/b_menulh0udou115103!030318a.htm

28昭 和22年 度 学 習 指 導 要 領 一 般 編(試 案)序 論

 htt:〃nierdb.nier. o.●/db/cofs/s22e'1index.htm

 な お昭 和33年 に告 示制 度 が導入 され 、法的 拘束力 を帯 び るよ うにな り現在 に至 ってい る。

29昭 和22年 度 学習指 導要 領英 語編(試 案)http:〃nierdb.nier. go.jp/db/cofs/s22ejUindex.htm

30こ れ まで の各学 習指 導要領 よ り。 国 立教 育政策 研 究所 作成 の学 習指 導要領 デ ー タベ ース

 http:〃nierdb.nier.go.jp/db/cofs/参 照 。
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通用語」 として習得す ることに重点が置かれ るよ うになったとい う、対外的な事情 も大 き

な理由であることは、1987年 の臨時教育審議会 『教育に関す る第4次 答申(最 終答 申)』

な どか らもうかがえる。

 このよ うな流れを受けて、平成10年 告示の現行学習指導要領では、ついに外国語が必修

科 目となった。 「「英語が使 える 日本人」育成 のための行動計画」は、 これについて 「国際

化 の進展 に対応 し、外国語 による日常的 な会話や簡 単な情報 の交換 などの基礎的 ・実践的

コミュニケーシ ョン能力が どの生徒 にも必要 となってきているとの観点か ら、中 ・高等学

校 の外国語科を必修 とし」た、 としている。前掲 の昭和22年 度学習指導要領(試 案)に な

らえば、現状では外 国語が 「社会か ら求め られ受けいれ られ る公 民 となるのに必要に して

基本的な知識 と技能 とを与える科 目」であると文部科学省 が判断 したので、外 国語必修化

とい う教育政策が進 め られ ることになった、 とい うことだろ う。文部科学省が 「外国語」

を必修教科に したにもかかわ らず、外国語すなわ ち英語 とい うことが自明になってい ると

い う問題点は次項で改 めて指摘するが、いずれ にせ よ英語教育が これか らますます強 く推

進 されていくことに間違いはないだろ う。

d.英 語以外の外国語教育 をめぐる二つの動 き

 英語教育の盛 り上が りの一方で、英語以外の外国語教育を進 める政策には二つの異なる

動 きが見 られ る。 ひ とつは、外国語イ コール英語 とみな して、英語以外の外国語 の学習に

対す る配慮がますます不足 して きてい る、 とい うことである。前項で取 り上げた学習指導

要領 か らこの動 きを追ってみ よう。昭和31年 度高等学校学習指導要領外国語科編改訂版 で、

英語 とともに ドイツ語、フランス語の指導要領 が定め られ て以来、 「外国語」の節には 「外

国語」の共通 目標 が掲げ られた後 、英語、 ドイツ語、フランス語、その他 の外国語 に分か

れて、それぞれについて 目標、内容、内容の取 り扱 いの項 目が続 くとい うスタイルで書か

れてきた。また31年 度版には、高等学校 に第二外国語 を設置できることが 目玉 として書か

れてい る。中学校指導要領 にも、昭和33年 度版で外国語の項 目に ドイツ語 とフランス語の

指導要領が設 けられ るとともに、 「その他 の外国語」は英語 ・ドイツ語 ・フランス語に準 じ

て行 うものとす る、 と記述 されてい る。31年 度改訂版 の高等学校指導要領 には 「中学校か

ら(ド イツ語 ・フランス語を)継 続 して履修 させ る」場合 に備 えた内容 もある。

 しか し、前述のよ うに、 ドイツ語 とフランス語に関す る記述は次第 に簡素化 され、 「英語

に準 じる」 と扱 われ るよ うになった。理 由はすでに述べた通 りで ある。そ して現行学習指

導要領では外国語 が必修科 目となったが、 ドイ ツ語 、フランス語に関す る記述はな くなっ

ている。「その他の外国語 については,英 語の 目標及び内容等に準 じて行 うものとす る」(中

学校)と のみ書かれている。 高校学習指導要領では 「外国語」の節 に 「英語」の項 目が設

けられないまま、オーラル ・コミュニケーシ ョン1(英 語)の 記述 が始まっている。学習

指導要領をは じめ とす る文部科学省の記述には 「外 国語」 とい う表現が多用 され 、外国語

を英語に限定す るよ うな表現は避 けられているが、英語以外 の外国語に対す るこのよ うな
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取 り扱いや、また前述の 「「英語が使 える 日本人」の育成のための行動計画」では 「外国語」

が どの生徒 にも必要だ とされているにもかかわ らず、英語以外 の外 国語への言及が一切 な

い ことなどか ら、当面は英語だけの外国語教育でよい とす る動きが見て取れ る。

 一方で、外国語教育の多様化 を進 める動 きもある。文部科学省は 「高等学校における外

国語教育多様化推進地域事業」31と して、平成14(2002)年 度か ら二年間、推進地域(四

府県)お よび推進校 を指定 している。同事業の 「1 趣 旨」 には、 「現在、中 ・高等学校に

おける外国語教育は圧倒的に英語教育が中心 となっているが、今後の諸外国 との交流の進

展 を考 える と、英語以外 の外 国語について も、言語能力を身に付 けることが必要 となって

くる」 と、外国語教育の多様化の必要性が述べ られてい る。予算案 には平成14(2002)年

度に1065万2千 円が計上 されている。神奈川県 もこの事業の推進地域 として指定を受け、

六つの県立高校で中国語教育の研究が進 められている。他の推進地域は、大阪府で朝鮮語、

兵庫県 と和歌山県で中国語教育の研究に取 り組んでい る。
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    図2 英語以外の外国語科目を開設する高校数の推移(10校 以上開設の言語のみ)32

 図2は 、1986～2001年 に英語以外の外国語科 目を開設 した高等学校数の推移 である。実

際は24言 語 が開設 されているが、ここでは開設学校数が十校を超える六言語 についてグラ

フで表 した。いずれの言語 も開設学校数が年 を追 うご とに増加 してお り、外国語教育の多

様化が進んでい るとい ってよいだろ う。 ここには私 立の高等学校 も含 まれているので、こ

れが直ちに国や都道府県、市町村の教育政策 の結果 である とはいえないが、私立学校 の施

策 も国際化 ・グローバル化の進展や地域の特殊な需要 を受 けて決定 され てい る し、私立学

31文 部 科学省 ホー ムペ ー ジ 「平 成14年 度 スーパ ー ・イ ング リッシ ュ ・ラ ンゲー ジ ・ハイ ス

 クール の決 定 等 につ いて」

 1雌 一u/shln  chousa/shotou/02-b≧ 雌
32田 中(2002:15)お よび文部科学省 「平成12年 度高等学校等における国際交流等の状

 況」-p幽u/houdou!14/03/020310.htmよ り作成。
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校 の試みが国公立学校 に、また国公立学校での取組みが私立学校 にも影響す るので、この

傾向を広 く日本の教育政策 として とらえて問題 はない と思われ る。

1.2.3 国際理解教育

e.国 際理解教育の推進

 文部科学省 は、現行学習指導要領で定 められた 「総合的な学習の時間」 に取 り上げる ト

ピックとして 「国際理解」を挙げている。まず、国際理解教育について確認 しておきたい。

 国際理解教育 とは、教育、科学、文化 を通 しての世界平和の基礎づ くりをめ ざすユネス

コ(国 際連合教育科学文化機 関)が 先頭に立って始 めた 「国際理解 のための教育」(education

for international understanding)を 指す。『国際教育事典』 によれば、1954年 の第8回 ユ

ネ スコ総会が採択 した 「国際理解 と国際協力のための教育」 とい う呼称 が、 日本では 「国

際理解教育」 と略 されて使 われてい る33。また、『新教育学大事典』 は 「国際理解 と教育

(international understanding and education)」 とい う項 目を立て、その意義について 「国

家 とい う現実に立脚 しつつ、世界の平和 と人類の福祉 を増進す るとい う課題に直接貢献 し

よ うとするのが国際理解の教育である」34と している。

 第2次 世界大戦直後 とは社会の様相 が異な り、ユネス コ主導の国際理解教育 に批判が起

こってきたことを受け、ユネス コは1974年 に第18回 ユネス コ総会で 「国際理解、国際協

力お よび国際平和のための教育な らび に人権お よび基本的 自由についての教育に関す る勧

告」 を採択 した。『国際教育事典』によれば、 これは 「国際教育」 と略称 され る。 この勧告

が強調す る教育の主な内容 は次のとお りである。

1. 国際理解 、国際協力、国際平和 の実現 のための実践的な行動 を求める教育 とし

   ての性格を持たせてい ること。

2. 従来 の人権重視 とともに、文化の多様性 な らびに文化の相互理解 の重要性 を打

   ち出 していること。

3. 人類の存続 と福祉を左右す る人類共通の主要課題 として、民族 ・平和 ・人権 ・

   開発 ・文化面での問題 を明 らか に し、問題解決のための世界的規模 での協力 と

   連帯の必要性を提唱 していること。

4. この教育 を、公民教育 と同一原則 に立つ、いわば国際的公民教育 として位置づ

   け、あ らゆる教育形態の中で幅広 く、かつ世界的に展開す るよ う求めていること

   350

 この勧告 を受けて、日本でも1982年 に 日本ユネスコ国内委員会が 『国際理解教育の手引

き』を出 したが、実際 に日本の国際理解教育の進展に大 きな影響を及ぼ したのは、中央教

33西 村 他(1991:281) 。

34細 谷 他(1990:222)
。

35西 村 他(1991:282)に よ る
。
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育審議会がユネス コの勧告 とは関係 なく1974年 に発表 した答 申 「教育 ・学術 ・文化 におけ

る国際交流について」である。答 申は 「1 国際社会に生 きる日本人の育成」で 「1 国

際理解教育の推進」を謳 ってお り、国際理解教育の教材 の準備や国際交流の推進、また帰

国子女教育の促進な どを提言 してい る。 また、他章では外国語教育の改善や外国人留学生

の受 け入れ、発展途上国に対す る協力、日本語教育の振興な どについても言及 され ている36。

『国際教育事典』は、日本の国際理解教育は この答 申のライ ンに沿って進 められてきたが、

その内容は国際交流活動や外国語教育、帰国子女教育 に重点がおかれたもので、ユネス コ

の提唱 した国際理解 のための教育 とは 「距離を広げつつあるよ うにも思われ る」37としてい

る。学校現場ではこの後、開発教育な どが国際理解教育の名称 で取 り組 まれた り38、異文化

間教育 とい う隣接領域が注 目を浴 びた りした39ため、現在の国際理解教育が厳密に何 を指す

かをめぐって、ユネスコの方針か、中教審の方針 か、それ とももっと広い概念 とするのか、

などの議論がある40。

 そこで、本論文では 『国際教育事典』 が 「国際理解教育」の項の末尾に記 してい るよ う

に、国際理解教育のキー ワー ドをユネス コの 「国際教育」に求 め、①人権の尊重、②異文

化理解、③人類共通課題解決へ向けての連帯 と協力、 としたい。①～③を特に意図す る教

育を 「国際理解教育」 と呼ぶ。

 このよ うな国際理解教育は、国 ・都道府県 ・市町村 のいずれで も積極的な推進が謳 われ

ている。例 えば、1997年 に策定 された 「教育改革プ ログラム」41では 「1.教育制度の革新

と豊かな人間の育成」の中に 「外 国語教育 と国際理解教育の充実 ネイティブ ・ス ピーカ

ーの活用等 による外国語教育の充実や多様 な文化、多元的な価値観 を尊重す る国際理解教

育 を進める」 とい う記述が見 られ る。神奈川県では、1984年 に神奈川県国際理解教育懇話

会が 「国際理解教育の推進について-神 奈川における教育の国際化 を 目指 して一」 とい う

提言を出 し、 これがその後の神奈川県の国際理解教育の基本的なスタンス となっている42。

また、神奈川県教育委員会は1990年 に 「在 日外 国人(主 として韓国 ・朝鮮人)に かかわる

教育の基本方針」43を制定 し、次の ように述べている。

36中 央教 育審議 会 「教 育 ・学 術 ・文化 にお け る国 際交 流 につ いて(答 申)」

 http:〃www.mext.g0jp/b_menulshingi1121chuuoultoushin1740501.htm
37西 村 他(1991:282)。

38筆 者 自身 の 中学校 での経験 に よる。

39異 文化 間教 育学 会 は1981年 に設 立 され た。2 .2参 照。

40西 村 他(1991:281-282) 。
41文 部省 「教 育改 革 プ ログラ ム」

 http=//www. mext.go.jp/b_menu/houdou/09/01/970104.htm#no3
42藤 沢 市教育 文化 セ ン ター(2000:3) 。提 言 の内容 は 「私 た ち 日本 人 が、世 界 の様 々な文

 化 ・言語 ・政 治 ・経済 体制 を もつ人 々 と共存 してい くた め には文化 の多様性 と人 間 とし

 て の 同一性 を尊重 しつ つ、 小 さな地 球 に住 む人類 の一員 と して 、世界 中の人 々 と交 流 し

 理解 し連 帯 して い くことが不 可欠 で あ る」と、ユ ネ ス コの国 際教 育の 方針 に沿 っ てい る。
43神 奈川 県教 育委 員会 「在 日外 国人(主 と して韓 国 ・朝鮮 人)に か かわ る教 育 の基 本 方針 」

 http:〃www.pref.kanagawa.jp/osirase/kyoikusomu1jinkendowa/hosin.htm#bookO4
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 神奈川 の子 どもたちが多様 な文化 と個性 を尊重 し、たがいに認 め合いなが ら、正 し

い認識 のもとに、身近に存在す る差別や偏見を克服 してい くことは、国際社会 におい

て、健全な国際人 として認め られ、 よりよく生 きてい くためにも大切なことである。

また、県内に居住す る外国人が本名 を名乗 り、民族的 自覚 と誇 りをもって生きるとと

もに、県民 として、共に住み よい神奈川の創造 をめ ざす ことのできる環境づ くりも必

要である。

神奈川県教育委員会はこのよ うな認識に立ち、この中の基本的事項の1.と して 「学校教育

では、人間尊重の精神を基盤 に した国際理解教育を深 め、正 しい認識に立って差別や偏見

を見抜 く感性 を養 うとともに、差別や偏見 を批判 し排除 しようとす る勇気 ある児童 ・生徒

を育成す る。 また、在 日外国人児童 ・生徒 に対 しては本名 が名乗れ る教育環境 をつ くり、

民族 としての誇 りをもち、 自立できるよ う支援す る」 と定めてい る。藤沢市では 「学校教

育ふ じさわビジ ョンー具体化構想 と具体化への支援一」(2003年)で 、「3.創 意工夫ある

教育課程の推進」の具体化への支援 として 「国際教育の推進 ALTと 国際理解協力員 を

学校に派遣す ることにより、異文化や コミュニケーシ ョンに対す る興味 ・関心を高め、国

際教育 を推進 します」44と謳 ってい る。

 このよ うな 「宣言」を実行に移す場 として、 「総合的な学習の時間」は適 していると考 え

られたよ うである。「総合的な学習の時間」に取 り組むテーマのひ とつの例 として、平成10

(1998)年 告示 の小学校学習指導要領 「第1章 総則」には次のよ うに記 されている(中

学校 と高等学校の学習指導要領の 「総合的な学習の時間」の項 目に も、同 じよ うに 「例 え

ば」 として国際理解が挙げ られている)。

第3 総合的な学習の時間の取扱い

2総 合的な学習の時間においては,次 の ようなね らい をもって指導 を行 うもの とす

 る。

 (1)自 ら課題 を見付 け,自 ら学び,自 ら考え,主 体的に判断 し,よ りよく問題 を解

  決す る資質や能力 を育てること。

 (2)学び方や ものの考 え方 を身に付け,問 題 の解決や探究活動に主体的,創 造的 に

  取 り組む態度 を育て,自 己の生き方を考えることができるよ うにす ること。

3 各学校においては,2に 示すね らいを踏 まえ,例 えば国際理解,情 報,環 境,福

 祉 ・健康な どの横断的 ・総合的な課題,児 童の興味 ・関心に基 づ く課題,地 域や

 学校 の特色に応 じた課題 な どについて,学 校の実態に応 じた学習活動を行 うもの

 とす る。

C)

5 総合的な学習の時間の学習活動を行 うに当たっては,次 の事項に配慮するもの と

44藤 沢 市教 育委 員会 「学校 教 育 ふ じさわ ビジ ョンー 具体 化構 想 と具 体化 へ の支援一 」

 http:〃www.fujisawa-kng.ed.jp/handlers/getfile.cfm/4,41,71,32,pdf
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す る。

(3)国際理解 に関す る学習の一環 としての外国語会話等 を行 うときは,学 校の実態

 等に応 じ,児 童 が外国語 に触れ た り,外 国の生活や文化な どに慣れ親 しんだ り

 す るな ど小学校段階にふ さわ しい体験的な学習が行われ るよ うにす ること。

 これ を受けて、神奈川県下の外国人児童 ・生徒 が在籍す る小学校で も取 り組みが始まっ

ている。藤沢市立湘南台小学校では、慶應 義塾大学のボランテ ィア団体JUMPに よる外国

語 との出会いを通 した国際理解教育の授業が行われている45。また藤沢市では、2002年 の

「総合的な学習の時間」導入に先立って、1997年 度か ら3年 間にわたって国際教育の授業

研究に取 り組み、外国籍児童の多い学校で楽器作 りを通 してペルーの文化を知 る授業 も行

われた46。

 a.～e.に挙げたそれぞれの政策 ・方針 は、①外国人に対す る日本語教育 ・母語教 育、②外

国語教育、③国際理解教育のそれぞれ の範疇 に入 るもの として整理することがで きる。 こ

こまで述べてきたよ うに、①～③ の領域ではそれぞれ に実践 ・研究が進んでいる。しか し、

各領域は別個 のものとして とらえ られてお り(図3)、 国際化 ・グローバル化 を念頭に、三

者のっなが りを考慮 した包括 的な政策 の立案 ・実施 には至っていない、 とい うことをここ

で指摘 しておきたい。次章では、三者を総合 して政策 を遂行す ることの有為性 を検証す る。

㈱
TRitli**・

felEitkizt

国際理解教育

図3 国際化への対応を図る教育政策(日 本)

454 .2.2参 照 。

46藤 沢 市 教 育 文 化 セ ン タ ー(2000:18-23)
。
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2 国際化 ・グローバル化に対応する教育政策の指針

 前章では、外 国人に対す る 日本語教育 ・母語教育、 日本 におけ る外国語教育、国際理解

教育の三領域が、それぞれ別個の もの として発展 してきていることを指摘 した。本章では、

三領域は異な る教育実践 として表 出 しているものの、視界を広げ ると、共通の理念の もと

に繰 り広げ られるべき実践 として包括す ることができる とい うことを、言語政策 と異文化

間教育 とい う二つの枠組み を用いて論証 してい く。言語政策の考 え方か らは包括す る理 由、

異文化間教育か らは包括す る方法をそれ ぞれ明 らかに したい。 これは、三領域が共通の理

念 のもとに相互に協力す ることが、国際化社会の教育政策を より適 当なものにす る、 とい

う本論の主張の理論的な説明 とな るものである。

 上述の三領域には漠然 と共通点があるように感 じられ る。 しか し、実際にこれ らが別個

に発展 してきた とい うことは、何が共通なのか、 どの ように協力できるのかが具体的に明

らかでなかった とい うこと、またそれゆえに学校や教室で実践 を展開す ることができなか

った とい うこ とを意味 している。一部、外 国語(英 語)教 育 と国際理解教育が安易 に結び

つきす ぎた とい う点 も指摘できるが、それ は外国語教育 と国際理解教育の共通点に着 目し

た ものではなく、外国語 を学ぶ ことがすなわち国際理解で ある、 とい ういわば誤解 から生

じた結果だった。

 前章で見たよ うに、三領域はそれぞれ、 「国際化に対応す る教育」 を考 え、実践 を進 めて

いる。 三領域 には表面上、「国際化に対応す る」 とい う共通理念があるよ うに見える。 しか

し、三者 は 「国際化 に対応す る」 とい うことが具体的に指 してい る内容 について、共通の

認識 をもってい るのだろ うか。前章で述べたよ うに、例 えば外国語教育では、英語 ができ

るようになること、また最近では英語以外 にも多様な外 国語能力 を身につけることが国際

化であるとい う認識がある。 それに対 して外国語 を母語 とす る児童生徒 に対す る 日本語教

育 ・母語教育では、 日本語を早 く確実に身につけ させ、 日本語 での生活 に不 自由 しない よ

うに指導す ることが社会の国際化への対応だ と考え られている。国際理解教育は、 「広い視

野を持ち、異文化 を理解 し、これを尊重す る態度や異なる文化 を持 った人々 と共に生 きて

い く態度 などを育成する」1こ とを 目指 してお り、外国籍児童生徒 の出身地や文化 を理解 し

た り、差別 ・偏見を除去 した り、また開発教育 を推進 した りしてい る。 「国際化への対応」

といっても、三領域は異なる目標のもとに実践 を進 めてい ることがわかる。

 「国際化 に対応す る教育」 を考えることはすなわち、 どのよ うなね らい を持 って子 ども

たちを育てるのか、つま り子 どもたちに ど うなってほ しいのかを考 えることである。そ し

て、それは教育に携わる者 が どの ような 日本 の社会の将来像 を描いているかを問 うもので

ある。三領域の教育に携わ る者は、現在がそれぞれの領域が 目標 とす るこ と、例 えば 日本

語 の習得や外国語 の習得 といった ことの先 に どのよ うな予測や希望 をもっているのだろ う

1中 央 教 育審議 会 第一 次答 申(1996)第2章 「国際化 と教 育 」

 http:〃www.mext.goJplb_menu!shingi/chuuoultoushin1960701n.htm
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か。一致 した未来図を描 けない限 り、国際化に対応すべ く次々と立案 ・施行 され る教育政

策は成果が上が らないのではないだろ うか。

 以下では、 どの ように考 えれ ば三領域は協力できるのか、協力が必要な理 由とそれを実

現する方法 について、 日本が 目指す将来像 に触れつつ検討す る。

2.1  言 語政 策

 まず言 語 政策 とい う枠組 み で と らえ た場合 に三領 域 が どの よ うに包 括 され るか を検 討す

る。 こ こでは 主 に、 日本語 を母語 とす る多数 者 向 け の外 国語 教育 と、 日本語 を母語 と しな

い少 数者 向 けの 日本 語 教育 ・母語 教 育 の共通性 を取 り上 げ る0

 平 高(2003:128)に よれ ば、言語 政策 とい う概 念 が研 究者 の 関心 を集 め るよ うにな った

の は、 国際 的 に も 日本 国 内 で も比較 的最 近 の こ とで あ る。 言 語政 策 の 定義 は複 数 存在 す る

が 、本 論 では、 クル マ ス(1987:340)の 「あ る社 会 内 で用 い られ て い る(諸)言 語 の発 展

に、 あ る 目的 を持 っ て介 入 す る こ と」 と、PhiUips0n&Skutnabb・Kangas(1995:41)

の"Language policy is a broad overarching term for decisions on rights and access to

language and on the roles and functions of particular languages and varieties of

language in a given polity."を 定義 と してお く。 言語 政策 の 内容 を、言 語 の 「選 択 ・使用 」

「規 範化 」 「普 及 ・制 限 」の 三つ に分類 す る平 高(2003:138)に した が えば 、 クル マ スの

定義 は この うち主 に 「規範 化」 「普及 ・制 限」 に、Phillipson&Skutnabb・Kangasの 定義 は

主 に 「選択 ・使 用 」 に 関す る もの で あ る。 本論 では言 語 の 「選 択 ・使 用 」 に関す る言語 政

策 と、 言 語 の 「普 及 ・制 限 」 に 関 す る 言 語 政 策 に つ い て 言 及 す る の で 、 クル マ ス と

PhiUip son&Skutnabb-Kangasの 両方 を言語 政策 の 定義 とす る。

 同 じく平 高(2003:132)に よれ ば、言 語政 策 に は 「明示 的 な(overt)政 策 」 と 「非 明示的

な(covert)政 策 」 が あ る とい う。 前者 は 「は じめか ら意 図 して作 られ 、法律 な どに よって 明

文化 され てい る政 策 」 で あ り、後者 は 「明文 化 され て い るか ど うか は別 に して事 実上 言語

に関す る政策 として機 能 してい る政策 」 で ある。例 えば、 「『1982年 憲法 法』 は フ ラ ンス語

と英 語 をカナ ダ の公 用語 に規 定 して お り、 二つ の言 語 は カナ ダ政 府 のす べ て の機 関 にお け

る使 用 に 関 して平等 に位 置 づ け られ て い る」2と い うの は前者 の例 で あ り、 日本 の文部 省 の

い わ ゆ る 「留学生 十 万人 計画 」 は、 「直接 日本語 普及 を唱 えた もの で はない が、 事実 上 は 日

本語 普 及 に貢献 した こ とにな る」3の で 、後者 の例 とい え る。 本論 で も、明示 的 な政 策 のみ

な らず 、非 明示 的 な政策 も言 語政 策 に含 めて扱 うこ とにす る。

2The Constitution Act
,1982.Article 16.

 カ ナ ダ 大 使 館 ホ ー ム ペ0ジhtt:〃www.canadanet.or.'/about/french.shtmlに よ る 。

3平 高(2003:132) 。
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2.1.1 言語普及の側面か ら

2.1.1.1言 語教育の 目標:バ イ リンガル

 それでは、言語政策 とい う枠組みの中で外国語教育 と日本語教育 ・母語教育の間に どの

ような共通点があるのか、考 えてみたい。 まず 、言語 の 「普及 ・制限」 とい う面に着 目す

る。ここで指摘 したいのは、日本語を母語 とす る児童生徒 を主な対象 とす る外国語教育 と、

日本語を母語 としない児童生徒に対す る日本語教育や母語教育は、 どちらも言語普及 とい

う行為を内容 とす る言語政策である、 とい う点である。

 外国語教育はある特定の言語 を普及す る行為である。例えば、平成10年 度改訂の中学校

学習指導要領 「第2章 各教科」 「第9節 外国語」には次の ように記 されてい る。

第2 各言語の 目標及 び内容等

 英語

1 目標

(1)英語を聞 くことに慣れ親 しみ,初 歩的な英語 を聞いて話 し手の意向などを理解で

 きるようにす る。

(2)英語 で話す ことに慣れ親 しみ,初 歩的 な英語 を用いて 自分の考 えな どを話す こと

 ができるようにす る。

(3)英語 を読む ことに慣れ親 しみ,初 歩的な英語 を読んで書 き手の意向などを理解で

 きるようにする。

(4)英語で書 くことに慣れ親 しみ,初 歩的な英語 を用いて 自分の考 えな どを書 くこと

 ができるようにす る4。

要するに、中学校 の生徒 が英語 に慣れ親 しみ、英語 を言語 コミュニケーシ ョンの媒体 とし

て使 えるよ うに、英語を生徒の間に広 く行き渡 らせ ること、つま り普及 させ ることが中学

校英語の 目標であると述べ られ てい る。英語 に限 らず外国語教育は、みなこの ように して

その言語の普及に努めているとい うこ とになる。

 日本語 を母語 としない児童生徒に対す る日本語教育 も同様 である。例 えば、 「外国人児童

生徒が学校生活 に速やかに適応す るためには、学校 における効果的かつ効率的な 日本語指

導が必要である」5と して、文部科学省 は 「学校教育 におけるJSL(第 二言語 としての 日本

語)カ リキュラムの開発」事業 を実施 した。 これ は、 日本語 を母語 としない児童生徒 に対

して 日本語 を広 く行き渡 らせ よ うとしているもので あ り、 日本語 の普及 に努めてい るとい

える。

 では、 日本語 を母語 としない児童生徒 に対 して、それ ぞれの母語 を維持 あるいは伸長す

るよ うな教育(以 下では母語教育 とす る)は ど うだろ うか。 これ もやは り母語である、ひ

4平 成10年 度 中学校 学習 指導 要領 http:〃nierdb .nier.go.jp/db/cofs/h 10j/chap2・9.htm

5文 部 科 学省 発表 「『学校 教育 にお け るJSLカ リキュ ラム の開発 につい て(最 終 報告)』 一

 小 学 校編 一の公表 につい て」http:〃www.mext.go.jp/a_menu/shotou/houdou/index.htm
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とつの言語 を普及 しようとす る行為だ と考 えられ る。ひ とりの児童 または生徒が母語教育

を受 け、母語を喪失せずに維持する、あるいは発展 させ るとい うことは、その言語の話者

をひ とり確保す る とい うことである。その意味で、母語教育 も言語普及 の側面をもつ とい

えるだろ う。

 さて、 この言語普及 とい う言語政策の受 け手は、言 うまで もなく、教育を うける児童生

徒である。 ここで児童生徒に普及 され る言語 を整理 してお くと、 日本語 を母語 とす る児童

生徒 には 日本語6と 外国語(現 在の初 中等教育ではたいていの場合英語である)、 日本語を母

語 としない児童生徒には 日本語 と母語が教育 を通 して普及 され ることが目指 され てい る。

もっ とも、母語教育は学校教育で保障 されてお らず(1.2.1参 照)、 日本語以外 を母語 とする

児童生徒に対 して政策 として普及 しよ うとしているのは 日本語だけであるとい う見方 もで

きる。 しか し、少 なくとも母語 を 「積極的に」喪失 させ よ うとす る政策や母語教育 を妨げ

る政策はないことか ら、消極的ではあるが母語 も普及の対象 であると考 える。

 つま り、言語を普及す ることを内容 とする、 日本の言語政策が 目標 としてい ることは、

日本語 を母語 とす る児童生徒 に対 しても、 日本語以外 を母語 とす る生徒 に対 して も 「二言

語(以 上7)を 普及す ること」であ り、その結果 「二言語(以 上)を 使 えるよ うになること」

である。 日本語 と他の言語の二言語を使用す るとい う意味でのバイ リンガル(二 言語使用

者)の 育成が、外 国語教育 と 日本語教育 ・母語教育 とい う言語政策の共通 目標であること

がわかる。バイ リンガル を育成す るとい う点で両者 は共通項を持つのである。

2.1.1.2バ イ リンガルを育成す るメ リッ ト

 それでは、なぜバイ リンガル を育成す る必要があるのだろ うか。バイ リンガル を育成す

ることは 日本に とって どの ようなメ リッ トがあるのだろ うか。 ここではまず、 「公共、民間

部門にはなくてはな らない、またはな くて もよい言語 関連 の支出があるとい うこと、その

支出が場合によってはある利益 を期待 して行われ るとい うこと」8を 念頭 に、言語によって

生 じるコス トについて考察 した、クルマス(1993)の 研 究を参考 にして考えてみたい。 ク

ルマスは外国語教育について以下のように述べてい る。

 学校での外 国語教育 はどこの国で もたいていは国家 が税金 を使って行 う事業であ り、

この税金 の大部分は教師の給料である。資金 と教育期 間は限 られているので、現在で

きることの中か ら選択 を しな くてはな らない。 この選択 には どのよ うなファクターが

働 くだろ うか。(中 略)長 期的にみれ ばある言語の経済性、す なわち(中 略)経 済的価

値 が重要である。(中 略)長 い 目で見てペイ しない学校教育に金 を出 し続 けることは ど

6国 語教育の範囲 となるので本論文では触れないが、国語教育 も言語普及を内容 とする言語

 政策である。
7英 語以外の外国語 を母語 とす る児童生徒 にとっては、英語 も加 わるので 「三言語使用」と

 なるが、以下では 「二言語使用」に統一す る。
8ク ルマス(1993:115)。
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んな国家経済でもできないのである9。

 つ ま り、 日本が税金 を使 って外国語教育、 日本語教育 ・母語教育を政策 として推進す る

のは、それが 日本に とっての経済的利益 とな るか らである、 とい うことになる。その利益

とは、例えば英語に関 しては次のよ うなことである。

 また、グローバル化 は、経済界 のみな らず個人 の様 々な営みにまで波及 し、個々人

が国際的 に流通す る商品やサー ビス、国際的な活動に触れ、参画す る機 会の増大がも

た らされてい るとともに、誰 もが世界において活躍できる可能性が広がっています。

 さらに、今 日のIT革 命の進展 により、 日常生活か ら経済活動に至るあらゆる活動が

知識 と情報 を原動力 として展開 され る知識社会に移行 しよ うとしてお り、知識や情報

を入手、理解 し、 さらに、発信、対話す る能力が強 く求め られています。

 このよ うな状況のなか、英語 は、母語 の異なる人々の間 をつな ぐ国際的共通語 とし

て最 も中心的な役割 を果た してお り、子 どもたちが21世 紀 を生 き抜 くためには、国際

的共通語 としての英語の コミュニケーシ ョン能力 を身 に付 けることが不可欠です。ま

た、 このことは、我 が国が世界 とつなが り、世界か ら理解 、信頼 され、国際的なプレ

ゼ ンスを高 め、一層発展 してい くためにも極 めて重要 な課題 です10。

つま り、 グローバル化の進展す る世界で 日本 がこれまでどお り、 もしくはこれまで以上に

国際的な経済競争で優位 に立つには、まず英語 を使 えるよ うにな らなければな らない、 と

い うことである。文部科学省 のこの方針が妥当か ど うかの判断は別 にして、文部科学省が

予算を組んで英語教育を推 し進 める根拠が 日本の経済的利益であることは、 この文面から

理解 できる。

 日本語教育については、文部科学省の 「学校教育におけるJSLカ リキュラムの開発 につ

いて(中 間ま とめ)」(2002年8.月)の 「は じめに」で、

外国人児童生徒の学校生活への適応 を図 る上で、 日本語指導が最 も重要 な課題である

ことは言 うまで もあ りません。

と述べ られているにす ぎず、経済的利益へ の具体的な言及はない。 しか し、前述のクルマ

スの考え方か らすれば、例えばこのJSLカ リキュラムが平成13年 度に1100万 円、平成14

年度に1400万 円の予算で開発 されたのは、それが長い 目で見れ ば 日本に 「ペイす る」と考

えられたか らである。JSLカ リキュラム開発 の 目的は 「外国人児童生徒 の速やかな 日本語

習得 と教科学習 の深化 を図る とともに、学校にお ける円滑な受入れ と適応指導の充実 を図

ること」11である と書かれている。これ はす なわち、外国人児童生徒 を早 く一般教室での授

9ク ル マ ス(1993:131) 。
Io文 部科 学省 「『英 語 が使 え る 日本 人』 の育 成 のた め の行動 計画 の策 定 につ い て」

 http:〃www. mext.go Jp!a_menu/shotou/houdou!index.htm
ll文 部科 学省 「学 校教 育 にお け るJSLカ リキ ュラム の開発 につい て(中 間 ま とめ)」
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業について行かせ ることができるよ うに し、「日本語教育」 とい うお金のかかる特別の措置

が必要な くなるよ うにす る、 とい うことである。現在進め られてい る公立学校での 日本語

教育には、 日本語教室 ・国際教室へ の教員加配の費用や教室運営上の費用な どの経費がか

かっている。2500万 円をかけて作 ったJSLカ リキュラムが機能すれ ば、これ らの経費を削

減す ることができるはずである。 また、JSLカ リキュラムが 日本語母語話者の児童生徒に

対 して 「ペイす る」、つま り有用なもの となる可能性 も考 えられよ う。

 一方、母語の保障が 日本で積極的な政策 として打ち出 されるに至っていないのは、母語

教育がこの ような経済的な利益 に結びつかないと考 えられているためだ ろ う。 しか し、例

えばFishmanは このよ うに述べている。

 公職 、経済界、軍務についている複数言語 を話す専門家 は一 ヵ国語 しか話 さない同

僚 よ り優秀であ り、各分野で能率よく働 き、よい業績を上げ る可能性 が大きい。彼 ら

はよ り多 くの人々 と会話 し、 よ り多 くの人々にサー ビス し、 よ り多 くの人々に 「物 を

売る」。要するに彼 らは大きい黒字なのである。彼 らの多言語性 は純益である12。

Fishmanは アメリカの英語/ス ペイ ン語の二言語教育 について述べているのだが、 この よ

うに考えれば、外国語 を母語 とす る児童生徒の母語 を維持 ・伸長す ることは、 日本 の国益

となる。母語教育に支出す る費用 も利益 となって返って くるのである。

 この よ うに、外国語教育や 日本語教育、母語教育を通 して言語普及を進め、バイ リンガ

ルを育てよ うとす ることは、 日本 の経済的利益につなが るものである。 その ことは確認 し

ておかなければな らないが、 しか し当然 のことなが ら、バイ リンガルを育成す ることのメ

リッ トは、 このよ うな経済的な側 面にかかわることだけではない。 中島(2001:194-197)

は、1920年 代か ら1960年 代までは、知能の遅れ、学業不振、情緒不安定な どと結びつけ

られた 「バイ リンガル否定論」が横行 していたが、ピール とランバー トが1962年 にカナダ

のモン トリオールで、モ ノ リンガル とバイ リンガルの児童生徒に対 して ことば と知的発達

との関係 を探 る調査を行い、その結果バイ リンガル児 に有利 な結果が得 られた ことが 「バ

イ リンガルプラス説」(プラス面の方が大 きい とい うこと)の 契機 となった、と述べている。

そ して、 「現在 では、両言語 とも高度に伸びた場合 、つま り、バ ランス ・バイ リンガル は、

知的発達で損失が見 られないばか りか、知力、認知力の発達のある面で有利であるとい う

説が一般的になっている」としている。中島(2001:198・203)は バイ リンガル に育つ こと

のメ リッ トとして、研究例 をもとに以下の四点 を挙げている。

(1) バイ リンガル は思考の柔軟性がある

(2) 言語 に対す る理解、言語分析 に優れる

(3) 相手のコミュニケーシ ョン ・ニーズに、よ り敏感である

 http:〃www. mext.goJplb_menu/houdou/14/08/020823b.htm

l2 Fishman(1985:7)。 訳 は ク ル マ ス(1993:130)に よ る 。
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(4) 言語による人種偏見を取 り除 く

これ らはいずれ も直接的には個人 の能力 を形成す るもので、前述 した、二言語普及が社会

に与える経済的 メ リッ トに対 して、個人 に与えるメ リッ トだ といえる。 しか し、これ は個

人的な影響に留ま るものではない。 このよ うな能力 ・資質を備えた人材 は、 日本社会にさ

まざまな利益 をもた らす人的資源 である といえ、間接的には社会全体のメ リッ トになる。

特に(4)に ついては、個人が異なる言語の受容や柔軟性を持つことこそが社会の寛容性に

つながるとい う意 味で、社会に与 える影響は大 きい。なお、中島の議論 は 「両言語 とも高

度に伸びた場合」のバイ リンガル の児童生徒 を想定 して進 め られてい るため、 日本の現在

の言語政策で育つバイ リンガルの児童生徒の全員が これ らの能力 ・資質を備 えてい るとは

い えないが、バイ リンガルの育成、すなわ ち二言語 の普及 がもた らすメ リッ トとして指摘

す ることはできるだろ う。

2.1.2 言語選択 ・言語使用の側面か ら

2.1.2.1言 語権

 次に問題 に したいのは、言語選択 ・言語使用を内容 とす る言語政策に注 目した場合、外

国語教育 と日本語教育 ・母語教育は どのよ うな関係 にあるか、 とい うことである。言語の

選択 ・使用 にかかわる言語政策 とは、Phillip son&Skutnabb-Kangas(1995:41)の 定義にも

あるよ うに、「ある政治的組織の中での、言語の権利や言語へのアクセスに関す る決定、な

らび にある言語 ・言語変種の役割や機能に関す る決定」を指 し、またそれを実行 してい く

ことである。 より具体的には、一国の公用語の選択、授業の媒体 となる言語 の選択 、外国

語教育で設置す る語種 の決定、市役所な ど公的な機関で使用する言語 の選定 な どを挙げる

ことができる。 日本語以外 の言語 を母語 とす る児童生徒 に対 して 日本語教育 を施す とい う

ことは、す なわちその児童生徒の使用言語のひ とつ として 日本語 を選ぶ とい うことである。

母語教育を行 うとい うことは、使用言語のひ とつ として母語 を選択す るとい うことであ り、

逆に母語教育を しない とい うことは、母語 を使用言語に選ばない とい うことである。また、

外国語教育 に英語 を選ぶことも、言語選択を内容 とする言語政策 とい うことになる。

 このよ うな言語 の選択 ・使 用を内容 とす る言語政策 にも、その政策 によって社会 をどの

よ うに したいのか、 とい うね らいがあるはずである。Philhpson&Skutnabb・Kangasの 定

義にもある 「言語への権利(rights to language)」(以 下では言語権 とす る)と い う面か らこ

の点について考えてみたい。

 言語権 とは、「とりわけ1990年 代に入 ってか ら」「関心が世界各地で高まってきた」概念

である13。言語権研究会(1999:10)は 言語権 を 「人 間の平等 とい う概念 を言語的側面 に

適用 し、(中 略)言 語差別 を差別 として可視化 し、是正 しよ うとす る試み」だ としてい る。

これ は、 「特定の言語 を学び、また使 うこと自体」 を 「人権 として意識」す ることである。

13言 語権 研 究会(1999:7) 。
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つま り言語権 とは、ある言語 の使用者であることを根拠 に して差別 されない権利 とい うこ

とにな る。言語を根拠 とする差別の禁止は 「世界人権宣言」 にも明記 されている14。

 言語差別 とは、人種を根拠 に した人種差別や性に基づ く性差別に対応 して、スク トナブ=

カンガスが提唱 した概念で、Skutnabb・Kangas(1988:13、 言語権研究会(1999:8)に

よる)に よれば 「言語(母 語)に よって区別 される集団の間に存在す る(物 質的および非

物質的)権 力や資源の不平等な分配を正当化 し、生起 させ、また再生産す るために用い ら

れ るイデオ ロギーおよび構造」である。 このよ うに、異言語話者間 には言語 を根拠 とした

社会的不平等が生 じていることを指摘 し、言語権を人権のひ とつ として認識す ることでそ

れ を解消 しよ うとす るのが、言語権の考え方である。

 言語権が指す具体的な内容は、第一 に 「自集団の言語 と自己同一化 し、 これ を学校 にお

いて習得 し、また公共機関で使用す る権利」、第二に 「当該地域 の公用語 を学習す る権利」

15である。これ らは1996年 に世界言語権会議が採択 した 「世界言語権宣言」の 「第1篇 一

般原則」で以下の ように示 されてい る(言 語権研究会(1999:170・171))。

第8条

1 すべての言語共同体は、自らの言語 をあらゆる社会的機能 において使用 させ るた

  めに、その独 自の資源 を組織化 し、これ を運営す る権利 を有す る。

2 すべての言語共同体は、 自らの言語 の伝承 とその連続性 を保証す るために必要な

  手段 を講ずる権利 を有する。

第12条

1 あらゆる人は、 自らの言語がその居住す る地域に固有の言語である場合 、公的な

  領域 にお けるすべての活動 を当該の言語によって行 う権利 を有す る。

第13条

1 あらゆる人は、その居住す る地域に固有の言語 を知 る権利を有す る。

2 あ らゆる人は、複数の言語 を習得す る権利お よび 自らの個人的発展 または社会的

  移動性のために最 も有効な言語 を習得 し、これ を使用す る権利 を有する(以 下略)

なお、 「第2篇 言語 に関する一般的制度」では、公的機 関や教育の場な ど、具体的な場面

で一般原則が どのよ うに具体化 されるかについて定められてい る。

2.1.22 日本語力の不足が もた らす不利益

 では、 この 「言語権」を 日本の状況 にあてはめて考 える。 日本 では 「単一民族 ・単一言

14「 第2条 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語 、宗教、政治上その他の意見、

 国民的若 しくは社会的出身、財産、門地その他の地位 又はこれに類するいかなる事由に

 よる差別 をも受けることなく、この宣言 に掲げるすべての権利 と自由とを享有す ること

 ができる。」(日 本政府仮訳、言語権研究会(1999:146)に よる。)
15言 語権研究会(1999:10) 。
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語」社会 の神話 のもとに、 日本語 と他の言語 との接触があたか も存在 しないかのよ うに思

われてきた。先住民族 であるアイヌや最大の外国人集団である在 日韓国 ・朝鮮人な ど、 日

本語以外の言語を使用する(ま たは 「そのよ うな言語 と自己同一化する」16)集 団に対 して

その言語 を抑圧す るような政策を とっていた ことは徐 々に教育の場 な どで触れ られ るよ う

になってきた17が、その結果、それ らの集団は 日本語を支障なく使 うことができるようにな

ったのだか ら、現在は問題がない と理解 され ることが多いよ うである18。そ して、0.や1.

で見た現状か らは、イン ドシナか らの難民、留学生、 日系人労働者 な ど日本語以外の多種

多様 な言語 の話者 を受け入れ るよ うになってか らも、 日本語社会への同化が当然 とする姿

勢は崩れ ていないことが うかがえる。また 日本語教育 も、特に子 どもを対象 に した教授法

や教材の開発の遅れ、教員養成の遅れな どをは じめ、十分な成果 を上 げてい るとはいえな

い状況である。このように見てい くと、日本では言語権が全 く保障 されていない といえる。

 では、 このままで よいのだろ うか。 日本では言語権 を保障す る必要 はないのだろ うか。

ここで二つの疑問を提示 し、それに回答を試み ることで、言語権の考 え方が 日本に与える

方向性について考 えてみたい。一つ 目の疑問は、 日本に住んでい るのだか ら日本語 が理解

できない ことで不利益を被 るのは しかたがないのか、 とい う疑問である。例 えば居住 して

いる市に同 じだけの税金 を払 っていなが ら、親が 日本語 を理解 しないために子 どもに予防

接種 を受 け させ られない、な どとい うケースは どうだろ うか。 また、学校で 日本語 を母語

としない児童生徒が被 る不利益には どの ような ものがあるのだろ うか。そ してそれ はその

ままに してよい ことなのだろ うか。二つ 目は、 日本語が支障な く使 えれ ば問題が解決する

のか、 とい うことである。 それではなぜ 、 日本語で育ってい る在 日韓国 ・朝鮮人の子 ども

たちは今なお、朝鮮語で教育を行 う朝鮮学校 に通っているのだ ろうか。

 一つ 目の疑問については、同 じ市の住 民であ り、市税 を払ってい る限 り、 日本語 を使 え

よ うと使 えまい と、同 じ内容の住民サー ビスを受け られ るようにすべきであろ う。例えば、

保 育園の入園案 内や就学援助 を受ける手続 きな どは、制度 として設 けてお くだけでなく、

必要 としてい る人 に届 くよ うに提供 され るべ きである。そのために 日本語以外での提供が

必要 なら、それ に対応す ることが税金 を使 って制度 を運営 してい る側 の責任 ではないだろ

うか。実際、 この問題への取 り組み は地方 自治体 によって進め られてお り、例 えば藤沢市

では、健康診断 ・予防注射案 内、母子手帳交付、保育園の入園手続案内、給食費の支払に

っいて、就学援助 申込書 ・手続案 内などについて、英語、スペイ ン語 、ポル トガル語な ど

多言語で印刷物を作成 ・配布 している19。

16言 語権 研 究会(1999:11) 。
17例 えば、東 京学 習 出版社 『資料 現 代社 会』2001で は 「ア イヌ差 別 問題 」 と して アイ ヌ

 語 の危機 につ いて触 れ てい る。
18日 本 で継 承語 教 育 とい う分 野 につ いて言 われ る よ うにな っ たの は ご く最 近 の こ とであ る。

 「母 語 ・継 承語 ・バ イ リンガル教 育研 究会 」 は2003年8月 に設 立 され た。
192002年 度 か なが わ 自治体 の国際 政策研 究 会年 次報 告 書 『サ ラ ダボ ウル10』

 http:〃www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokusai!seisaku/salad 10.pdf
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 では次に、学校 で言語 がネ ックになって不利益 を受けるとい う問題 を考 えてみたい。公

立学校は各市区町村 によって設置 されてお り、各教育委員会の意向が市区町村 レベル の教

育政策 となって展開 される場である。子 どもの 「教育を受 ける権利」 を 「同 じサー ビスを

受 けられ ること」 と考えれば、前述 した多言語住民サー ビスに対応す るような対策がある

べきだろ う。逆に、対策を とらなければ子 どもの 「教育を受ける権利」を保障 してい ると

はいえまい。

 ここでは、 日本語 を母語 としない ことが理 由となって学校 で起 きる不利益を順 に指摘 し

なが ら、 「教育を受ける権利」 を保障す るには どの ような対策が必要かを検討 してい く。ま

ず、言語だけの問題 とはいえないが、就学に関 して見てみ る。 日本国憲法第26条 は教育に

関 して 「①すべて国民は、法律の定めるところによ り、その能力に応 じて、ひ としく教育

を受ける権利 を有す る。②すべて国民は、法律の定 めるところにより、その保護す る子女

に普通教育を受 けさせ る義務 を負 う。義務教育は、 これ を無償 とす る。」 と規定 してい る。

憲法で定 めた、教育 を受 ける権利 お よび義務が外国人にも及ぶか ど うかは学説によ り解釈

が異なるが、太 田(2000:141)に よれば、「教育行政 を管轄す る文部科学省 は、「憲法のい

う 「国民」 とは、 「日本国民」を さす とい う立場を とっている」 とい うことである20。文部

科学省 はこれ について、外国人 に 日本の初等教育を強制的に受 けさせ ることは しない とい

う説 明をしているよ うである(太 田(2000:145))。 しか し、政府 が 「国際人権規約A規 約」

21や 「児童の権利に関する条約(子 どもの権利条約)」22を 批准 していることを考 えれば、実

質的にはすべての子 どもが 「教育を受ける権利」 を持 っていると考 えるのが妥当だろ う。

1991年 の文部省通知23に基づいて、現在は外国人登録 をしている就学年齢の子 どもの親に

「就学案内」が送付 され、外国籍 の児童生徒を公立学校 に受 け入れ ることが広 く実施 され

ている。 ただ し、一度就学 して も言語の問題 か ら不登校 にな り、結局退学 して しま うとい

うケースや、帰国 を前提にす る場合、帰国後は 日本 での学習歴がカ ウン トされずに もとの

学年 に編入 しな くてはならない ことか ら日本では就学 しない とい うケースがあ り、外国人

の集住地域では不就学 の児童生徒がかな りの数 に上る と報告 されてい る。集住地域の代表

格 である静岡県浜松市では、住民登録 した就学年齢(六 歳 か ら十五歳)の 外国籍の子 ども

1712人 の うち、いずれの学校にも通わない不就学の児童 ・生徒 は271人 で、全体の16%

に上 る24。就学 しないことを 「選 んでい る」 とはい え、子 どもか ら見れ ば 「教育を受ける権

20太 田(2000:139・164)が 詳 細 に検 討 して い る。
21外 務 省 ホー ムペ ー ジ http:〃www .mofa.go jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b _001.html
22ユ ニセ フホー ムペー ジ http:〃www .unicef.or.jp/kenri/joyaku.htm

231991年 に外相 間で交 わ され た 日韓 三世 協議 「覚 書 」を うけた もの で、韓 国人以 外 の外 国

 人 につ いて も同様 の取扱 い をす る こと と してい る。 「日本 国 に居住 す る大韓 民 国国 民の法

 的地 位及 び待 遇 に関す る協 議 にお け る教 育 関係 事 項 の実施 につ いて」(1991年1月30日 、

 文部 省初 等 中等教 育局長 通 知) http:〃www5d.biglobe.ne jp1～mingakko/cf 91130.htm1
24毎 日新 聞(静 岡版)2003年11月26日 「[日系ブ ラジル人 の 素顔]ブ ィブ ェル エ ン ハ

 マ 第2部 労働/1」 。
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利」が保 障 され ていないことに変わ りはない。

 次に考 えたいのは、仮 に就学の機会は保障 しているとしても、それ だけでは子 どもの 「教

育を受 ける権利」を保障 したことにはならない とい うことである。 「子 どもの権利条約」の

定める 「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度 まで発達

させ ること」(第29条1項)に も十分な配慮が必要だろ う。だ とすれ ば、 日本語を理解 し

ない児童生徒に対 して何の措置 も講 じず 、一般 の転入 と同 じよ うに各学年 の学級 に編入す

ることは、配慮 に欠 け、上記の29条 に対 して努力を していないことになる。だか ら文部科

学省は 「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関す る調査」 を行い、給与

を国庫で負担 して 日本語指導等に対応す る教員 の加配を行ってい るし、神奈川県は 日本語

指導を行 う国際教室を、藤沢市は 日本語指導教室を設置 している。

 では、就学の機会を保障 し日本語 を身につ けさせれ ば、「児童の人格、才能並びに精神的

及び身体的な能力 をその可能な最大限度 まで発達 させ ること」ができるのだ ろ うか。 日系

人労働者 の受け入れが活発 になってか ら十年以上が経 った今 、教育現場では、一見 日本語

に不 自由 しない子 どもの学力が大 きな問題 になっている。例 えば、筆者 が関わってきた神

奈川県藤沢市立湘南台小学校の 日本語指導教室に在籍 している三年生か ら六年生までの児

童十九名 の うち、九九(二 年生の学習範囲)を ほぼ確実に使 える児童は十名 ほどに留まる。

一般の学級では九九に不安 のある児童は四分の一 ほどであることと比較す ると
、相当多く

なってい る。九九ができない児童のほ とん どは 日常的な 日本語会話 に全 く不 自由せず 、 日

本での学習経験 も長い。一方で、母語 であるスペイン語やポル トガル語 による学校教育の

経験はほとん どな く、家庭で使用 しているとはい え、 日本語 のほ うが優勢である といって

よい状態 である。

 この現象 は、Skutnabb・Kangas&Tbukomaa(1976、 べ一カー(1996:20)に よる)が提

唱 した 「表 面的 な流暢 さ と言語 能 力 の うち学 力 と結 びつ いて い る面 との違 い」、 また

Cummins(1984、 ベーカー(1996:20)に よる)のBICS(basic interpersonal communicative

skills;伝達言語能力)とCALP(cognitive/academic language proficiency;学 習言語能力)と

い う仮説 によって説明できる。BICSが コンテ クス トの助け と支 えがある場合 に働 く力であ

るのに対 して、CALPは コンテ クス トの支 えがない場面で働 くとされている。具体的 にい

えば、BICSは 相手 と直接向かい合い、非言語的な助 けもある日常的な会話の中で働 くもの

であ り、CALPは 学業的な場面で働 くものである。 BICSは 二年か ら三年 とい う比較的短期

間で習得できるが、CALPの 習得 には五年か ら七年、あるいはそれ以上かか るとされてい

る25。つま り、九九ができない子 どもたちのCALPは 十分 に発達 していない と考え られ る。

 Skutnabb-Kangas(1981:53、 太 田(2001:57)に よる)は、下の図4の ようなすいれん

の花のた とえを用いて、母語 と第 二言語 が ともに十分には発達 できない状態を説明 してい

る。Aは 母語 をモ ノリンガル として十分に習得 している状態を示 し、 Bは 母語、第二言語

25べ 一 カ ー(1996:20)
。
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ともに十分な発達を遂 げたバイ リンガル を示 してい る。 この二つのモデルは、少 なくとも

一つの言語 を自分の言語 として獲得 していることを表 している
。それ に対 してCは 、母語

と第二言語の発達が ともに不十分であることを示 している。 九九ができない子 どもた ちの

ケースは下の図のCに あた り、 日本語 を完壁な発音 とイン トネーシ ョンで話す ことはでき

る(表 面に浮かぶ美 しい花)が 、母語の十分な発達がないままに 日本語だけで教育 を受け

ているので、母語 の発達が阻害 され る(母 語の根が断たれ る)こ とを表 してい る。その結

果、日本語 も根 を失い、思考 した り学習 した りす る言語能力にな らないことを示 してい る26。

つま り、 日本語のCALPが 育たないのは母語が確立 していないためであるとい うわけであ

る。

A母 語が確立している
 モノリンガル

._.

}

B母 語が確立している
 バイリンガル

C母 語の確立が不十分な
 バイリンガル

 図4 すいれんの花のたとえを用いたバイリンガルモデル27

 BICS/CALPや すいれんの花のた とえは仮説であ り、これ らの議論 には限界 も指摘 され

てい る28。しか し少な くとも、表面的な流暢 さだけで言語を習得 した と判断 し、学習にはも

はや言語能力上の問題がない とい う理解 は誤 りであると指摘 した意義 は大きい。新 しく開

発 されたJSLカ リキュラムが 「日本語指導 と教科指導を統合 し、学習活動に参加するため

の力の育成 をめざ」29すとしているのも、このよ うな指摘 を踏 まえた ものであると考えられ

る。

 このよ うに、 日本語 を母語 としない児童生徒は、一見す ると問題がないほ どの 日本語能

力を備 えていて も、実は言語 がネ ック となって学力やその他の能力 を伸ばせ ない ことがあ

る。 それな らば、就学 の機会 を保 障 して 日本語教育 を行 うだけでなく、 さらに母語 の伸長

を図る対策 を講 じて、母語に よる教育を受けることで到達で きたはずの本来の能力にでき

る限 り近づけるとい うことが、「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力 をその可

26太 田(2000:181・182) 。

27図 は 太 田(2001:57)に よ る 。

28例 え ば
、 ベ ー カ ー(1996:21-22)。

29文 部 科 学 省 「学 校 教 育 に お け るJSLIカ リ キ ュ ラ ム の 開 発 に つ い て(中 間 ま と め)」 「1 .

 JSLカ リ キ ュ ラ ム の 基 本 構 想 」(2002年8月)

 http:〃www.mext.go.jp/b_menu/houdou!14/081020823b.htm#b・1
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能な最大限度 まで発達 させ ること」30ではないだろ うか。言語がネ ックになって学校で受け

る不利益を放置す ることは、子 どもの 「教育 を受ける権利」に抵触することなので、不利

益は改善 されな けれ ばな らない。 日本語 を母語 とす る児童生徒が達成できるレベル と同 じ

レベルに到達できるよ うな措置を講 じることこそが、平等な教育 といえるのではないか。

2.1.2.3 日本語の習得が解決 しない問題

 それでは次 に、 日本での言語権 をめ ぐる第 二の疑問 「支障な く日本語 が使 えることが問

題 を解決するのか」 とい うことについて考えてみたい。言語権の具体的な内容 である二つ

の権利の うち、「自集団の言語 と自己同一化 し、 これを学校 において習得 し、また公共機関

で使用す る権利」を 日本で保障す る必要 について、なぜ 日本語に不 自由 しない在 日韓国 ・

朝鮮人の子 どもたちの二割弱が、わ ざわ ざ朝鮮学校 で朝鮮語による教育 を受 けているのか、

とい う例を用 いて論 じる。

 在 日韓国 ・朝鮮人 の三世か ら五世である子 どもたちの多 くは母語が 日本語である。 した

がって、ほ とん どの場合 「支障な く日本語が使 える」 のだか ら日本で暮 らしてい くのに何

も問題はないはずだ、 日本語ができない ことによって受ける不利益 はもはや ないのだか ら、

わざわざ言語権な どとい う概念を持ち出さなくてもよい し、その保障な どしな くてもよい、

とい う考え方が現在 の 日本 では強い。 そもそ も言語権 について考え られるこ と自体が少 な

いのではないか。 それ は、 日本語 を母語 としない児童生徒の母語教育がほ とん どの場合教

育政策になっていない ことや、主に大阪府 で開かれてい る 「民族学級」31の講師の待遇に制

度的な保障がない ことな どからもうかがえることである。言語権の保障の必要性 を感 じな

いのは、言語 を理由 とす る差別が実際に起 きているとい うことを認識できていないからで

ある。言語権研究会(1999:9)は 言語差別が認識 され ない理 由を二つ挙げている。一つは、

「その差別がま さに言語 に関わっているとい う事実に由来す る。(中 略)人 種や性な どが一

般的には転換で きないの と異な り、言語 については複数の言語 を習得す るこ とができ、ま

た 日常生活や職業生活 において別 の言語 に 「乗 り換え」 ることも原理的には可能である」

か らである。 もう一つの理由は、「近代において言語的 「乗 り換え」が積極的に奨励 され て

きたため、言語差別 が問題化 されて こなかった」か らである。同書は続けて次のよ うに述

べている。

近代の国民国家 においては、国民国家の同質的統合 とい う大義名分 のもとに、支配的

な言語が公用語 として推進 され、それ以外の言語の使用は社会的に制限 されていった。

そのよ うな相対的に少数の、または力の弱い言語(こ のよ うな言語 のことをここでは

便宜的 に 「少数言語」 とよぶ ことにす る)の 話者た ちがよ り優勢な言語 に乗 り換 えて

30「 子 どもの権 利条 約 」ユ ニセ フホー ムペ ー ジ http:〃www .unicef.or.jp/kenri/joyaku.htm

31高(1996:121-153)参 照。 民族 学級 は 日本 の公 立学 校 内 に課 外 の活動 と して設 け られ

 てい るク ラスで 、韓 国 ・朝 鮮 人児 童生徒 だ けを対象 に してい る。週 に一 、 二時 間朝 鮮語

 や 朝鮮 の歴 史 ・文化 な どを学 んだ り、 朝鮮 の伝 統 的 な遊び を した りす る。 大阪 府 下の小

 中学校 には80あ ま りの 民族学 級 が あ り、数 千名 が所属 して い る。
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い く(こ とを余儀な くされ る)現 象 は 自然 な 「同化」 とされ、 とりたてて問題に され

ることは少なかった。それ どころか、この よ うな現象は社会の近代化 に伴 う必然的な

過程であ り、「進歩」であるとさえ捉 えられてきたのである(言 語権研究会(1999:9・10))。

在 日韓国 ・朝鮮人 に即 してい えば、世代が進むにつれて母語が朝鮮語か ら日本語に 「乗 り

換 え」 られた とい う事実、またそれは 日本での永住 に伴 う当然の 「同化」だ と考 えられて

いるために、問題 はない とされてい る。

 では、 どこに差別があるのだろ うか。それを知 るには、在 日韓 国 ・朝鮮人の一部の子 ど

もたちが通 う朝鮮学校の教育を考 えてみる とよい。 日本 にある外 国人学校(イ ンターナ シ

ョナルスクールを含む)128校 の うち、朝鮮学校は93校 で、1万5800人 あま りが在籍 し

ている(1998年)32。 朝鮮学校に通 う児童生徒は、在 日韓国 ・朝鮮人の子 どもたち全体か

ら見ると二割 に満 たない。しか し、日本語に不 自由 しない児童生徒 が1万5000人 以上 も朝

鮮語 で授業の行われ る朝鮮学校 に通 っているとい う事実は、 日本語 がで きれ ば言語の問題

はすべて解決す るとい う認識が間違 ってい るこ とを示 している。

 朝鮮学校で教育を受けた経験を持つ徐(2000:5・6)は 、† ・全(1988:178-179、 徐(2000)

による)を もとに しなが ら、朝鮮学校 の現在の教育 目的について次の ようにまとめてい る。

すなわち、第一の 目的は、 「朝鮮人であることを誇 りに持つ人材 の育成」である。 「多 くの

生徒が 日本で生まれ、 日本で育ってゆ くなかで朝鮮人 としての誇 りをもち、生 きてゆくこ

とは大変難 しい課題である。(中略)そ のよ うな中で、朝鮮学校 は朝鮮人 としての誇 りをもつ

人材の育成のために、言語教育や文化教育を熱心に推 し進 めている」 とのことである。第

二の 目的は、「豊かな知識 と能力を備 えた人材 の育成」である。 「朝鮮人 としての 自覚の育

成」に加 えて、「おそ らく、今後多 くの学生は 日本 を拠点 として生きてゆ くのであるか ら、

日本社会で 自活 して生 きてゆくためにも知識 と能力 を育てることは必要 である」 との理由

か ら、学問やスポーツ、その他の活動も重ん じている とい うことである。第二の目的 は学

校教育そのものの 目的でもあるため、朝鮮学校独 自の目的は第一の 目的 とい うことにな る。

筆者が見学 に行 った神奈川朝鮮初 中高級学校の教育 目的に も 「国際人 として認 められ るた

めには、民族のアイデ ンティティを確 立 して、母国語 をは じめ自分 の民族 の文化 に精通 し

ていなければな りません」33と、民族のアイデ ンティティの確立が朝鮮学校での教育の 目的

であることが明記 されてい る。

 つま り、言語 に しぼって考 えれ ば、朝鮮語ができない と民族のアイデンテ ィティが確立

できず、朝鮮人 として誇 りを持って生きてい くことが難 しい、 とい う主張である。アイデ

ンテ ィティの形成 については本論の範囲を超えるので論 じないが、少な くとも次のよ うな

ことはいえるだろ う。すなわち、朝鮮学校 を卒業 した親が 自分の子 どもも朝鮮学校に通わ

32外 国 人学 校 の校数 は 、各種 学校 と して認 可 され てい るものだ け とす るか 、私塾 扱 いの学

 校 も含 め るかで異 な る。 こ こで は毎 日新 聞記 事(1999年7月9日)に よる。
33神 奈川 朝 鮮 初 中高級 学校 ホー ムペ ー ジhttp:〃www .pekdu.ac.jp/
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せ るケースが多いのは、た とえ 日本社会で生きてい くうえで朝鮮語 を使 う機 会は少な くて

も、朝鮮学校時代に朝鮮語 を使 えるよ うになった ことが、 自分に とってプラスになったと

考えているか らだ とい うことである。 また、朝鮮学校 に通わなかった在 日韓国 ・朝鮮人の

なかにも、朝鮮語の習得を 目指 して朝鮮語 を外国語科 目として選択 した り、 自主的に学ん

だ りす る者がいる。つま り、 日本 での生活 に必要な 日本語 だけではなく、使 う、使わない

に関わ らず、朝鮮語 を習得 したい とい う欲求があるとい うことである。

 自分のルーツに関わる言語の習得は 自己探求や 自己実現のひ とつ と考え られ る。 これ ら

が児童生徒の成長の過程でいかに大事に されね ばな らない ことかは、 日本の学習指導要領

を見ても明 らかである。

 学校 における道徳教育は,生 徒が 自己探求 と自己実現 に努 め国家 ・社会 の一員 とし

ての 自覚 に基づ き行為 しうる発達段階にあることを考慮 し人間 としての在 り方生 き方

に関す る教育を学校 の教育活動全体を通 じて行 うことによ り,そ の充実を図るもの と

し,各 教科に属する科 目,特 別活動及 び総合的 な学習の時間のそれぞれの特質 に応 じ

て適切な指導を行わなけれ ばな らない。(平 成10年 度高等学校学習指導要領 「第1章

総則 第1款 教育課程編成 の一般方針」 より)

 このよ うに教育の目的 を考 えて くる と、 日本人の親が 自分の子 どもに、また 日本政府 が

日本人の児童生徒 に教育 を通 して願 うことと、朝鮮学校に子 どもを通わせ る在 日韓国 ・朝

鮮人 の親が願 うことは、根本的 に同 じであることがわかる。そ して、朝鮮学校 を選択す る

親 は、 日本 の学校 ではそれが実現できない と判断 したために、子 どもを朝鮮学校に通わせ

ることに したのである。それ はつま り、 日本語 さえで きれ ば 日本 に住むのには困 らないの

だか ら、母語や継承語 にわ ざわ ざ配慮す る必要はない とす る考え方が誤 りであることを示

してい る。母語や継承語にアクセスす る機会がない状態 では、上 に述べた ような教育の 目

的が果たせないのである。生まれ た家庭 の言語 がたまたま現地 の支配言語でなかった こと

を理 由として教育の 目的が達成できない とすれ ば、 これ は言語 による重大な差別 だ といえ

るのではないか。

 ここまで、言語の選択 ・使用 を内容 とす る言語政策 について、 日本 にも言語による差別

は歴然 として存在 している とい うことを、学校場面を中心に述べてきた。 この ような差別

がある以上、これ を可視化 し、是正す るために言語権の保障 を 日本 でも考える必要がある

だろ う。 と りわけ、ほ とん ど問題 とされて こなかった 「自集団の言語 と自己同一化 し、こ

れを学校において習得 し、また公共機 関で使用する権利」を早急に検討す る必要がある。

具体的 には学校教育の場で 日本語教育一辺倒か ら脱却 し、母語 ・継承語教育の保障を推進

しなけれ ばな らない。

 ここでは、 日本語を母語 としない少数者集団や 日本語 とは別 の言語を継承す る少数者集

団の言語権 を考 えてきた。 しか し、言語権 は少数者集団に対する積極的是正措置(ア ファ
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一マテ ィブ ・アクシ ョン)と い う意味以上のものを持つ。それ は、少数者集団の言語権 を

考 えることは、多数者側 の態度や社会のあ り方 を問 うことになるか らである。そ もそ も、

ここで挙げたよ うな 「不利益」は多数派の社会が作 り出 した ものである。 日本 の学校での

授業言語がほぼ 日本語のみであることも、スペイ ン語やポル トガル語や朝鮮語 はほ とん ど

の場合高校受験の科 目となっていないために高校進学 には 日本語 での入試 を突破できるだ

けの 日本語力が不可欠 であることも、 日本の学校では英語以外の外国語がほ とん ど勉強で

きないことも、みな 日本語 を母語 とす る多数者側が作ったシステムである。 これ らのシス

テムは 日本語母語話者 を対象 とす ることが前提 となってお り、そ うではない人々がこのシ

ステムか らは じき出され、「不利益」を被ることになってい る。 しか し、多数者側の行動 に

よっては、現在の 「不利益」を不利益 としない こともできる。つ ま り、不利益にな らない

ようなシステムに修正すればよい とい うことである。

 少数者 に対す る配慮は多数者側 にも利益 となる。例 えば、ろ う者の学生のためにゆっく

り話 した り工夫 を凝 らした教材を用意 した りす るよ うにす ると、ほかの聴者 の学生にもわ

か りやすい34。また、選挙の際投票所に車椅子使用者のためにスロープを設けることは、車

椅子 を使用 しない老人にとって も段差を上が りやす くす るもの となる。 言語でいえば、少

数者集団の言語 に注 目す ることが国内の言語変種(方 言や若者 ことばなど)に も目を向け

ることにつなが り、方言の尊重や伝承、 日本語に対す る関心の増大な どに役立つだろ う。

また、すでに述べたよ うに、多様な言語の話 し手を育て る契機 とす るこ ともでき、その よ

うな能力を備 えた人材 は貴重な人的資源 となる。

 一見す ると、言語権は 日本語 を母語 とす る日本人には当てはま らない考 え方の よ うに思

える。 しか し実際には、「不利益」を作 り出 している多数者、 日本人側の言語 に関す る行動

こそが問題 にされているのである。例えば、小学校 の外国語活動は、英語である必要があ

るのか。クラスにブ ラジルか ら来た子がいれ ば、ポル トガル語のほ うがよいのではないか。

中華街の中にある小学校な らば中国語であるべきなのではないか。少数者集団の言語権 を

考 えることは出発点であ り、それは多数者側のあ り方を考 えるこ とに帰結す るのである。

その意味で、言語権は少数者側 と多数者側の双方に及ぶ考え方であるといえる。

 以上のよ うに、本節では 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育の三領域を

包括す ることが必要である理 由を、言語教育に関する問題 を中心に して述べた。 まず2.1.1

で、言語普及を内容 とす る言語政策 とい う観 点から、 日本語 を母語 としない少数者に対す

る言語教育 と、 日本語 を母語 とす る多数者 に対す る外 国語教育は、バイ リンガル とい う同

じ目標 を持 った言語政策であるとい うことを指摘 し、バイ リンガル の育成 が利益 につなが

ることを述べた。 同じ目標 の もとに 日本語教育 ・母語教育 と外国語教育が協力すれば、効

34木 村護郎氏の談話お よび独文学会 メー リングリス ト上で情報交換 された教育実践(2003

 年10月19日 に三瓶愼一氏から送信 された 「Re:[deutsch】 耳と口の不 自由な学生」)よ

 り。
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率 よくバイ リンガルを育成 でき、利益 を増やす ことができると考えられ る。また、2.1.2で

は言語選択 ・言語使用 を内容 とす る言語政策に注 目し、教育の場 で言語権が保障 され る必

要性を検討 した。少数者 の言語権 を考えることを通 して、多数者側の言語選択 ・言語使用

の再検討が促 され、外国語教育等へのフィー ドバ ックが期待で きよう。 このよ うに、言語

政策 とい う枠組みを用いる と、 日本語教育 ・母語教育 と外国語教育には強い関連があ るこ

とがわか り、関連性 を生か した包括的な教育政策の推進が重要である と結論づけることが

できる。

2.2 異文化間教育

 次に、異文化 間教育の枠組みの中で、 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教

育の三領域が包括 され るとい うことについて述べる。 まず、異文化間教育が どのよ うな性

格 をもった研究領域であるのかを明 らかにすることか ら始めたい。

22.1 日本における異文化間教育

2.2.1.1研 究領域 と学際性

 『新教育学大事典 第1巻 』(1990:134)に よれば、異文化間教育 とい うことばが 日本

で使われ るよ うになったのは、1981年1月 に異文化間教育学会が設立 されて以来のことで

ある。 これ は、異文化 間教育が比較的新 しい研究分野であることを示 してい る。異文化間

教育学会のホームペー ジには学会の趣 旨が次のよ うに記載 されている。

 本学会の趣 旨は、異質 な文化 の接触によって生ずる さまざまな教育の問題 を学問対

象 として取 り上げ、その研究を促進 しようとす るところにあ ります。異文化間の接触

によって生 じる問題の研究は、必ず しも新 しいことではあ りませ んが、近年、各分野

での国際化が進むにつれて、それ に伴って生 じるさまざまな問題 を、「異文化接触」「文

化摩擦」「異文化間研究」 といった概念 と方法の下に、学問的に取 り上げよ うとする傾

向がみ られます。教育に関す る分野で も、従来これを比較教育学や比較教育史研究 と

して、また心理学、社会学、文化人類学、言語学、国際関係論、文学な どでは、クロ

ス ・カルチュラル な研究 として行われてきま した。本学会は、これ らの分野やその他

の、特 に海外 ・帰国子女教育や国際教育をは じめとす るさま ざまな教育分野における、

この問題の研究に関心 を寄せ る人び との学際的な研 究ネ ッ トワー クとして、関連す る

諸問題 の学問的研究 を促進す るとともに、実践分野に貢献す ることを意図 して設 立さ

れま した35。

 異文化間にまたがる教育現象 は非常に多様 で、上記の学会設立趣 旨にもあるように、学

際的な研究が展開 されてきた。表1は 、佐藤(2003:18.19)の 整理によるこれまでの異文

35異 文 化 間 教 育 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ http:〃crie .u-gakugei.ac.jp/iesj/

41



化間教育研 究である。縦軸が対象、横軸が研究領域 ・方法 を示 し、各セル には研究のキー

ワー ドが記 されている。 さまざまな領域で多彩な研究が行われていることがわかる。 これ

らに共通す るのは、「二つ以上の異なる文化のはざまで展開する(あ るいはそ うした状況を

想定 した)人 間形成 ・教育にかかわる問題 とい う点」36であ り、換言すれ ば、この点を満た

したものはすべて異文化間教育研究 として成立することになるとい うこ とだろ う。 したが

って研究対象 も、 「上は政治や政策、権力関係にかかわるマ クロな レベルの問題 か ら、下は

個人のアイデンテ ィテ ィにかかわる ミクロな問題まで、また、理論的な問題 か ら実践的 ・

技術的な問題まで、実に多元的 ・多面的な内容 ・方法 に及ぶ諸問題 を含んでいる」37こ とに

なる。そのため、異文化間教育研 究において 「学際的協力はきわめて重要で」38あ り、逆に

そのよ うな協力 を促進す るための 「学際ネ ッ トワーク」 として 「異文化 間教育学会」が設

立 された ともいえよ う。 しか しその学際性のために、研究相互の体系化 、構造化は これま

で十分に試み られなかった ともいわれてお り39、今後は独 自の学問 としての異文化間教育学

を構築す ることが課題 となってい る。

異文化適応 アイデンティティ 異文化間コ ミュニ 言語教育 異文化理解教育 異文化間カウ 日本語教育 受け入れ制度 ・地域での受け入
ケーシ ョン ・第二言語習得 ・内容 ンセ リング 政策 れ

・バイリンガル教育 ・方法

海外の子ど ・適応 ・アイデンテ イ ・教師-生 徒関係 ・ESL ・日本人学校 ・不適応 ・学習言語とし ・帰国子女教育

も ・帰国児 テ ィ拡散 ての日本語教育
童生徒 ・特性 ・二重性 ・補習校 ・補習校 ・特別選抜

・国際学校

・帰 国子女教育
・国際理解教育

外国人児童 ・異文化逼応 ・否定的自己概念 ・教師一生徒関係 ・
.JSL

・日本語教室 ・不適応 ・日本語教育 ・受け入れ制度 ・識字

生徒 ・多元的アイデン ・子 ども同士の関係 ・母語保持 ・遙応指導 ・カ ウ ンセ ・学習言語とし ・進路保障

テ ィテイ ラ ー ての日本語教育
・国際理解教育

マイノ リ ・民族的差別 ・二重性 ・継承語 ・民族学校 ・民族教育 ・ボランティア

テ イ ・その対応 ・民族学校 ・日本の教育 ・進路保障 ・社会教育

・国際理解教育

留学生 ・異文化適応 ・友人関係 ・ピジン化 ・言語教育 ・カ ウ ンセ リ ・日本語教育 ・留学生の受け ・住民 としての

ング 入れ 留学生
,

・学 生との交 ・留学生同士の交流 ・交流教育 ・奨学金制度

流
青年海外協 ・異文化適応 ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ・技術援助 ・帰国後の就職

力隊 ンスタイル
・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ

ンス トラテジー

中国帰国 ・適応 ・二重性 ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ・社会教育 ・地域 、ボ ラ ・日本語教育 ・入管法 ・識字教育

者 ・日系労 ンスタイル ンティア

働者 ・同化 ・ノ ンバ ーバ ル コ ・地域づ くり参 ・識字 ・雇用構 造 ・ボランテ ィア
ぐユニ ケ ー シ ョ ン 加

外国人花嫁 ・適応 と同化 ・二重性 ・家庭内言語 ・社会教育 ・地域 、ボ ラ ・日本語教育 ・日本の社会構 ・識字教育

ンテイア 造
・子 どもの教育 ・識牢 ・日本の南北闇 ・多文化教育

表1異 文化間教育の対象と研究領域

 本論文で扱 う日本語教育 ・母語教育、外 国語教育な らびに国際理解教育の うち、 日本語

教育 と母語教育、国際理解教育はこの表に含 まれてい る。それ らはいずれ も、「二つ以上の

異な る文化 のは ざまで展開す る(あ るいはそ うした状況を想定 した)人 間形成 ・教 育にか

かわ る問題」 とい う条件 を満た している。残 る外国語教育はこの表の中に見 られないが、

言語が文化 のひ とつであることを考えれば、外国語教育 もこの条件 を満たす ことは明白で

ある。 なぜ この表 の中に外国語教育が示 されていないかは後述す ることにして、 ここでは

36江 淵(1997:14)
。

37江 淵(1997:15) 。

38江 淵(1997:15)。

39佐 藤(2003:13)
。
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日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育がいずれ も 「二つ以上の異なる文化 の

は ざまで展開す る(あ るいはそ うした状況 を想定 した)人 間形成 ・教育にかかわる問題」

とい う性格 を有 していることを指摘 しておきたい0

2.2.1.2異 文 化 間教 育の 定義 と課 題

 江 淵(1997:14)は 「異 文化 間教育 」 とい う用語 につ いて 、次 の よ うに述べ て い る。

異文化間教育 とい う日本語で重要なのは、「間」(inter-;in-between)の 一文字である。

この文字に異文化間教育研 究の基本的視座 が込め られているか らである。す なわち、

この文字は、二つ(あ るいはそれ以上)の 相異なる文化 の 「間」の 「相互(作 用)の

関係」の構造 ・過程 ・効果を明 らかに し、人間形成 に対す るその影響や意味を追求 し

ようとす る異文化間教育研究の主題 と研究視角 を表 しているのである。

 このよ うな見地か ら、江淵は、 「間」 を抜いた異文化教育 とは異 なるもの として、異文化

間教育を位置づけている。すなわち、異文化教育は 「異文化についての理解 を深める教育」

であ り、「異文化教育は、異文化間教育の一領域 として位置づ けるのが最 も妥当」40だ とし

てい る。

 上に挙 げた江淵の説明の後半部分 には、異文化間教育の主題 と研究視角 が述べ られてい

るが、これ に対応する形で異文化間教育の定義づけが行われている。すなわち、 「異文化間

教育 とは、異文化 との接触や交流を契機 として、あるいは異文化 との接触 と相互作用が恒

常的に存在す る構造的条件のもとで展開す る、人間形成 にかかわ る文化的過程ない し活動

である」41。 ここで重要なのは、 「過程」 と 「活動」の両方が異文化間教育に含まれ るとい

うことである。 これを江淵は、「相異な る二つの文化のはざまで展開す る人間形成の過程」

と、 「異文化 ・異民族 との接触 と相互作用の過程や結果に即 して、あるいは接触 ・相互作用

を想定 して、行 われ る教育的活動」42と説明 している。前者は事実 ・事象を科学的に解明す

る実証科学 としての性格を持 ってお り、後者は意図的 ・実践的教育活動の範疇ない し形態

とい う実践科学 としての性格 を帯びてい る43。

 本論が、 日本語教育 ・母語教育、外 国語教育、国際理解教育 を扱い、それが異文化間教

育 として進 め られてきた諸研究 と 「二つ以上の異な る文化のはざまで展 開す る(あ るいは

そ うした状況 を想 定 した)人 間形成 ・教育にかかわる問題 とい う点」で共通す るこ とはす

でに述べた。 これ らは上に挙げた江淵 の定義にも当てはま り、外 国語教育 を含めて、それ

ぞれが異文化間教 育の一領域 を構成す るものだ といえる。 また、それぞれ の領域 は実証科

学の面 と実践科学の面の両方 を備 えてい る。教授法や カ リキュラムの開発、 さらに教育制

40江 淵(1997

41江 淵(1997

42江 淵(1997

43江 淵(1997

15)0

16)。 初 出 は 江 淵(1993:14)。

16)0

18-19)a
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度改革のよ うな実践科学的研 究が進め られ ると同時 に、 これ らの教育の経験を通 してどの

よ うな人間形成が行われてい くのか、 とい う実証科学的な研究 も行われ 、それが再び実践

科学的研究に反映 され なければなるまい。江淵 はこれ を 「研究にお ける循環的相互作用過

程」 と呼んでいる44。

 その際、それぞれの領域 の教育実践が もた らした人間形成過程の研究結果が、その領域

の次の実践だ けに反映 され、循環す るのでは不足である。各領域の実践が影響 した人間形

成過程を検討す ることは もちろん必要だが、検討結果が同 じ領域の次の実践にだけでなく、

別の領域に生か され うることも十分考 えられ る。例 えば、国際理解教育で他国や他の文化

に対す る関心が促 され 、外国語学習への動機 となることな どはよ く起 こることだろ う。そ

の場合、国際理解教育で生まれた関心や意識 を生かす よう、外 国語の授業の進 めかた を変

えるとい うよ うな対応 が可能である0そ もそ も、活動 としての異文化間教育 には、「その基

本的指針ない し指導原理 として、国際協力の精神や資質、地球市民精神の育成 とい うよ う

な、国際化時代 の教育のあるべき姿についてのある種の理念や規範が含 まれている」45。だ

とすれば、異文化間教育の活動 は 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育 とい

った領域 ごとではな く、基本的指針に沿 って総合的に、つ ま り各領域が有機 的に結びつい

て進め られた ほうがね らいを達成 しやす く、望ま しいはずである。図5は 個々の領域内で

のみ異文化間教育の活動 と人間形成過程 の研究が循環 していることを示 している。 それに

対 して図6は 、大きな外円が異文化間教育の視点を表 し、各領域の教育活動 と人間形成過

程 の研究が領域の境界 を越 えて相互 に連 関 していることを示 している。す なわち、異文化

間教育の視点 を導入す ることによって、三領域を包括す ることができるのである。図6の

よ うな各領域の有機的な連関は、 「国際化時代の教育のあるべき姿」を追求す るうえで、有

効な手法 となるのではないだろ うか。

日本語

(外国

(国際

図5 各領域内での循環モデル 図6 各領域の有機的連関モデル

44江 淵(1997:19)参 照
。
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2.2.1.3異 文化間教育の対象(受 け手)

 佐藤i(2003:14)は 異文化間教育 を、「二つ以上の文化の狭間で生活す る人 を対象に して、

その人間形成や発達について、他者 との関係性 を通 して把握す ることと同時に、人間形成

や発達過程 をどのように組織 していくかを検討 してい くこと」と定義 してお り、対象 を 「二

つ以上の文化の狭間で生活す る人」としてい る。その うえで、佐藤(2003:18・19)に よる

前掲の表1に は、異文化間教育の対象 として帰国児童生徒や外国人児童生徒な ど、 日本 と

は異なる文化の中で集 中的に経験を積んだ子 どもや成人が挙げ られている。 しか し、帰国

児童生徒や外国人児童生徒 と生活を共に してい るとい うことや、マスメデ ィアや製 品、外

国語な どを通 した異文化 との接触があるとい う意味で、また将来海外での生活や外 国人 と

の協働 の機会があるか もしれない とい う意味で、帰国生で も外国籍で もない 日本の一般の

児童生徒 も異文化間教育の重要な受け手であるはず である。佐藤(2003:18・19)の 表 に一

般 の児童生徒 を対象 とした研究が見 られ ないのは、おそ らく、 このよ うな視点から見た、

多数者側 を主な対象 とした異文化間教育実践が少ないか らだろ うが、 こgこ とは 日本 の異

文化間教育研究に不足 している点 として、 もっ と強調 され てよいのではないだろ うか。

 一方で、江淵(1997:16・18)は 異文化間教育の対象 を次の三グループ としてい る。すな

わち、(1)移 民、在留民、難 民な ど、(2)多 民族国家の少数民族、(3)一 般の子 どもたち、

の三グループである。広い意味では大人 も異文化間教育の対象 とな るが、中心 となるのは

人間形成の途上にある青少年 であ り、特に本論文 は学校教育内での異文化間教育を扱 って

い るため、学齢期 にある青少年が対象 とい うことにな る。江淵の挙げた三グループは、す

べての青少年 を網羅 してお り、異文化間教育の対象は全員であることを示 している。

 ここで、本論文が問題 に してい る日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育が

誰 を対象 とした ものか確認 したい。 そ して、これ らの三領域 の活動 としての側面が、上述

したように有機 的に連関す ることで、すべての子 どもたちを対象 としたひ とつの異文化間

教育活動 となることを示す。

 まず 日本語教育 ・母語教育は、 日本語 を母語 としない児童生徒を対象 として想定 してい

る。それ に対 して、外国語教育で念頭 に置かれているのは、 日本語 を母語 とする生徒 であ

る。た しかに、外国語は平成10年 度 の学習指導要領か ら中学校 ・高等学校の生徒全員が履

修す る必修教科で、その対象には当然、 日本語 を母語 としない生徒 も含 まれ る。 しか し、

平成15年3月 に文部科学省 から出された 「「英語が使 える日本人」の育成のための行動計

画」の中に 「6.国語力の向上」が含まれていることか らも、外国語教育が 日本語母語話者 を

想定 していることがはっき りとわかる。この項 目の冒頭では、次のよ うに述べ られてい る。

英語の習得は母語である国語 の能力が大き くかかわるものであ り、英語 によるコ ミュ

ニケー ション能力の育成のためには、その基礎 として、国語 を適切に表現 し正確に理

45江 淵(1997:18・19) 。
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解す る能力を育成するとともに、伝 え合 う力 を高めることが必要である46。

また、国際理解教育は教科 としてではな く、現在は総合的な学習の時間の活動 として、ま

た以前は道徳、特別活動、社会、英語 などで取 り扱 われてきた47ので、小学校、中学校、高

等学校の児童生徒全員 を対象 としていると考 えられ る。

 国際理解教育 と外国語教育は全員 を対象 としているが、外国語教育で主 に想定 されてい

るのは 日本語母語話者 である。 日本語教育 ・母語教育は 日本語を母語 としない児童生徒 を

対象 としてい る。 日本語教育 ・母語教育 と外国語教育では想定 してい る対象が異な るが、

どちらも 「二つ以上の異な る文化のはざまで展開され る人間形成 ・教育」であることはす

でに指摘 した。前節で述べた とお り、異文化間教育の活動は各領域 が有機的に結びついて

「国際化時代 にあるべき教育の姿」を追求 してい くことが望 ま しい とすれば、日本語教育 ・

母語教育 と外国語教育はその扱 う内容の共通性か ら関連 を深 めることができる。すなわち、

自明のことではあるが、 日本語 を母語 とす る子 どもが第一言語 として学習す る言語 と、 日

本語以外を母語 とす る子 どもが二番 目以降の言語 として学習す る可能性 のある言語は同 じ

日本語であ り、逆に 日本語 を母語 とする子 どもの第二言語48と 、日本語以外を母語 とする子

どもの第一言語 は どちらも 日本語以外の言語である。 したがって、ある言語 を用いた授業

を考えてみると、その言語が第一言語なのか、第 二言語 なのか とい う違 いはあって も、同

じ言語 を使 って母語話者 と非母語話者の子 どもに対 して同時に教育を行 える可能性 がある。

モデル として、 日本語 を母語 とす る子 どもとスペイ ン語 を母語 とす る子 どもに対 して同時

に行 う教育を考えてみよ う。 スペイン語 を授業言語 とす る社会科の授業を構想す ると、ス

ペイン語を母語 とす る子 どもに とってそれ は母語 による教育であ り、社会科 を内容 とした

母語教育の意味を持つ。一方 、 日本語 を母語 とす る子 どもにとっては外国語に よる教育で

ある0第 一言語 で教育す る場合 と第二言語 で教育す る場合では教授法が異 なるため、母語

に特別の配慮が必要であることはい うまでもないが、例 えば社会科 とい う、言語の習得以

外の ところにその活動 の主たる 目的がある場合 には、 この よ うに して母語話者 と非母語話

者の両者を対象 とした活動が可能だろ う。 この例 は、母語教育であると同時に外国語教育

である。 この よ うにすれば、対象を限定せずに母語教育 と外国語教育 を融合 させ ることが

できる。 日本語教育が 日本語 を母語 としない子 どもたちに とっての外国語教育 と考 えれば、

日本語教育 と日本語母語話者 に対す る 日本語による教育 も全 く同 じよ うに一体化す ること

が可能だろ う。 この例 はあ くまで もモデルであ り、実際 に実施す るには さまざまな困難が

伴 う。 しか し、対象を限定せず とも授業が成立す ることを示すために、 このよ うなモデル

を提示 した。

 ここで、 日本語教育、母語教育、外国語教育の範囲について言及 しなければな らない。

46 「「英 語 が使 え る 日本人 」 の育成 の た めの行動 計 画」

 http:〃www.mext.gojplb_menu/houdou/15/03/030318a.htm批op
47藤 沢 市教 育文化 セ ンター(2000)に よる。
48第 三 言語 、第 四言語 で あ る こ とも考 え られ るが 、 こ こで は第 二言語 に統 一す る。
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上 に挙げた授業例 は社会科教育で、母語教育や外 国語教育、 日本語教育 にはあた らない と

い う見方 もあろ う。 しか しい くつかの例 を参照す る と、言語教育 を、ある言語の構造の学

習 に限 らず、その言語 を用いて教科活動等を行 うことをも含めて とらえ直す ことが最近の

傾向だ といってよさそ うである。例えば、 日本の外国語教育で最 も研 究や実践の蓄積があ

る英語教育では、文部科学省が平成14年 度か ら 「スーパー ・イングリッシュ ・ランゲ0ジ ・

ハイスクール」 を指定 して、一部の教科 を英語で行 う教育等 を推進 してい る。 また、国語

以外の多 くの教科 を英語 で教 える 「英語イマー ジ ョン教育」の試み も、静岡県沼津市 の加

藤学園暁秀初等学校 ・中学校 ・高等学校 をパイオニア として、京都市の聖母学院小学校で

も開始 され、群馬県太 田市では 「外国語教育特 区」 として、英語イマージ ョン教育を実施

す る私立の小中高一貫教育学校の開校準備 を進めている。一方 日本語教育でも、「学校教育

におけるJSLカ リキュラム」の特色は 「日本語指導 と教科指導 とを統合」49したことであ

るとされている。 これ らの例か ら、言語 を独 立の教科 として扱 うのではなく、他教科 を題

材 としなが ら言語を習得 してい く教育方法が模索 され ていることがわか り、上に挙げた例

でも、社会科 の授 業あるいは外国語 ・母語の授業 とい う二者択一を迫 られているわけでは

ない とい える。同様 に、国際理解教育を内容 とす る言語教育 も考え られ よ う。 これ は、総

合的な学習の時間の実践 としてふ さわ しい と考 えられ るが、社会科な どでも題材 として国

際理解教育にあたる内容を取 り上 げ、それを 日本語以外の言語で行 えば、一般教科 の枠内

でも国際理解教育 と言語教育の融合が可能 である。

 ここまで、全員 を対象 とした融合的な異文化間教育 について活動面か ら検討 してきたが、

これを異文化間の現象 として実証科学的 に研究す ることも大変興味深い。 ここでは上述 し

た例 と同 じく、 日本語母語話者 の子 ども とスペイ ン語母語話者の子 どもを対象 に した社会

科の授業をモデル として考 えてみ る。 ここでは授業 で扱 う内容にかかわ らず、児童生徒の

母語以外が授業言語 として使われ るときに異文化接触が起きるとす る。すなわち、 日本語

母語話者だけを対象 に 日本語で通常の社会科 の授業 を行 うときには異文化接触 は起 こらな

い。 日本語母語話者だ けが在籍す る教室の中で異文化接触 が生まれ るのは、授業言語 をス

ペイン語にす るときである。 逆にスペイ ン語 を母語 とす る子 どもだけを対象 とした授業で

は、 日本語 で授業 を行 うときに異文化接触を引き起 こす。それに対 して、 日本語母語話者

とスペイン語母語話者 の両者 を対象 とす る教育では、片方の グループの子 どもにとっては

母語で も他 の子 どもに とっては外国語 とな り、教室内に異文化接触が生まれ ることになる。

つま り、 日本語 を授業言語 とすればスペイン語 を母語 とす る子 どもに とっての異文化接触

とな り、スペイン語 で授業 をすれば 日本語を母語 とす る子 どもに とって異文化接触 とな る。

どち らで授業を行 って も、また社会科 に限 らず どの教科を内容 とす る授業で も、教室の中

には異文化接触が生まれ、すべての子 どもがそれ に触れることになる。つま り、対象 を 日

本語母語話者 とスペイ ン語母語話者 の両者 とす ると、対象 を限定す るときよりも異文化接

49「 学 校 教 育 に お け るJSLカ リ キ ュ ラ ム 」

 http:11www.mext.gojp/b_menu/houdou1151071030702021001.pdf
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触の機会は飛躍的に増 えることになる。 このよ うに、 日常的な異文化接触を人為的に増や

す(例:授 業言語 をスペイ ン語 にする)、 も しくは減 じない状態で起 こる人間形成過程 は、

日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育のいずれ にもフィー ドバ ックされ うる。

また、それぞれの領域の、 もしくは超領域的な次の実践に生かされ ることにもなろ う。

 なお、 日本の外国人教育の中で長 く深 い歴 史を持つ在 日韓国 ・朝鮮人教育の場合、母語

は 日本語だが、 自文化 の言語 ・自己同一化する言語は朝鮮語 と考え られ る。あ るいは、自

己同一化す る言語 も日本語 である在 日韓 国 ・朝鮮人 もいるだろ う。朝鮮語 は母語ではない

が異文化ではない と考えると、上の表には当てはまらない ことになる。 このよ うな言語 を

「継承語」 とするのが継承語教育の領域 であ り、 日本 でも 「母語 ・継承語 ・バイ リンガル

教育研究会」が2003年8月 に設立 され て研究が進 められている。非 日本語母語話者 に対す

る教育 とは異な る条件だが、 日本語母語話者 として 日本語 とい う異文化 との接触 を続けて

いるとい う意味で、異文化接触の事象の担い手であることに違いはない。

2.2.2  ドイツのinterkulturelle Erziehung

 ここまで 日本の異文化間教育研究の成果 を参照 し、日本語教育 ・母語教育、外国語教育、

国際理解教育を包括 しよ うとする視点 としてきたが、次章以降では ドイ ツの事例 を扱 うた

め、異文化間教育が海外で、 とりわ け ドイツで どの ように理解 されているのかについて、

簡単に触れておきたい。

 江淵(1997:14)は 、日本での異文化間教育 とその訳語について次のよ うに述べてい る。

 外 国 に も 、 「文 化 的 相 互 教 育 」(intercultural education)、 「通 文 化 的 教 育 」

(cross-cultural education)、 「超 文 化 的 教 育 」(transcultural education)、 多 文 化 教 育

(multicultural education)な ど 、 関 連 し た 用 語 が い ろ い ろ あ る が 、 日 本 語 の 「異 文 化 間

教 育 」 は そ れ ら の す べ て を 包 括 す る ほ ど広 義 の 概 念 で あ る(ち な み に 、 異 文 化 間 教 育

学 会 の 英 語 名 称 は 、"Intercultural Education Society of Japan"で あ る が 、 学 会 誌 『異

文 化 間 教 育 』 の 英 語 名 は"lntercultural/Transcultural Education"で あ る)。

 江淵 は 「異文 化 間教 育 とい う日本 語 で重 要 な の は、 「間」(inter;in-between)の 一文 字 で

あ る」 と続 け て い る。 そ の た め に 、 異 文 化 間 教 育 学 会 の 英 語 名 称 で は"lntercultural

Education"が 用 い られ て い る と予 測 で き 、 包 括 的 な 概 念 と して の 異 文 化 間 教 育 に

も"intercultural"の 語 を あてて い る こ とがわ か る。

 ところで、intercultural educationに あた る ドイ ツ語 はinterkulturelle Erziehungで あ

る。interkulturellの 語 は実践 レベ ル で も広 く定 着 して お り50、 Erziehung以 外 に もLernen

(学 習)、P臈agogik(教 育 学)、 Kommunikation(コ ミュニ ケー シ ョン)、 Kompetenz(能

力)、Dialog(対 話)な どの こ とば と結 び つ いて使 用 され てい る。 interkulturelle Erziehung

50Bundeszentrale f� politische Bildung(1998)に 報 告 さ れ て い る 各 実 践 を 参 照 。
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は 日本 の異文化間教育 と同 じくさまざまな次元の問題を扱 うが、その実践では対象 を全員

とす るこ とが強調 され、ステ レオタイプ的な意識の変革を中心に 「持続的な多文化社会に

おける生活への準備」51が進 められ る。多数者側の認識 を変えることで、政治制度 を含めた

社会全体の構造 を再編成 してい くことが意識 されてい る教育活動 とい う点で、 日本 の、特

にこれまでの異文化間教育研 究が少数者 に焦点 を当ててお り、ある少数者 グループを対象

とす る領域 ごとの研究が盛んであるとい う状況 とは異なってい るとい える。 こ うした意味

では、 ドイツでは 「異文化間教育学」が確 立 しているとい うこ ともできるだろ う。

 ドイ ツのinterkulturelle Erziehungは 労働者の移住 に伴 う「外国人教育」か ら発展 した。

1954年 か ら数力国 と協定を結び、南 ヨー ロッパ、南東 ヨーロッパ、 トル コか ら労働者を受

け入れた旧西 ドイツは、1970年 代以降、外国人子女教育問題 に直面 した。1960年 代の典型

的 な 「出稼 ぎ労働者」は若 く、単身で ドイ ツへ来てお り、貯蓄 目的が達せ られるとす ぐに

帰国 した。 そのため、外国人労働者 家庭の就学義務 を有す る子 どもの数 は少なかった。 し

か し外国人労働者の数は徐々に増 えてゆき、1970年 にはす でに300万 人の外 国人が 旧西 ド

イ ツ地域に居住 していた とい う。1960年 代半ば頃か ら旧西 ドイ ツ各州の文部省は外国人労

働者子弟 を ドイ ツの学校 に編入す るために努力 を重ねてきたが、その中心はいち早 く通常

授業についてい けるよ うにするための ドイツ語教育 と、帰国能力 を保持す るための母語の

補完授業だった52。ここでの前提は、外国人労働者が一定期間の後に母国へ帰るとい うこと

だったので、 ドイツ語力の不足 と、帰国時に必要 となる母語能力 の不足を補 うとい う意味

で、補償的な教育が行 われていた。

 ところが、 ドイツの国内経済の悪化、それ に伴 う失業の増加 な どを理 由に1973年 に外国

人労働者 の募集が停止 されてか らは問題の前提が変 わった。 ドイ ツで働 いていた外国人労

働者 は、募集の停止 によって ドイツへ定住を決め、家族を呼び寄せたのである。不景気の

労働市場 では外国人労働者 とその家族の冷遇が 目立ち始 め、外国人労働者お よび家族が 「周

辺化」 され るとい う構造ができあがっていった。1980年 代前半、教育では偏見や差別 の除

去が 目指 され る53と ともに、従前の 「外国人に対す る特殊教育 と同化教育」54に対 して批判

が強 まった。 それは、それまでの外国人教育が 「欠損 を前提」(Difizitansatz)55と していた

ことに対す る批判、また外国人教育の 目標であった 「統合」(Integration)56が 結局同化 と

文化的変容、すなわち ドイツ化へ と導 くことになってい ることに対す る批判であ り57、異文

51天 野(1997:204) 。
52常 設 文部 大 臣会議 の決 議 に よる。例 えば 「外 国人 子弟 の た めの授 業 に関す る決 議 」(1964

 年5月14、15日)、 「外 国人 労働者 子 弟 のた めの授 業 に 関す る協 定」(1971年12月3日)

 な ど。 天野(1997:20)に よる。
3天 野(1997:202・232)(第8章) 。
4天 野(1997:46) 。

5Auernheimer(1998:18)0

6天 野(1997:204)ほ か。
7天 野(1997:204) 。
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化 間 教育 の対 象 が移住 者 の子 弟 の み に限 られ ない こ とが 意識 され始 めた とい うこ とだ った。

 これ を受 け、す べ て の児童 生 徒 を対 象 と して 、異 文化 に出会 う ・豊 饒化 す る 「出会 いの

教 育 」 と、偏 見 を除 去す る 「葛 藤 の教 育 」 の二 つ をモ チー フ とす る異文 化間 教 育 の実 践が

試 み られ る よ うに なっ た58。 天 野(1997:204)に よれ ば、 「多 くの人 々 は今 後 も必 要 と考

え られ る外 国人 子女 の 教育 に対す る援助 措 置 と、持 続 的 な多 文 化社 会 にお け る生活 へ の 準

備 とい う新 た に付 け加 わ った 課題 の 区別 を し始 めた」 とい うこ とで、異 文化 間 教 育 ・異 文

化 間学習 とは後 者 の新 た な課 題 を指 してい る。

 Kiese1(1996、 Auernheimer(1998:21)に よる)に よれ ば、異 文化 間教育 とは 「認 め

る」教 育(P臈agogik der Anerkennung)で あ る。 Anerkennungは 、 単 に認 知 、承認 とい う

意 味 だ けで はな く、高 く評 価 す る、賞賛 す る とい った意 味 も持 つ語 で あ る。Auernheimer

(1998:21・22)は これ を 「寛 容 」(Tbleranz)よ りも上 の 次元 だ と し、「相手 と向 き合 って真

剣 に接 す る こ と」(den anderen ernst zu nehmen, gerade auch dadurch, dass man sich

mit ihm auseinandersetzt)と して い る。 Auernheimer(1998:20)は 、異 文化 間教育 が理 論

的お よび 実践的 に尽 力す るの は、次 の 四つ の複 合的 な 問題 や 主題 で あ る と してい る。

a)das Motiv der Fremdheit oder die Verstehensproblematik,(「 異 な る こ と 」 と い

 う主 題 、 ま た は 理 解 に 関 す る 問 題)

b)das Motiv der Anerkennung, das auf die Identit舩sproblematik verweist,(ア イ

 デ ン テ ィ テ ィ の 問 題 に 関 連 す る 「認 め る こ と 」 と い う主 題)

c)das Engagement f� Gleichheit, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung

 aufgrund von Ethnisierung oder Rassen-Konstrukten,(民 族 化 や 人 種 と い う構

 図 を 理 由 と す る 差 別 や 排 除 に 対 抗 し 、 平 等 に 取 り組 む こ と)

d)das Motiv interkultureller Verst舅digung in globaler Verantwortung.(グ ロ ー バ

 ル な 責 任 と い う点 か ら の 異 文 化 間 理 解 と い う主 題)

 ドイ ツ の 異 文 化 間 教 育 で は 「異 な る こ と 」 を ど の よ う に 理 解 す る か と い う こ と が ひ と っ

の 大 き な テ ー マ と な っ て い る 。Auernheimer(1998:19)に よ れ ば 、 「差 異 」(Differenz)

は な く す べ き も の で は な い 。AuernheimerはSch臟fter(1997:53、 Auernheimer(1998:

20)に よ る)の 論 を 用 い て 、,,Fremdheit wird von Sch臟fter‐das scheint mir sehr wichtig

-nicht als Eigenschaft , s0ndern als。Beziehungsmodus"begriffen."(シ ェ フ タ ー は 異 な る

こ と を-こ れ は と て も 重 要 な こ と だ と 思 う一 性 質 で は な く 、 「関 係 の 方 式 」 と位 置 づ け た 。)

と 述 べ て い る 。 「異 な る こ と 」 は 性 質 で は な く 、 「関 係 の 方 式 」 だ と い うの は 、,,Bei Kulturen

ist die Art der Grenzziehung ebenso wie bei Personen selbst Bestandteil des Systems.

Differenzen sind das Ergebnis eigener Selektion.``59(境 界 線 の 引 き か た と い う の は 、 文 化

に お い て も 、 人 の 場 合 に お い て も シ ス テ ム の 構 成 要 素 で あ る 。 差 異 と い う の は 自 分 の 選 択

58Auernheimer(1998:18-19)a

59Sch臟fter(1997:53、 Auernheimer(1998:20)に よ る)。 訳 は 筆 者 に よ る 。
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の結果現れるものなのだ)と い う考えに基づいている。 したがって、差異 を否定す ること

は、異なるものを理解 しようとす る うえでは意味がな く、む しろ差異をきちん と認識す る

ことが肝要だ とす る60。そ して、差異を認識す る異文化間学習には次のような素質が求めら

れている。それは、 自己の方向づけシステム(0rientierungssystem)に 対す る批判的な 目、

自分の文化や社会にお ける合理性の欠如や矛盾 に対 しての敏感な視点、 自己の知覚傾 向に

対 して警戒することである61。

 Auernheimerは このよ うに して引かれる 「文化の境界線」(Kulturgrenzen)62が 、実際

には幾重 にも重な り合 って走 ってい ることを指摘 している。例 えば、性差 による文化 、社

会環境、地域文化はそれぞれの文化的 コー ドによって区別 されている。その結果我々には

頻繁に 「コンテ クス トの交替」(Kontextwechsel)63が 要求 されてお り、 このよ うに複数の

文化 と結びついていることこそがアイデ ンティティの本質をなす とす る。Auernheimerの

主張か らは、異文化間教育が民族的集団や言語集団の存在 を念頭 に置いたものに限 らず、

さらに 日常的な1異 文化」 にも共通する考え方であることが理解できる。

 さて、 日本 の異文化間教育研究が独 自の学問 として異文化間教育学 を構築す るに至って

いないことはすでに述べた。 ドイツのinterkulturelle Erziehungと 比較す ると、 日本語教

育や帰国子女教育な どの領域別の研究が主で、二つ以上の異なる文化のは ざまで展開 され

てい るとい う事象 としての共通点のみで結びついてお り、 「多文化社会に向けた準備」 とい

うよ うな共通 の方 向づ けが 弱い よ うに思 われ る。 言 い換 え るな らば、interkulturelle

Erziehungの 理念 が十分 に生か されている とはいえないだ ろ う。 また、 日本で は現在、

interkulturelle Erziehungを 意識 した実践が個人や学校、ボランテ ィアグループの努力に

よって徐々に試み られている64一方で、補償的同化政策が依然 として進め られ、さらにはそ

のよ うな措置す ら講 じられずに放置 されている児童生徒 もいる65状況である。また、母語教

育への認知度は依然 として低 く、母語保障への対策は遅々 として進んでいない66。仮に 日本

の異文化間教育が ドイツのinterkulturelle Erziehung成 立までの経緯 と同 じよ うな道筋を

た どるとして両者 の歩み を重ねてみ ると、 日本 のほ とん どのケースは現在、 ドイツ語教育

と補完的母語授業を行 う特別の 「外国人教育」の段階にあるといえ、それへ の批判 な らび

60Sch臟fter(1997:20 、 Auernheimer(1998:20)に よ る)。
si Auernheimer(1998:22) o
s2 Auernheimer(1998:21) 0
63Auernheimer(1998 21) 。 Sch臟fterの 用 語 。
644 .2参 照。

65藤 沢 市 立M小 学校 で は、 日本語 指 導 を必 要 とす る児 童 が5人 以 上 い る に もかか わ らず 、

 2003年 現在 国 際教 室 を設置 してい ない。2003年 度2学 期 よ り日本 語 指導 を希 望す る児

 童 が近隣 の湘 南台 小学 校 日本語 教 室 に週1回 通 うよ うにな っ た。
661 .2.1参 照。
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に外 国籍児童生徒の存在を 「文化の豊饒化 」 として とらえる動きが徐々に広まってきた67、

とい うところだろ う。

 進展状況 に大 きな違い はあ るものの、 日本 の異文化 間教育 が 目指す もの と ドイ ツの

interkulturelle Erziehungが 目指す ものは基本的に同 じだ と判断 し、本論では、 日本の異

文化間教育研究の理論 に即 して主張を展開 した。ただ し、本論 中に提示 した例では、異文

化間教育の受 け手 を全員 とし、多数者側 の異文化接触や理解 、それを通 して 「認 めること」、

さらに意識 を変 えて多様性 に富んだ社会を形成す ることに重点をおいた。 これ は ドイ ツの

interkulturelle Erziehungの 考え方を反映 したもの といえ、 日本の異文化間教育の不足を

指摘するものである。

 2.2で は、異文化間教育の視点で 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育をと

らえ、三領域 を包括す る方法 を検討 した。まず2.2.1.1で は、三者がそれぞれ異文化間教育

の一分野であ り、異文化間教育 とい う共通項を持つことを指摘 した。次に2.2.1.2で は、異

文化間教育の視点を用いれ ば、三領域 の教育活動 と人間形成過程研究がそれぞれ有機 的に

連関 した教育実践を考案す ることが可能であ り、それ は 「国際化時代の教育のあるべき姿」

を追求す るうえで有効だ と考えられ ることを示 した。2.2.1.3で は、異文化間教育が児童生

徒全員を対象 とした ものであることを確認 し、三領域の教育活動 を融合 させ ることで、全

員が対象 となるひ とつの異文化間教育活動を組織 できるとした。また、2.2.2で は ドイ ツの

interkulturelle Erziehungに 触れ 、その成立の過程 を概観 し、 interkulturelle Erziehung

の対象が多数者側 を含む全員 であることや 、差異をな くすのではな く、認 めることが肝要

であることを確認 した。全員 が対象 とな る異文化間教育 として 日本語教育 ・母語教育、外

国語教育、国際理解教育の三領域を とらえ直 し、三領域の関連性 を生か した異文化間教育

実践を構築す ることが、三領域 を包括 した教育政策 を立案 ・遂行す る方法であると結論づ

けることができる。

674 .2参 照。例 えば群馬県境町立東小学校での実践。
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3 バイリンガル教育

 前章では、国際化 ・グローバル化が進む社会での教育政策 を立案す るにあたって指針 と

な る、二つの視点について言及 した。本論文は、 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国

際理解教育の三領域を包括す る視点が教育政策に必要であることを主張 しているが、その

よ うな点が必要である理 由について言語政策の観 点から、また三領域 を包括する方法につ

いて異文化 間教育の観 点か ら述べた。第一に言語政策 とい う考 え方 を根 づかせ 、言語 をめ

ぐる問題 を どの ように解決 してい くか、 また何 を目標 とす るのかを明 らかに しなけれ ば、

言語 に関す る教育政策の方針 は決定できない。現在 、外国語 に対す る関心 とともに、 日本

語や 日本語力 を見直す動 きもある。 これ らを学校制度の中で どの よ うに扱 ってい くのか、

今後 いっそ う議論が尽 くされ なければな らない。 次に、異文化間教育は 日本の教育現場で

多数生起 してお り、注 目が高まっている。現在の問題点を解決する手段を考 える際、現状

を異文化間教育の場 として認識 し、積極的な教育機会 として とらえ直す ことが必要である。

また、異文化間教育の視点か らの教授方略、教材 、評価方法 の開発 も進 め られなけれ ばな

らない。

 前章で主張 したよ うに、国際化 ・グ ローバル化が外的(外 向 き)に も内的に も進んでい

る社会では、「多言語主義」ならびに 「言語権の保障」を中心 とす る言語政策が必要であ り、

また、積極的な異文化間教育を政策 として展開するこ とは、異文化 を提供す る側 と享受す

る側 の双方 の利益になる。 これ は本章 の前提 となるものである。本章では、 これ らの指針

に沿 った教育政策の例 をバイ リンガル教育の中に見出 し、論 じることにす る。まず3.1で は、

これ までのバイ リンガル教育研究 をふ まえて、バイ リンガル教育の諸相について述べ る。

バイ リンガル教育にはいくつか種類 があ り、そのすべてが国際化に対応できるとい う性格

を備 えているわけではない。バイ リンガル教育の さまざまな形態を整理 し、今後予想 され

る未来の 日本 の状況に役立つ と考 えられる教育形態 を示 したい。続 いて3.2で は、バイ リン

ガル教育のひ とつの形態である 「双方向イマージ ョン」の実践 を取 り上げる。 日本 と同 じ

く二つの国際化のなかにある ドイツの 「ベル リン州立 ヨー ロッパ学校」 を例 として、その

概要や成果、問題点を示す ことにす る。

3.1  諸相

3.1.1 バイ リンガル教育の 目的と分類

 バイ リンガル教育 とい う呼称が指す教育形態はひ とつではない。 日本で 「バイ リンガル

教育」 と言 った とき、'最も一般的には、 日本人に対 して 日本語 と英語が同 じくらい話せ る

よ うになることを目標 に施 され る教育である と想像 される場合が多 く、ポジテ ィブに受け

取 られるこ とが多いよ うに思 う。 しか し、その よ うな形態 の教育方法 はバイ リンガル教育

のひ とつの種類 にすぎず、ほかにもさまざまな形態のバイ リンガル教育が考え られ る。

 まず、バイ リンガル教育は、 「バイ リンガ リズムを促進す るための言語教育(=二 言語を
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取 り入れ て二言語の使用を促進 しようとす る教育)」 と 「二言語を話す生徒 を対象に しては

い るが、カ リキュラムの中でバイ リンガ リズムを伸ばそ うとは しない場合(=少 数派言語

の生徒を対象 にした教育)」1の 二つの意味を持つ。これは、「バイ リンガル」が 目標 なのか、

それ とも対象 なのか、 とい う違いによるもので、 「バイ リンガル教育」 とい う語は どち らの

場合にも使 われ る。 日本では前者の意味で使 われるこ とが多い と思われ るが、在 日外 国人

や外国語で教育 を受 けてきた帰国子女の言語教育を考 えると、後者の意味でのバイ リンガ

ル教育も行われていることは明らかである。

 べ一カー(1996:181・184)は 、バイ リンガル教育の分類についてこれまでの研究をま と

めている。そ して、Ferguson,且oughton&Wells(1977:159・174、 訳はべ一カー(1996:

182)に よる)が 示 した十項 目にわたるバイ リンガル教育の 「目的」を紹介 している。それ

らは以下の通 りである。

(1) 個人や集団を社会の主流へ と同化 させ、共同体の一員 として活動に参加で きるよ う

   に社会に適応 させ る。

(2) 多言語社会 を統一す る。多人種、多部族、多民族か らな り、言語的に多様な状態に

   統一性をもた らす。

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(s)

(9)

(io>

人々が外 の世界 とコミュニケーシ ョンできるようにす る。

雇用や地位の面で役 に立つ言語技能を身につけ させ る。

民族的、宗教的なアイデンティティを保っ。

言語 、政治の面で異なる共同体の間を仲裁 し、和解 させ る。

宗主国の言語 の使用を広め、国民全体を植民地の状態 に適合 させ る。

エ リー ト集団を強化 して、社会の中でその地位 を保持す る。

法律によって、 日常生活の中で不平等な地位 にある言語に平等な地位 を与える。

言 語や文化への理解を深 める。

 これ らの十項 目は、個人、集団、国な どさまざまな レベル で論 じられてお り、実際のバ

イ リンガル教育プ ログラムの 目的は、 これ らが複合的に絡み合 った もの となっていると考

えられ る。例えば、上述 したよ うな、 日本で 「バイ リンガル教育」 といった とき第一 に想

像 される 日本語 と英語のバイ リンガル教育プログラムでは、(10)が 目的 として前面に出て

くる場合が多いが、実際には(4)が 目的であることもある し、場合によっては(8)の よ

うな 目的が隠 されていると疑 うこともできよ う。 また、 日本語 ではない言語 を背景 とす る

在 日外国人子女に対す るバイ リンガル教育の 目的 としては、(1)か ら(5)が 考 えられ る。

 この ような 目的 に沿った教育プ ログラムを考える とき、何 を最 も確実に達成すべき 目標

とす るかによって、二言語 をどの くらいの割合で使 うかが決まって くる。 このよ うに見て

くると、バイ リンガル教育 と一 口に言 って も、対象 も、 目的 も、二言語使用の割合 もさま

ざまであるこ とがわかる。表2は べ一カー(1996:183、 筆者が一部改変)に 掲げ られたバ

1べ 一 力 ・一(1996:181)。
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イ リンガル教育プ ログラムの分類であ り、十種類に分かれている2。

二言語使用に消極的な教育形態

バイリンガル教 典型的な生徒 教室で使われる 社会、教育が目ざ 結果 として目ざ

育の種類 言語 すもの す言語的状態

サ ブ マ ー ジ ョ ン

(構造化 され た 少数派言語話者 多数派言語 同化 一言語使用

イ マ ー ジ ョン)

特別補習ク ラス 多数派言語

(簡易英語)つきの 少数派言語話者 L2の 特別補習 同化 一言語使用

サ ブ マ ー ジ ョン つ き

少数派言語(強 制

差別型 少数派言語話者 的で、選択の余地 人種差別政策 一言語使用

な し)

少数派言語か ら
ど ち ら か と い う

移行型 少数派言語話者 多数派言語へ移 同化
と一言語使用

行

外国語教育を含 多数派言語
豊かにす る とい 限定的な二言語

む通常の学校教 多数派言語話者 L2ま た はFL

う点では限定的 使用
育 の授業

少数派言語(自 ら 限定的な二言語
分離型 少数派言語話者 分 離 ・自治

の選択による) 使用

二言語使用や2言 語での読み書き能力に積極的な教育形態

バイ リンガル教 教室で使われる 社会、教育が目ざ 結果 として 目ざ
典型的な生徒

育の種類 言語 す もの す言語的状態

最初 はL2に 重 二言語使用 と2
複合主義、豊かに

イ マ ー ジ ョン 多数派言語話者 点をおい た二言 言語での読み書
すること

語使用 き能力

言語維持、複合主 二言語使用 と2
維持型/継 承言 L1に 重点 をお

少数派言語話者 義 、豊 か にす る こ 言語での読み書
語教育 いた二言語使用

と き能力

少数派言語話者 言語維持、複合主 二言語使用 と2
双方向言語教育 少数派言語 と多

と多数派言語 話 義 、豊 か にす る こ 言語での読み書
/二 重言語教育 数派言語

者の混合 と き能力

言語維持、複合主 二言語使用 と2
主流バイ リンガ 2っ の多数派言

多数派言語話者 義 、豊 か にす る こ 言語での読み書
ル教育 語

と き能力

表2 バイ リンガル教育の分類

2そ れ ぞ れ の プ ログ ラムの よ り詳 しい説 明 はべ一 カ ー(1996:184-201)を 参照 。
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3.1.2 日本のバイ リンガル教育

 日本 のバイ リンガル教育お よびバイ リンガ リズムについての全般的 な議論は先行研究3に

譲 り、以下では、 日本で行 われてい る外 国語教育、 日本語教育、母語教育が、バイ リンガ

ル教育 として どのよ うに位 置づ けられ るか を明 らかにす る。その際、筆者 が2000～2003

年に収集 した情報 をもとに、現状を表2の 分類に即 して考 えてみたい。

 まず、 日本語 を母語 としない児童生徒に対 して、神奈川県藤沢市の多 くの学校で行われ

ているのは、「特別補習 クラスつきのサブマージ ョン」で、「特別補習クラス」での 「移行

型バイ リンガル教育」が含まれ る場合 もある。つま り、所属する一般クラスでの活動 を基

本 としなが ら、国語の時間な どはその児童生徒 を 「取 り出 し」て、国際教室や 日本語指導

教室で 日本語等の補習を行 う。その際、児童生徒の母語を話す言語相談員が母語 を用いな

が ら指導す る場合 もある。 しか し、 日本語指導 を必要 とする児童生徒が一校に五名未満 し

か在籍 しない ときには、取 り出 しで 日本語指導 を行 う国際教室は設置 され ないので、手の

空いている先生が 日本語指導 にあたるな どの策が講 じられ ない場合 、「サブマージ ョン」状

態 になってい ることも考え られ る。 どち らに しても、少な くとも学校では二言語 の使用が

促進 されている状況ではない。

 それに対 して、外国語 を母語 とす る児童生徒を対象に、「維持型バイ リンガル教育」や 「相

続言語バイ リンガル教育」 といった、積極的な二言語使用 を進 めているのは、 日本語能力

の伸長 をカ リキュラムで保障 している外国人学校 ・国際学校(イ ンターナシ ョナル スクー

ル)4や 、日本の公立学校に通 う児童生徒を放課後や土曜 日に集 める、自主的な母語教室5で

ある。 また、朝鮮学校 は韓国 ・朝鮮 にルーツを持つ児童生徒 を対象 として朝鮮語 を媒介 と

した教育 を行 う学校だが、児童生徒のほ とん どが第一言語 を 日本語 としてい るとい う特殊

な状況にあ り、「イマージ ョン式バイ リンガル教育」 と 「相続言語バイ リンガル教育」の両

方の側面を持っている。つ ま り、 「多数派言語(=日 本語)話 者」を対象に教室で 「L2(=

朝鮮語)に 重点をおいた二言語使用」を行 うとい うイマージ ョン教育の側面 と、L2で ある

朝鮮語 が相続言語であ り、コ ミュニテ ィの中で朝鮮語 を維持す ることをめ ざす とい う相続

言語バイ リンガル教育の側面 を持つ。 どち らの側面か ら見て も、朝鮮語 と日本語の二言語

使用、二言語での読み書きを促進す る教育プログラムである といえる。

 公立学校 に少数派言語話者である児童 生徒の母語の伸長に配慮 した制度が設置 されてい

るケースは、現在の ところほ とん ど見 られ ない。母語 とは限 らず に児童生徒 がルーツをも

つ言語の教育 とす ると、大阪府の在 日韓国 ・朝鮮人が多い地域では、公 立小学校内で放課

後に 「民族学級」が開かれてお り、「民族講師」が小学生に朝鮮語や伝統文化 を教 えている。

3例 え ばマー ハ ・八代(1991)、 小野(1994)、 山本(2000)、Noguchi&Fotos(2001)な

 どが ある。
4例 えば、西 町イ ンターナ シ ョナル スクールhtt:〃www.nishimachi.ac.●!が あ る。

5例 えばベ トナ ム語教 室 「フ ァン ・ボイ ・チ ャ ウ」が藤 沢市 にあ る。神 奈川 県 国際 交流 協会

 お よび ソナ の会 が県 内の母 語教 室 リス トを作成 してい る。

 htt:〃www.k-i・a.or.●/classroom!index.html
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しか し、 これは課外活動であ り、財政的な援助や授業の頻度の観点か ら見て、公立学校が

積極的に二言語使用を進めてい るとはいえない。 また、群馬県太 田市の公立中学校 ではブ

ラジル人生徒、ペルー人生徒 に対 してポル トガル語で社会科の授業 を付加的に行 うとい う

実験授業が試み られている。 しか し、この試みは 「日本語 による教科学習内容 の理解が難

しい生徒 を対象に、ポル トガル語に よる授業 を行 うこ とで、内容 の理解 を促進 し、教科学

習への意欲を向上 させ る」6こ とが 目的であ り、母語の伸長をめざした ものではない。 つま

り、生徒 の二言語使用 を積極的 に促進 している とはいえない。公 立学校 で二言語使用 を促

進 してい る数少ない例外 に大阪府 立門真なみはや高校の例 がある。 中国帰国者の母語教育

を正規カ リキュラムに取 り入れてお り、大変ユニークで新 しい試 み として注 目され る。 こ

れについては4.2.1で 詳述す る。

 一方、 日本語母語話者にはどのよ うな言語教育が行われているのだろ うか。表2で いえ

ば、たいていの場合は 「外国語教育 を含む通常の学校教育」にあたる。外国語の授業であ

って も教室で使われ るのは 日本語(多 数派言語)で ある場合 が多 く、 日本 において も 「外

国語を少 し話せ るよ うにな るとい うのが外 国語学習 の典型 的な成果」(べ 一カー(1996:

189))と なってい る。つま り日本では、外国語教育によって二言語を使用す る状態 を積極

的 に作 り出 している とはいえず 、児童生徒の二言語使用は ごく限定的な ものに留まってい

る。 その他 、多数派言語話者 の二言語使用 を積極的に促進 してい く 「イマー ジ ョン式バイ

リンガル教育」の試み も、一部の私立学校7で は進め られつつある。 また、前述 の国際学校

(インターナシ ョナル スクール)を 日本語母語話者 の児童生徒の側 から見た場合には、「イ

マージ ョン」も しくは 「サブマー ジ ョン」(特 別補習 クラスを利用す る場合 もある)の 状態

であると考 えられる。

3.1.3 双方向バイ リンガル教育

 ここまで、 日本の言語(外 国語)教 育 について前掲 の表2を もとに検討 してきたが、教

育政策 が具現化 された ものである公立学校での教育は、基本的に 「二言語使用 に消極的な

教育形態」であることがわかる。表2に あるよ うに、 「二言語使用に消極的な教育形態」が

めざす ものは、少数派言語話者の同化 と多数派言語話者 の限定的なエ ンリッチ メン ト(表2

では 「豊かにす ること」)で ある。つ まり、少数派言語集団の言語権 を保障 した り、多数派

言語集団の外国語学習の機会 を十分 に生 か した りはできていない とい うことが読み取れ る。

 さらに、 ここで指摘 したいのは、これ までの議論では(一 部 の私立学校 を除いて)多 数

派言語集団 と少数派言語集団が常に分けて考 えられてお り、多数派言語集団 と少数派言語

6小 島(2003)。

7静 岡県沼津市の加藤学園暁秀初等学校 ・中学校 ・高等学校 の 「英語イマー ジョンコース(バ

 イ リンガル ・コース)」 が有名である。 また、群馬県太 田市は構造改革特別区に申請 を行

 い、「外国語教育特区」に認 定 され、英語イマージ ョン教育を行 う私立学校設立の準備 を

 進めている。
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集団が同 じクラスで学んでいる とい う日本の公立学校 の実態が生か されていない、 とい う

点である。 同 じ教室で生活 を送 っていれば、二つの言語集団間にイ ンタラクシ ョンが起き

ることが予想 されるが、それに注 目して教育プログラムが組まれ てい るとはいえない。ポ

ジテ ィブな影響(つ ま り母語が異 なるクラスメイ トか ら学ぶ ことができる)を 積極的 に見

出 し、少数派言語集団 と多数派言語集団の双方 にとって利益 とな るような教育プログラム

を創出す ることが可能であ り、必要なのではないだろ うか。

 この ような 日本の実態を絶好のチャンス ととらえ、かつ、国際化 を念頭 に言語政策 と異

文化間教育の二つの考 え方に沿った教育プ ログラムとして、「双方向バイ リンガル教育」8を

挙げたい。 これ は前掲 の表1に も挙 げてあるもので、二言語使用 に積極的な教育形態のひ

とつに位置づけられている。べ一カー(1996:197-198)は 、アメリカの小学校 で行われて

い る英語 とスペ イン語 の双方向バイ リンガル教育を例に して、先行研究 に拠 りなが らこの

教育形態の特徴をまとめてい る。それによると、双方向バイ リンガル教育 とは具体的に、「約

半分の生徒 がスペイ ン語 を話す家庭の子 ども、 もう半分が英語 しか話 さないモ ノ リンガル

の家庭 の子 どもで、両者が同 じクラスで仲良 く一緒 に勉強す る。 両方の言語 が説明や学習

に用い られ、比較的均衡の とれたバイ リンガルの育成 を目指 している」9ものである。また、

Lindholm(1987)は 双方向バイ リンガル教育の特徴 として以下の四点を挙げてい るlo。

(1)

(2)

(3)

(4)

少な くとも50%以 上は、英語以外の言語(つ ま り、少数派言語)で 指導 され る。

各授業時間内には一言語 しか使わない。

できれば英語話者 と非英語話者が同数にな るのが望ま しい。

英語話者 と非英語話者がすべての授業を一緒 に受ける。

 二言語の使い分けは、 さま ざまなものが考 えられる。例 えば、「二言語が一 日お きに交互

に使われ る」、すなわち、ある 日にスペイン語を使った ら次の 日には英語 を使 う、とい うよ

うに使い分ける。または、「授業時間ごとに別の言語 を使 って どの教科でもまんべんなく両

方の言語が使われ るよ うに、定期的に言語を交替 して使 う」、すなわち、算数 をある週の月 ・

水 ・金はスペイン語、火 ・木 は英語 で教 え、次の週 には月 ・水 ・金 を英語、火 ・木 をスペ

イ ン語で教 える、 といった方法 も考え られ る。ほかに、教科 ごとに授業言語 を固定 して し

ま う方法もある。ベーカー(1996:198)に よれば、このよ うな使い分けによって 「言語間

での境界」を保 つことがで き、例 えばスペイン語の 日にはスペイン語母語話者が英語話者

を助 け、英語の 日には英語話者がスペイ ン語話者を助 けるとい うような協力が生まれ る と

い う。また、「英語の優勢な」教員 と 「スペイ ン語の優勢な」教員がペアでクラスを担当す

ることが多いので、教える側 に も密接 な協力体制が生 まれ る とい うことも、合 わせて指摘

8こ の よ う な 教 育 プ ロ グ ラ ム は 「双 方 向 バ イ リ ン ガ ル 教 育(two-way language bilingual

 education)」 の ほ か 、「二 重 言 語(バ イ リ ン ガ ル)教 育(dual language bilingual education)」

 な ど と 呼 ば れ る 。 本 論 文 で は 「双 方 向 バ イ リ ン ガ ル 教 育 」 の 呼 称 に 統 一 す る 。

9Morison(1990:160・169) 。 べ 一 カ ー(1996:197)に よ る 。

10Lindholm(1987) 。 べ 一 カ ー(1996:197)に よ る 。 訳 は べ 一 カ ー(1996:197)。

58



されている。

 この ような 「双方向バイ リンガル教育」のアイディアか ら日本 の教育が得 るものは大き

いのではないだろ うか。 「双方 向バイ リンガル教育」は、批判の多い現在の方法 とは別の形

で 日本語母語話者 に対 して外国語教育を徹底 し、効果 をあげること、同時 に増加傾向にあ

る非 日本語母語話者の児童生徒 の母語 を伸長 しつつ、教科学習 についていけるレベル以上

にまで 日本語の力 も伸ばす こと、 とい う二点を同時に実現できる可能性 を秘めてい る。 さ

らに、言語集団間のインタラクシ ョンを促す こ とによって、協力す る姿勢や異なるものへ

の寛容の態度、コ ミュニケーシ ョン能力な どが養われ、児童生徒の経験を豊かにす ること

ができると考え られ る。 これは、 日常生活を教材 に した国際理解教育のひ とつの方法 とい

えるものである。言語 の運用能力 と同時に このよ うな力を備 えることは、将来世界 中の ど

こで働 くこ とになるかわか らない グローバル化の波 の中で、児童生徒に とって実用的であ

り必要なことだろ う。1.で 、 日本では 「外国人 に対す る日本語教育 ・母語教育」、「外国語教

育」、 「国際理解教育」の3領 域 が別個 のもの として とらえ られてお り、相互の関係性 が薄

いままそれぞれ に発展 してきたことを指摘 したが、双方向バイ リンガル教育はこのように、

これ らの三領域すべてに関わる教育プログラムであ り、三領域すべてで成果を上げ られ る

可能性 を持 ってい るといえる。

 双方向バイ リンガル教育は具体的に どのよ うに進 められ てい るのだろ うか。 また、 どの

よ うな成果をあげているのだろ うか。問題点には どのよ うなものがあるのだろ うか。例 を

示 して明 らかにす るこ とにす る。本論で取 り上げるのは、 ドイツ ・ベル リン州 の公立学校

である 「ベル リン州立 ヨー ロッパ学校(Staatliche Europaschule Berlin)」 である。ベーカ

ー(1996:197-198)に はアメ リカの英語 ・スペイン語の双方向バイ リンガル教育が挙げ ら

れているが、本論 では 日本への示唆 として双方向バイ リンガル教育 を検討するので、 日本

と条件が近い と思われ る ドイ ツの教育政策 を取 り上 げるこ とにす る。条件 とは、アメ リカ

が国の成立時か ら 「移民国家」 として存続 してきたのに対 して、 ドイツが ごく最近になっ

て 「移民国(Einwanderungsland)」 とい う意識 を持つ よ うになった ことを指 している。 日

本が 「移 民国」であるとい う意識 は低いので、外国籍住民や外国語の存在を政策の中で考

える際に、ドイ ツの事例のほ うがモデルケースとして当てはま りやすい と判断す る。また、

ドイツと日本では、外 国語 として学校で英語 を学ぶ ことが一般的であ り、双方向バイ リン

ガル教育を受ける児童生徒には、双方向バイ リンガル教育の対象言語である ドイツ語/日

本語および少数派言語集団の母語以外 に、英語学習が課 され るとい う点 も同 じである。

3.2  ベル リン州立 ヨー ロッパ学校

 ヨー ロッパ学校は、多数の外 国人労働者の受 け入れ と彼 らの定住化 に伴 う国内の国際化、

またEU統 合 な どの動 きに合 わせた外向 きの国際化 に対 してベル リンが とった対応策のひ

とつの現れである。

 ヨー ロッパ学校の最新 の動向を探るため、筆者 は、2002年3月 および8月 に現地で調査
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を行 っ た。3月 の調 査 で は、ベル リン州 文部省(Die Senatsverwaltung f� Schule, Jugend

und Sp0rt)を 訪 問 し、 ヨー ロ ッパ学校 担 当者(Frau CramerMehnertと 前任 者Herr Witt)

か ら聞 き取 り調 査 を行 っ た。 ま た"Europaschule-Das Berliner Modell"の 編 著 者 で あ る

Prof. Dr. Michael G�lichか らもUniversit舩-Gesamthochschule Siegenで 聞 き取 り調 査

を 行 っ た 。 一 方8月 の 調 査 で は 、 ヨー ロ ッパ 学 校 の ひ とつ で あ る フ ィ ノ ウ小 学 校

(Finow・Grundschule)を 訪 問 し、 四 年 生 の ク ラ ス を 見 学 す る と と も に 、 担 任 のFrau

Porrata.J�sとFrau Gaaか ら聞 き取 り調 査 を行 った。 ま た、再 びProf. Dr. G�lichへ の

イ ン タ ビュー を行 い 、同 氏 がベル リンで 出席 した、 ヨー ロ ッパ 学校 の ギ ムナ ジ ウム上 級課

程 設置 をめ ぐる担 当者 会議 に も同席 を許 され た。

 以 下で 「現 地調 査 」 とす る ときに は、 これ らの調 査 を指す こ とにす る。

3.2.1 概要

3.2.1.1 ドイツの教育制度

 ヨー ロッパ学校 の制度 について述べ る前に、まず、 ドイツの教育制度 な らびにベル リン

の教育制度 について言及 しておかなければな らない。 ドイツ連邦共和国の教育制度が 日本

のものと最 も大 きく異な るのは、連邦主義に基づ き、多 くの分野で州 を単位 とした行政が

行われていることであろ う。 ドイツの憲法 に相 当す る基本法(Grundgesetz)は 、「国家的機

能の行使及び国家的任務の遂行は、 この基本法 が別段 の定めをな さず、または許 さない限

り、州の仕事である」(第30条)と 規定 してい るll。教育については、基本法が連邦の権限

で行 うこ とと明示 していないため、原則的 に州の権限であ り責任である とされ ている。文

部省が行った ドイ ツの教育行財政制度の調査(文 部省編(2000:92))に よれ ば、このシス

テムを とる背景には 「文化主権」(Kulturhoheit)と 呼ばれ る考 え方があるとい う。文化主

権 とは、 「教育や学術、文化に関 しては基本的に州が権限を持つ」 とい う考 え方で、 ドイツ

の分権制 の特徴 ともいえるものである。 これ は、 ドイ ツがひ とつの国家 として統一 された

際に、各州が外交な どの権限を連邦に委譲 したのに対 し、文化に関す る権限は譲渡 しなか

ったことに端 を発す。 したがって、各州はそれぞれ文部省 を有 してお り、独 自の教育法令

を制定 して教育行政 を遂行 してい る。各州の文部省 が持つ権限には学校制度、義務教育年

限 も含まれ、これ らは州 によって異なっている。

 このよ うに、教育行政を担 うのは基本的に州だが、連邦が教育行政 に関わ らないわけで

はない。高等教育の大綱立法、職業教育助成、学術研 究助成 な ど一部の事項 については、

基本法 で連邦 の任 務 と規定 してい る。 連 邦政府 の教育行政機 関 として連 邦教育研 究省

(Bundesministerium f� Bildung und Forschung;BMBF)が 置かれ、同省 は上述の分野

やEU・ ヨーロ ッパ との教育政策協力な どについて行政 を行っている。また、常設文部大臣

ll連 邦 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ 「基 本 法 」htt:〃www.bundesta.del esetze11 0702. df

訳 は文部 省 編(2000:92)。
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会議(St舅dige Konferenz der Kultusminister der L舅der;KMK)が 各州 間 の行 政協 定 に

基 づ いて 設 置 され てお り、連 邦 レベル の機 関 と して重 要 な役 割 を果 た して い る。 こ こで扱

われ るの は、職 務 規定 に よれ ば 「教 育政 策 や(中 略)文 化政 策 の うち一 州 内 に留 ま らな い

よ うな事柄 で 、連 邦 レベ ル の意 見や意 思 を形 成 し、共 通 の願 望 を代表 す る必 要 のあ る もの 」

12であ る。KMKの ホー ムペ ー ジに は 「任 務 」 と して次 の よ うな記 述 が あ る。

 KMKの 重要な使命 は、 ドイ ツ全土の合意 と協力によ り、生徒、学生、教師、学術に

従事す る者 に対 し、達成可能 な最大限のモ ビリティを保 障す ることにある。そ こか ら

以下の ような任務が派生す る。

一成績証 明書や学校修 了の扱いを一致 させ る(筆 者注:州 によって異なる)こ と、

 または比較を可能にす るこ とについて取 り決める。

一学校 、職業教育、高等教育 における標準的な質の確保 を実現す るために尽力す

 る。

一教育施設や学術施設 、文化施設への協力を促進す る。

 各州 の共通の利益 を代表す ることに関 して、KMKは 連邦 とEUに 対す る代表を務め

る とい う重要な役割 を持ち、同時に公共の場にお ける教育や学術、文化 の事柄 につい

て各州共同で声明を発表す るための重要な手段 ともなっている。

 KMKは また同時に州 と連 邦のパー トナー的な共同作業の手段で もある。特に、外交

的な文化政策や、国際的または ヨーロ ッパ 内の共 同事業 で教育制度や文化的事柄 に関

す るものについて、連邦 と州の間で必要な共 同作業の場 となっている。 それは、外交

を管轄 してい るのが連邦であるのに対 し、国内では教育や文化 について管轄 してい る

のが基本的に州だか らである。

 KMKは1948年 に設置 されて以来、さまざまな協定や勧告を行 ってお り、各州間の共通

性の確保 に大 きな働きを果た しているが、上述のホームペー ジにある記述か らもわかるよ

うに、EU内 での教育に関す る協力関係 が強まるにつれ、国の代表 としての性格 も強まって

いる。例 えば、欧州連合理事会(Rat der Europ臺schen Union)等 で決定 した ヨーロッパ

共通の教育政策を国内に持 ち帰 り、国内での取 り扱いかたを検討 して勧告を出すのもKMK

である13。

12KMKホ ー ムペ ー ジhtt:〃www.kmk.or/auf・or lh0me.htm。 訳 は筆者 に よる。

13例 えば 、欧州 理 事会(天 野(1997)の 訳 に よる)の 決 議 「教 育 制度 にお け る ヨー ロッパ

 的 次元 」(1988年5月24日)を 受 け て、1990年12月7日 にKMKは 「授 業 にお け る ヨ

 ー ロ ッパ 」(1978年6月8日 決議)を 更新 し、 ドイ ツの学校 が採 用す べ き 目標 や 目標 実

 現 の た めの ヒン トな どを示 した(天 野(1997:75・89))。
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3.2.1.2ベ ル リンの教 育制 度

 次 に、州 レベ ル の教 育 政策 で あ る、ベ ル リンの教 育制 度 を見 てみ る。 ベル リンはベル リ

ン州 の州都 で ある と同時 に、町そ の もの が州 で もあ る(Stadtstaat)14。 人 口約340万 人 が

面積889k㎡ の土 地 に住 む 、 ドイ ツの首 都 で ある。 図7は ベ ル リンの教育 制度 を示 した もの

で あ る且5。この うち、本 論 文 に最 も関係 の深 い小 学校(Grundschule)お よび 四タイ プ の 中等

学校(Oberschule16)に つ いて 、ベ ル リン州 文部 省 の説 明 を適 宜参 照 しなが ら述 べ る。 高等 教

育 、職 業教 育、 生涯 教育 につ い ては割 愛す る。
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図7ベ ル リ ン の 教 育 制 度

 小 学校 には 、予備 学 年(Vbrklasse)と 第 一 学年 か ら第 六 学年 まで が設 置 され て い る。 これ

は 、他 の 多 くの州 が小 学校 を第4学 年 まで と して い るの と異 な る。 予備 学 年 に通 うか ど う

か は 自由で あ り、ベル リン州 内の行 政 区(Bezirk)で は予備 学年 と第 一 学年 を ま とめて 「導入

段 階(Eingangsstufe)」 と してい る とこ ろ もあ る。小 学 校 の 目的 は 、生徒 全員 に共通 の基 礎

14連 邦 政 府 新 聞 情 報 庁 編 纂 『 ドイ ツ の 実 情 』(ド イ ツ 語 版 は1999年 、 日本 語 版 は2000年

 の も の)に よ る。

15ベ ル リ ン 文 部 省 ホ ー ム ペ ー ジ

 http:1!www.sensjs.berlin.de/bildung/bildungssystem/bildungswesen.pdf
l6ベ ル リ ン 州 文 部 省 は

、 Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschuleの 総 称 と

 し てOberschuleと い う語 を 用 い て い る 。
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教育を施 し、社会的 にふ さわ しい行動 を促進す ること、そ して中等学校へ の進学 に備 える

ことであ る。一クラスの生徒は平均二十六人で、使用教材 は基本的 に自由 となっている。

就学義務 は6月30日 の時点で六歳の子 どもすべてにあ り、親は当該学 区の小学校に届け出

を出す ことにな る。また、ベル リン州全体を通学区 とす る一部の学校(州 立 ヨーロッパ学

校、スポーツや音楽に重点を置 く学校、総合制学校 に組み込まれてい る小学校、私立学校)

に就学を希望す ることもできる。

 小学校 での外国語教育は、2002年 までは第五学年で始 ま り、選択肢 として英語、フラン

ス語、ラテン語、 ロシア語が設 け られてきた。設置外 国語は学校に よって異な るため、外

国語 のために第四学年修了後 に転校す ることも可能だった。2002/2003年 度の新学年か ら

は第三学年で外国語教育を開始す ることになった17。英語 とフランス語か ら選択できる。

 ベル リン州では十年間の普通教育が義務教育 となってい る(職 業訓練期 間には職業学校

への通学も義務づけ られている)。 生徒は小学校第六学年修了後、基本的に中等学校 に進学

す る。 中等学校 は卒業時に得 られ る資格 によって、基幹学校(且auptschule)、 実科学校

(Realschule)、 ギムナジウム(Gymnasium)の 三タイプに分かれてお り、三タイプの修 了資

格すべてに対応す る総合制学校(Gesamtschule)も 設置 され ている。生徒が どのタイプの学

校に進学するかは、小学校か らの勧め もあるが、決定は親 に任 され てい る。 中等学校のタ

イプの選択が最終学歴(学 校修 了資格)を すべて決めて しま うわ けではない。ベル リン州

の学校制度 は 「袋小路」ではな く、融通性の高いもの となってい ることがベル リン州文部

省の説明では強調 されてい る。例 えば基幹学校や実科学校の第八学年修了、第十学年修了

時にギムナジウムへ転校 し、そ こでア ビ トゥア(大 学入学資格;Abitur)を 取得す ること

もできる。総合制学校にはギムナ ジウム上級段階が付設 されてい ることが多い。基幹学校

には第七学年か ら第十学年があ り、時代 に合った普通教育の実施 と若者の職業世界への準

備にカを入れている。 ドイツ語 と数学 の授業が強化 され、 「労働実習」は特別の意味を持っ

ている。外 国語教育は英語が引き続き行われる。実科学校 も基幹学校 と同 じく第七学年か

ら第十学年 を備 えるが、修了時に実科学校修了資格を得 る点が異な る。実科学校では、選

択必修科 目(コ ース)と して以下の うち最低三つが用意 されている。

 理 数 コース

 ・第二外国語(第 一外国語は英語の場合 が多い)

 ・経済社会 コース

 ・ドイ ツ(語)学 ・芸術 コース

 ・実習お よびスポーツ

 -芸術選択必修 コース(音 楽 ・美術)

 なお、ほとん どの実科学校では、小学校でフランス語 を外国語 として学習 していた場合、

フランス語 を第一外国語 として続けるこ とができる。 また、 ドイ ツ語 と英語 の二言語で地

17ベ ル リ ン 文 部 省 報 道 発 表2002年4月17日

 http:〃wwwsenl)js.berlin.delaktuell/pressemitteilungenlpressemitteilung.asp?id=754
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理や歴史の授業 を行 う試みも行 われている。

 ギムナジ ウムは第七学年か らア ビ トゥアまでの教育 を行 う。第十学年 まで とそれに続 く

上級導入段階(第 十一学年)で はクラス単位 で活動 を行 うが、それ以降は生徒 がそれ ぞれ

の関心 と才能 に従って選択す るコース制 となる。ギムナ ジウム上級段階は第十一学年 か ら

第十三学年の三年間で、その後に行われ るア ビ トゥアは大学や高等教育機関へ進学する資

格 となっている。第十学年 を優秀 な成績 で終えて進級 しない者 に対 しては、実科学校修 了

資格が与 えられ る。ベル リンのギムナジ ウムには芸術や スポーツ、言語に力 を入れ た学校

が多 くあ り、また現在 「ギムナジ ウムコー スの個別化」 とい う試みのもとで、能力 の高い

生徒の 「飛び級」が可能になっている。

 総合制学校はベル リンの中等学校で取得で きるすべての修 了資格 に対応す る学校 である。

25年 にわたって成功を収めてお り、現在中等学校の全生徒の うち三分の一が総合制学校に

通 う。総合制学校には第七学年か ら第十学年があ り、すべての生徒を学習条件 に関係 な く、

それ ぞれの関心や素質に合わせて個別 に伸ばす とい う目的を追求 している。総合制学校の

多 くはギムナ ジウム上級段階を備 えてお り、また小学校段階 を併設 した学校 もある。障害

のある子 どもとない子 どもを共に教育す るとい う、行政区を超えた試 みに参加 している学

校 もある。

3.2.1.3 ヨー ロッパ 学校 の 制度

 それ では 、 この よ うな連 邦 レベ ル 、州 レベ ル で の教 育 政策 を踏 ま えた うえで 、ベ ル リン

州 立 ヨー ロッパ 学校 の制 度 を検討 して い く。なお 、本 節(3.2.1.3)は 安井(2003)に 加 筆 ・

修 正 を加 えた もの で あ る。

 ベル リン州 立 ヨー ロッパ 学 校 は 、 「学 校 」とい う名 称 で はあ るが 、正 確 に言 うとひ とつ の

学校 「制 度 」 で あ り、具体 的 には その 制度 に沿 っ て学校 に設 け られ た 「コー ス」 で あ る。

最初 の ク ラスが1992年 にモデル 校(Schulversuch)と して設 け られ 、そ の後 次 々 と増設 さ

れ た。2002年 の段 階 で は十五 の小 学校(表3)と 九 の 中等学校(表4)の ヨー ロ ッパ 学校

コー ス に約4200名 の生徒 が在 籍 してい る。 これ はベル リンの学校 に在 籍 す る全 生徒(約

366.000名)の1.1%に あた る。

 筆者 が行 った現 地調 査 とBerliner Bildungsserverl8に あ る説 明 を も とに、 ヨー ロ ッパ 学

校 制 度 の特徴 の 主な もの を挙 げ る。

・ 五歳(Vbrklasse)か ら大学入 学 資格 取 得 まで最 長 十四年 間の 二言語 教育 を行 う。修 了 資格

 はベ ル リンの学校 で得 られ る もの と同 じで あ る。

・ 対象 とな る二言語 は ドイ ツ語 と 「パー トナ ー言 語(Partnersprache)」 と呼 ばれ る一言 語

  で 、パ ー トナ ー言語 は現在 、 英語 、 フラ ンス語 、 ロシア語 、 イ タ リア語 、 スペ イ ン語 、

  トル コ語 、ギ リシ ャ語 、ポル トガル語 、 ポー ラ ン ド語 の 九言語 であ る。

18Berliner Bildungsserver(http:〃bel)is .cidsnet.de!faecher/feld!interkulturlsesb1)
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・ 一 クラスは ドイ ツ語 を母語 とす る生徒 とパー トナー言語を母語 とす る生徒が半数ずつ

 になるよ うに構成 され る。

・ パー トナー言語は教科 としてだけではな く、半分の教科の授業言語 としても用 いられ る

  (=ド イツ語での授業 とパー トナー言語 での授業が同時間数行われ る)(表5参 照)。

 教員は母語 で授業 を担 当す る。小学校では ドイツ語母語話者 とパー トナー言語母語話者

 の二名が クラス担任 となる。

・ 言語の授業は八年生まで母語別 に分かれて行 う0そ れ以外 の教科は分かれずに授業を行

  う。

 母語の読み書 きは一年生で導入す る。パー トナー言語19の読み書きは二年生か ら始 める。

 小学校六年 を終えると、それぞれの言語 コンビネーシ ョンのヨー ロッパ学校 コースを持

 つ中等学校(Oberschule)に 進学できる20。

・ ヨー ロッパ学校 コースは言語を集中的に学べるコースだが、九年生か らは、自然科学ま

 たは芸術な ど他の分野 に重点を置 くことも可能である。

ヨー ロッパ学校 コースは、ベル リンの一般学校(Regelschule)の 一バ リエーシ ョンなの

で、費用 は他の公立学校 と同 じく無料である。入学試験は実施せず、入学希望者多数 の場

合 は抽選 を行 う。ベル リン州文部省 によれ ば、英語や フランス語 をパー トナー言語 とす る

学校へ入学 を希望す る ドイツ語母語話者生徒の保護者が多 く、抽選の結果それ らの学校へ

入学できる確率は二十分の一ほ どであるとい う。

Nameder Schule, Ort SESB errichtet Partnersprache

Charles-Dickens-Grundschule, Charlottenburg-Wilmersdorf 1992 Deutsch/Englisch

Quentin-Blake-Grundschule, Steglitz-Zehlendorf 1992 Deutsch/Englisch

M舐kische-Grundschule, Reinickendorf 1992 Deutsch/Franz�isch

Judith-Kerr-Grundschule, Charlottenburg-Wilmersdorf 1992 Deutsch/Franz�isch

Lew-Tolstoi-Grundschule, Lichtenberg 1992 Deutsch/Russisch

Hirschgarten-Grundschule, Trepow-K�enick 1992 Deutsch/Russisch

Hausburg-Grundschule, Friedrichshain-Kreuzberg 1994 Deutsch/Spanisch

Joan-Mir6 Grundschule, Charlottenburg-Wilmersdorf 1994 Deutsch/Spanisch

Finow-Grundschule, Tempelhof・Sch�eberg 1994 Deutsch/ltalienisch

Hermann-Nohl-Schule, Neuk�ln 2002 Deutsch/ltalienisch

Aziz-Nesin-Grundschule, Friedrichshain-Kreuzberg 1995 Deutsch/T�kisch

Homer-Grundschule, Pankow 1995 Deutsch/Griechisch

Athene-Grundschule, Steglitz-Zehlendorf 1998 Deutsch/Griechisch

5.Grundschule, Mitte 1997 Deutsch/Portugiesisch

Goerdeler-Grundschule, Charlottenburg-Wilmersdorf 1998 Deutsch/Polnisch

表3 ヨー ロ ッパ 学 校 コー ス を設 置 して い る小 学 校21

19ド イ ツ語以外 の言語 を母語 とす る生徒 にとっては、 ドイ ツ語がパー トナー言語 となる。
20

210ka(2001:276・277)お よ びSenatsverwaltung f� Schule
, Jugend und Sport

 htt:〃www.sens●s.Berlin.delschulelschulische an ebote/staatliche euro a schulenlth

ema europaschule.aspか ら 作 成(表4も 同 様)。

65



Nameder Schule, Ort Schultyp SESB errichtet Partnersprache

Schiller-Oberschule,Charlottenburg-Wilmersdorf Gymnasium 1999 Deutsch/Englisch

Max・Liebermannつberschule, Charlotteaburg・Wilmersdorf Realschule 1999 Deutsch/Englisch

Sophie-Scholl・Oberschule,Tempelhof-Sch�eberg Gesamtschule 1999 Deutsch/Franz�isch

Mildred-Harnack-Oberschule, Lichtenberg Gesamtschule 1999 Deutsch/Russisch

Albert-Einstein-Oberschule, Neuk�ln Gymnasium 2001 Deutsch/Italienisch

Alfred-Nobel-Oberschule, Neuk�ln Realschule 2001 Deutsch/Italienisch

Sophie・Scholl・Oberschule,Tempelhof・Sch�eberg Gesamtschule 2001 Deutsch/Spanisch

Carl-vonつssietzkyつberschule, Friedrichshain-Kreuzberg Gesamtschule 2002 Deutsch/T�kisch

Heinrich-von・Kleistつberschule, Mitte Gymnasium 2002 Deutsch/Griechisch

表4 ヨーロッパ学校コースを設置 している中等学校

学習領域-    学年
教科(教授限語)

Vor 1 2 3 4 5 6

就学前活動 21

授業時間数
-

22 23 25」27 30 30

教科による分類

第一言語(独/伊) 7 7 6 6 5 5

パー トナー言語(独/伊) 3 4 6 6 5 5

数学(独) 5 5 5 5 5 5

一般社会(伊)
-

3 2 3 5

外国語(英 語)
-

5 5

生物(伊) 2 1

地理(伊) 1 2

歴史 ・社会(伊)
-

2 2

スポーツ(独 または伊)
■

2 2 2 1 2 2

水泳(独 または伊) 1

美術(独 または伊)
-

1 2 1 2 1 2

音楽(独 または伊)
.

1 1 2 1 2 1

-21 2 2 25 27 3 30合計授業時間

表5 フィノウ小学校の授業時間数(一 週あたり)22

3.2.1.4 ヨー ロ ッパ 学校 設立 の経 緯 と理 念

 1994年 に ヨー ロッパ 学校 の視 察 を行 った天 野(1997:75・95)に よ る と、 ヨー ロ ッパ 学

校 の設 立 には以 下 の よ うな背 景 が あ る。1988年 に欧州 連合 理事 会(Rat)と 各 国 の文部 大

臣は、教育 制度 にお ける 「ヨー ロ ッパ 的次 元(europ臺sche Dimension)」 に関す る決 議 を行

った。 そ こで は、各 国 の教 育 シ ステ ム の 中ヘ ヨー ロ ッパ 的次 元 を どの よ うに取 り入 れ るべ

きか につ いて の原則 が示 され た。これ を受 けて 、1990年 に ドイ ツの常設 文 部大 臣会議 は 「授

業 にお け る ヨー ロ ッパ(Europa im Unterricht)」 決議 を更新 し、 ヨー ロ ッパ へ の共 属 の意

識(ein Bewuﾟtsein europ臺scher Zusammengeh�igkeit)を 学校 で育成 す るべ きで あ る

と した。 また 、 「今 後 の発 展 のた め の勧告 」と して外 国語 能力 お よび多 言語 能 力 の獲 得 の促

22フ ィ ノ ウ 小 学 校 ホ ー ム ペ ー ジ

 http:〃finow・gmndschule.cids.bei.t・online.de1SESBIUntermenue1U_1/deutsch/D_2_1.

 html

66



進 が 挙 げ られ た。 ヨー ロ ッパ 学 校 設 立 当時 に 作 られ た パ ン フ レ ッ ト"Staatliche

Europa-Schule Berlin``には、「(ヨー ロッパ学校設立に関す る)基 本的な決議」 として上記

の二つの決議 と、加盟各国間の教育分野での協力を促進す ることを定 めたマース トリヒ ト

条約126条 が付記 されていることから、ヨー ロッパ学校の設立は、 これ らの決議を基に し

た統合EUの 教育政策のひ とつであるとい える。

 このよ うに、ヨー ロッパ学校 はEU統 合の動 きに沿ったEU内 政策 とい う特徴 を持つが、

実際にはEUの 枠組み内に留まらない試み となっていることを示す事実 を二つ指摘 してお

かなければな らない。ひ とつは、最初の ヨー ロッパ学校 クラスが、英語、フランス語、 ロ

シア語 をパー トナー言語 としていた ことである。現地調査でベル リン州文部省 に聞いた と

ころ、 これ ら三言語 がパー トナー言語 としては じめに選 ばれたのは、ベル リンの歴史的な

事情によるものだ とい うことであった。すなわち、ベル リンは米、英、仏、露 によって 占

領 されていたため、これ らの国々 と関係 が深 く、占領 終了後 も各地 区の一部の学校 には、

英語、フランス語、 ロシア語 を集 中的に学ぶ コースがあった とい うことである。 ロシアは

EU加 盟国ではないが、このよ うな事情の もとにロシア語 がパー トナー言語 となった。

 も うひ とつは、 トル コ語の ヨーロッパ学校 コースが1995年 に設立 されたことである。当

初 の三言語に よる実験が好評 であった ことか ら、 さらに多 くの言語 コン ビネーシ ョンでの

ヨー ロッパ学校設置が、ベル リンに住む外国人の保護者 を中心に求 められ、ギ リシャ語や

トル コ語等をパー トナー言語 とする ヨーロッパ学校 クラスの設置に至った23。ベル リン州文

部省は当初、 ヨー ロッパ学校が九つ の言語 コンビネーシ ョンにまで拡大す るとは予想 して

いなかった ものの、ベル リンに住む ドイツ人生徒 と外国人生徒の両方 をヨー ロッパ学校の

対象 として考えていたため、表6の よ うなベル リンの事情 を鑑み ると、移住者お よび移住

者 の言語への拡大は 自然であ り、必要であった。 このよ うに、ベル リン在住の外国人や外

国語話者への対応 とい う面もヨー ロッパ学校政策の重要な部分 である。

国籍    1人 数

トル コ 122744

ポ ー ラ ン ド 30695

ユ ー ゴ ス ラ ビ ア 27858

イタ リア 13003

ロシア連邦 12119

クロアチア 12042

アメ リカ合衆国 11201

ギリシャ 10454

ボ ス ニ ア ・ヘ ル ツ ェ ゴ ビサ 10317

ベ トナム 9914 .
表6ベ ル リン の 国 籍 別 外 国 人 登 録 者 数(2002年12月31日 現 在)24

23現 地調 査 お よび ギ リシ ャ出身移 住者 向 けサ イ トで ドイ ツ語1ギ リシャ語 ヨー ロ ッパ学 校

 設 立振 興団 体広 報担 当官Le0nidas Gegiosが 行 って い る説 明

 http:〃www.metanastis.c0m/Detsch・Griechische%20Eur0paschule%20Berlin.htmに よ

 る。
24ベ ル リン州 統 計局発 表 資料
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 これ ら二つ の事 例 が示す よ うな 、EU内 に留 ま らない 実践 とな っ た理 由は、 ヨー ロ ッパ学

校 の理念 の 中に見 出す こ とが で き る。 前述 のパ ンフ レ ッ トの 冒頭 で 当時 のベ ル リン州 文部

大 臣J�gen Klemannは 、 ヨー ロ ッパ 学校 とは、子 どもた ちが多言 語 を身 につ け て将来働

く準備 をす る場 で あ る と ともに、 「出 会 いの学 校(Begegnungsschule)」 と して 二文 化教 育 を

行 い、あ らゆ る外 国 人敵視 を払拭 す る場 で あ る と述 べ て い る。またAbgeordnetenhaus von

Berlin(ベ ル リン州議 会)(1993:1、 Zydatiﾟ(2000:20)に よる)は 、 ヨmッ パ 学校

の 目的 を 「一 貫 して 二言語 での授 業 を行 うこ とに よる、 二言語 の学 習 グルー プ の統合 教 育」

と してい る。 つ ま り、 ヨー ロ ッパ 学校 は 、 単 に複 数 言 語 を身 につ け るだ けで は な く、言語

教 育 を通 した異 文化 間教 育 を意 図 してい る こ とが わ か る。 そ れ は 、 「一 緒 に、 お互 い か ら、

お互 いの ため に学 ぶ(Miteinander‐voneinander」f�einander lernen)」 とい うヨー ロッ

パ 学校 のモ ッ トー か らも理 解 で き る こ とで ある。

 ヨー ロ ッパ 学校 は確 か に、 ドイ ツ語 母 語話 者 か ら見れ ば 、早期 か らの集 中的 な外 国語 教

育 を可能 に し、 パー トナー 言 語 の母語 話者 か ら見 れ ば 、母語 教 育 と ドイ ツ語教 育 の 両者 を

同時 に可能 にす る もの であ る。しか し、これ らの ヨー ロ ッパ学校 の教育 を支 えてい るの は、

異 な る言 語 との 出会 い、異 な る文 化 へ の気 づ き を通 して進 め られ る異 文化 間教 育 の視 点 で

あ る。この点 につ い て、 日本 の状 況 を表 した12の 図3に 即 して、ヨー ロ ッパ学校 をモデル

図で表 す と図8の よ うに な る。 ヨー ロ ッパ学 校 で は、外 国人 に対 す る現 地語教 育 お よび母

語 教 育、 外 国語 教育 、国際 理 解教 育 の 三者 が 、異 文化 間教 育 とい うひ とつの視 点 で 理解 さ

れて い るので あ る。 また、 図9は 、三者 が一 部 重 な り合 った ところに ヨー ロ ッパ 学校 の理

念 があ る こ とを表 してい る。 この よ うに、 異 文化 間 教育 の視 点 を中心 に す る こ とで三者 が

部分 的 に統 合 され 、 また 三者 が相 互 に補 完 関係 を成 して、 ひ とつ の学 校 制度 に包 括 され て

い る こ とが、 ヨー ロ ッパ学校 の最 大 の特 色 であ る と考 え られ る。

        懸                     
/、             

       ./ ＼             
      /              ＼

    /              ＼、

   /               ＼   /                          
＼

外

 母語教育

図8 異文化間教育の視点

＼＼

  外国人

育 る現地語

    母語教育

図9 ヨー ロ ッパ 学 校 の理 念

htt:〃www.statistik・berlin.de/ms2000!s 03!2003/03-04-23b.htmlお よ び

htt:〃www.statistik-Berlin.de/ms2000/s 03/2003/03・04・24.htmlよ り 作 成 。 な お 、 ユ ー

ゴスラビアは旧ユー ゴスラビア(存 続時に外国人登録 の届出を行い、その後いずれ の新
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3.2.2  ヨー ロッパ学校の教育効果

 それ では、ヨー ロッパ学校は、どの ような成果 をあげているのだろ うか。G6hhch(Hrsg)

(1998)は 、行政、研究者、教員、生徒がそれぞれ の立場か らヨー ロッパ学校の取 り組み

を報告 してお り、大変興味深い。以下では、 ヨー ロッパ学校の教育効果を、同書を もとに

して報告する。

 言語教育の面か ら見ると、 ヨー ロッパ学校はバイ リンガル教育のひ とつであ る、双方 向

バイ リンガル教育(two・way bilingual education、 べ一カー(1996:197) 、中島(2001:

114))と 位置づけ られ る。G6hlich(Hrsg)(1998)で は、 Doy6が 聴解力に関す る定量的な

調査 を報告 してい る(Doy6(1998:53・65)。 Doy6は1996年 、当時 ヨー ロッパ学校が設置

されていた十一の小学校で合計80時 間の授業を観察 し、記録 と分析 を行 ったが、それに引

き続いて1997年 には、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語、イ タ リア語 をパー トナ

・一言語 とす る九つの小学校の二年生317人 全員を対象 に
、パー トナー言語の聴解力テス ト

を行 った。テス トは十八間の多項選択式問題 で、それぞれ の問題 は、用意 された四枚 の絵

の中か らネイテ ィブス ピーカーが言 う文に合った絵 を一枚選ぶ とい うものである。

 データを用いて、各学校内や同 じ言語 コン ビネーシ ョンの他校 との比較、言語 コンビネ

ーシ ョン間の比較 、 ドイツ語母語話者/パ ー トナー言語母語話者間の比較が行 われた。ま

た、親の二言語性 、パー トナー言語 が話 され る国での滞在経験、 ヨー ロッパ学校の在籍年

数、授業 と聴解力の相関関係 も調査対象 となった。例えば、表7は 言語 コン ビネー ション

別に結果 を示 したものである。全体 の傾 向 として、パー トナー言語を母語 とす る生徒 の ド

イツ語聴解能力 のほ うが、 ドイツ語 を母語 とす る生徒のそれぞれのパー トナー言語聴解能

力 よ りも高い ことが確認 された25。

母 語 1パートナ-言語118間 中の平均正答数1被 験 者 数

英語 ドイツ語 17,16 32

ドイツ語 英語 15,52 29

フランス語 ドイツ語 16,92 36

ドイツ語 フランス語 13,35 52

ロシア語 ドイツ語 15,86 29

ドイツ語 ロシア語 10,35 34

スペイン語 ドイツ語 16,62 29

ドイツ語 スペイン語 12,53 32

イタリア語 ドイツ語 16,85 20

ドイツ語 イタリア語 12,92 24

表7Doy6に よ る聴 解 力 テ ス トの 結 果

(言語 コ ン ビネ ー シ ョン別 の グル ー プ)

 Doy驍ﾌ 調査結果 は興味深いが、この調査は、例 えば母語能力や一般の学校 との効果の差

について明 らかにす るものではない。今後、新 たな調査の実施が待たれ る。

 なお、 ヨー ロッパ学校 コースの児童が小学校 を卒業 した後、引き続 き中等学校で も双方

 国家 にも帰属 していない人)を 含むユー ゴスラビア連邦を指す。
25こ の結果についてDoy6(1998:59)は

、一部の教員 によるパー トナー言語の授業が体

 系立っていないためである、 とい う解釈を示 している。 ドイ ツ語 を母語 としない生徒に

 対す る ドイツ語(パ ー トナー言語)の 授業にもこれは言えるが、 ドイツ語の環境で生活

 しているため、彼 らの ドイツ語能力の構造化にはそれ ほどの影響がない、 としている。
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向バイ リンガル教育を受け られ るよ うに、中等学校 にもヨー ロッパ学校 コースが次々に設

置 されている(表4)。 中等学校で もヨーロッパ学校 コースを続けるとい うことは、言語面

で成果が上がってお り、複雑化す る教科学習 を二言語 でこなせ るとい うことである0

 二言語教育が言語以外の各教科の学習に どのよ うな影響 を与 えてい るか、とい う興味深

い問いにも、ヨー ロッパ学校 はまだ直接答 えていない。 しか し、中島(2001:102)に よれ

ば、カナダや アメ リカのイマージ ョン教育では学力 に関す る比較研究 ・調査がすでに1000

件以上あるが、 どの調査 も結果 は同 じで、長い 目で見 ると失 う面はほ とん どない とい う結

論が出てい る、とい う。Zydatiﾟ(2000:20)の 言 うよ うに、ヨー ロッパ学校 はイマージ ョ

ン教育のひ とつである早期部分的イマー ジ ョン教育を行ってい るのだか ら、同 じよ うに学

力の面での損失はない と考え られ よ う。

 一方、 ヨー ロッパ学校 の異文化間教育的な効果 については、特に強い関心が寄せ られて

お り、前掲G�lich(Hrsg)(1998)で も 「ヨーロッパ的次元 と異文化間教育」 とい う章が

設 けられてい る。寄せ られた各学校での実践報告か らは、ヨー ロッパ学校が「出会いの学校」

として機能 してい ることがよくわかる。

 例 えば、パー トナー言語がイ タ リア語 のヨー ロッパ学校 、フィノウ小学校二年d組 は、

イタ リア ・ジェノヴァにある小学校 の同学年の生徒 と提携 し、ペ ンフ レン ドプロジェク ト

を行 った。生徒に身近 なテーマを選び、質問 と返答 を重ねる中で、子 どもたちは二つの文

化の違いや共通点 を学んだ。イタ リア人のクラスメイ トの文化に触れ ることで、 ドイ ツ人

の生徒は 「(イタ リア人の同級生は自分たち と違 うこともあるが)こ こでは特別 に見えるこ

とが、ジェノヴァにいるペ ンフレン ドの生活では 日常的で普通のことなのだ、 と突然気づ

く」と、担 当教員が子 どもたちの様子を記 している(Gaa und Porrata-J�s(1998:154))。

すでに小学校 二年生 とい う時期に子 ども自らによる 「異文化への気づき」が起 こってい る

ことがわかる。ベル リンのイ タ リア人の子 どもたちにとって も、両親や祖父母か ら聞かさ

れ るイ タリア、 ドイ ツのメデ ィアを通 して接す るイタ リア以外 にイタ リアの姿 を知 るこ と

は大変新鮮だった とい う。また、このクラスには複数のイ タ リア人の生徒がい るために、

ステ レオタイプ的な 「イタ リア人だか ら」 とい うよ うな言い方 はされない とい うことも同

時に報告 されてい る。まさに、 「出会いの学校」であ り、異文化 に対す る理解 と寛容が育ま

れていることが うかがえる。

 1992年 に始まった ヨーロッパ学校 コースの一期生は現在十年生で、2005年 に英語 ・フラ

ンス語 ・ロシア語 をパー トナー言語 とす る学校で初めての十三年生が誕生 し、2006年 に卒

業す る予定である。昨年8月 の現地調査時には、十年生が在籍す る学校の担当者 を中心に、

ヨー ロッパ学校に対応する、高校卒業資格試験(Abitur)の 新 しい規則作 りが行 われよ う

としていた。 ヨー ロッパ学校に対す る総合的な評価は、卒業生が出るまで待たなけれ ばな

らないが、ベル リン州文部省によると、 ヨーロッパ学校はベル リン市民に幅広 く受け入れ
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られてい るとい う。各学校のホームページ上で公開 されている授業プ ロジェク ト26からも、

ヨー ロッパ学校 が活発な取 り組みを続けていることが うかがえる。デンマークのコペ ンハ

ーゲン市でも、ベル リンの ヨーロッパ学校をモデル とした学校ができた とのことなので、

ベル リンモデルは一定の成果をあげていると考 えられ る。

3。2.3 問題点

 ユニー クな取 り組みに注 目が集まるヨー ロッパ学校だが、問題 点もある。 まず、ベル リ

ン州文部省 によって ヨ0ロ ッパ学校制度の総合的評価がきちん と行われてお らず、定量的

調査 も極めて限 られた もの しか実施 されていない、 とい う問題である。 これは、ベル リン

州 の予算不足 とい う理 由か らだが、Zydatiﾟ(2000:37)は 「(ベル リン州文部省が)包 括

的で信頼のお ける評価 にこれまでに一度 も取 り組 もうとさえしなかったのは、教育政策上

のスキャンダルである」 と述べてお り、研究者 からは不満の声 があがってい る。調査が行

われれば興味深い結果 が出る と予想 されるだけに、大変残念である。

 また、教員の確保は大きな問題である。母語話者 の有資格者や ドイ ツ語母語話者でパー

トナー言語 も理解 できる教員を確保す ることは、設立か ら十年経った現在 も依然 として容

易ではない。 ヨー ロッパ学校 コースを担 当できる教員 を養成す る制度の確立やパー トナー

言語 を公用語 とす る各国 との協力が不可欠である。 また、ベル リン州の予算不足は ヨーロ

ッパ学校運営上の財政問題 も引き起 こしている。 ヨー ロッパ学校 は特別 の授業料 な どを徴

収 していないため、母語話者教員の確保等にかか る経費は基本的にベル リン州の負担 とな

ってい る。モデル校 としての試みが終 わってか らも、 ヨー ロッパ学校 を一般の学校 として

存続 させ ることが重要 である、とベル リン州文部省 も明言 している27が、公園の噴水 さえ節

水 ・節約 の対象 となってい るような州財政では、 ヨー ロッパ学校にだけ重点的に予算 を配

分す るわ けにもいかない。この ような事情のなか、パー トナー言語 を公用語 とする各国は、

ヨー ロッパ学校 を支持 し、教材の提供 など、 さまざまな形で援助を行 っている。特 に、一

部 の国がパー トナー言語 を母語 とす る教員分 の給料 を払 うとい う協定 を結んでいることは、

ベル リンに とって大きな支援 となっている。

26例 え ば

 http:〃scholl.1)e.schule.de/schulprofiUeuropaschule/franzoesisch!projekte/1nternetseite

 nlindex.htmな ど 。

27現 地 調 査 よ り
。
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4. 日本の教育政策への提案

 前章では、国際化 ・グローバル化に対応す る教育政策 の一例 として、異文化間教育の視

点 のもとに現地語(ド イツ語)教 育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育 の三領域を統

合 した新 しい制度 、ベル リン州立 ヨー ロッパ学校 について述べ た。 ヨー ロッパ学校の実践

は、本論文の1.で 指摘 した ような、 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育が

関連性な くそれぞれに発展 してい るとい う日本の現状に大 きな示唆 を与えてくれ る。 また、

ヨー ロ ッパ学校 は2.で 指摘 した、 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育の三

領域 を統合す る視点の必要性 とその方法に即 した試みで もある。ベル リンの制度をそのま

ま 日本のあ る地域 に当てはめることはで きないが、本章ではまず、制約や、逆 に追い風 と

な る昨今の現象を明 らかに しなが ら、 日本で ヨー ロッパ学校ベル リンモデル を参照す るこ

との妥 当性 と可能性 を示 したい。 次に、 ヨーロ ッパ学校の特徴である現地語教育 ・母語教

育、外国語教育、国際理解教育の三領域 を統合す るよ うな教育を、別の方法ですでに行 っ

ていた り、あるいは導入 しよ うとしていた りす る 日本国内の事例を取 り上げ る。そ して、

最後に ヨー ロッパ学校をモデル とした学校制度 の導入だ けではな く、 日本に現実にある試

み をも含 めて、三領域を統合す る視点の必要性、重要性、可能性 を示 して本論文のま とめ

としたい。

4.1  ヨー ロッパ学校の 日本への応用可能性

 本節では、前章で述べ たベル リン ・ヨーロッパ学校 の制度 を 日本に応用す る可能性 につ

いて、政策 の施行 方法、外国語教育の進展、母語教育の要求、地域的な事情、の四点か ら

述べ、 ヨー ロッパ学校の制度 を日本 に応用す ることは可能である との結論 を導 く。なお 、

本論文では 日本へ の応用 としてい るが、 これは 日本全国での一律的な実施を意味す るもの

ではなく、 このよ うな制度 が必要な状況にある特定地域 での実施 を想定 してい る。現段階

では具体的な地域名 を挙げることができないため、 日本への応用 とした。

4.1.1 政 策の 施 行方 法

 は じめに政策 の 施行 方法 か ら見 てみ た い。 「ヨー ロ ッパ学 校 は合 体 しつっ あ る ヨー ロ ッパ

に 対す る教 育 政策 上 の解 答 で あ る」1と ク レマ ン ・ベル リン州 文部 大 臣が 明言 した よ うに 、

こ こで は ヨー ロ ッパ学 校 を政策 と して と らえて み る。 政策 を行 う主 体 に は 日本 と ドイ ツで

大 き な 相 違 点 が あ る。 す で に3.2.1.1で 述 べ た よ うに 、 ドイ ツ は連 邦 制 で 、 文 化 主権

(Kulturhoheit)に 基 づ き教育 上 の権 限が 州 に委 ね られ て い るた め、基本 的 にはベ ル リン州 が

独 自の政 策 を立案 ・遂 行す る こ とに な ってい る。ベ ル リン州 の面積 は889k㎡ 、人 口は339

万 人(2003年8月)で 、これ は面積 で東 京23区(621.45km)の1.4倍 、人 口(835万 人 、

1Senatsverwaltung f� Schule
, Berufsbildung und Sport(1993:1)。 訳 は 筆 者 に よ る 。
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2003年11.月)の0.4倍 にあた ることを考えれば、日本の都道府県 レベルの教育政策のよ う

に、ベル リンの地域的な特性が教育政策 に反映 されやすい とい うことができるだろ う。 こ

れに対 して 日本では、昭和33(1958)年 以降告示制度のもとに法的拘束力を帯びるよ うに

なった学習指導要領 をは じめとして、公立学校 を設置す る各 自治体は文部科学省の指導助

言に従 うことが求め られている2な ど、全国一律に施行 され るべ き教育政策が立案 されてい

る。 この点 は、ベル リンの教育政策 を日本のある地域 で応用 しよ うと考える際に十分考慮

しなければならない相違点であろ う。

 しか し、最近で は、地域の 自発性を発揮 した政策の立案 ・遂行が可能になってきた こと

も指摘で きる。特 に言及 しなけれ ばな らないのは、小泉内閣が進 める 「構造改革特別区域」

の制度 を教育分野 に利用 した 「教育特区」であろ う。構造改革特区は、「①全国一律の規制

について、地域 の特性等 に応 じて特例的 な規制 を適用す ること、②一定の規制を試行的 に

特定地域に限って緩 和す ること、③産業集積等地域の活性化のために、 これ ら規制改革 に

加えて、それぞれの地域に応 じた様 々な支援措置を行 うことと定義で き」3、2002年 夏よ り

地方公共団体等か らの提案を募集 し始めた。首相官邸の構造改革特区推進本部(2001年12

月27日 廃止、現在 は構造改革特別区域推進本部)が2002年9月 に決 定 した 「構造改革特区

推進 のための基本方針」では、次の ように述べ られている。

2.構 造改革特区推進 のための取組みの方針

(1)地 方公共団体や民間の 「知恵 と工夫の競争による活性化」

 国があらか じめモデル を示 して全 国の均衡 ある発展 を目指す制度か ら、地方公共団

体や民間事業者等がそれぞれの地域の実態に合わせ て規制改革 を通 じた構造改革 を立

案 し、 自立 した地方がお互いに競争 してい く中で経済社会の活力を引き出 していける

よ うな制度へ と、発想の転換を図 る。そのために、「規制は全国一律でなければな らな

い」とい う考 え方か ら、地域 の特性 に応 じた規制を認めるとい う考 え方に転換を図る4。

 第一次の構造改革特区の提案募集 には426件 の提案があ り、その うち教育に関す るもの

は44件 だった。その中には、すでに1章 で詳述 したが、特区に認定 され、2005年4.月 に

「太田国際アカデ ミー」(仮 称)の 開校を予定 している群馬県太 田市の 「太田外国語教育特

区」や、2004年4月 の 「高尾山学園」の開校に向けて準備が進む東京都八王子市の 「不登

校児童 ・生徒のための体験型学校特 区」がある。 また認定には至 らなか ったが、本論文の

内容 と軌 を一にす るユニークな試み として、小 中学校 で韓国語教育を実施す るための特例

2文 部科 学 省 ホー ムペ ー ジ 「文部 科学 行政 機構 」 図 を参 照。

 http:〃www.mext.goJplb_menulsoshiki2/03.htm
3構 造改 革 特 区 に関す る 「都道 府 県等 に対 す る」説 明会(2002年7月26日 実施 。 内 閣官

 房 構 造 改革 特 区推進 室)配 布参 考 資料1-1「 構 造改 革特 区につ いて 」(2002年4月24

 日)http:〃www5.cao.go.jp/shimon/2002/0424/0424item2.pdf
4首 相官 邸 ホ0ム ペ ー ジ 「構造 改革 特 区推 進 のた めの基 本 方針 」

 htt://www.kantei. O.1/'/sin i/kouz0u/kettei/020920kih0n.html傍 点 は筆 者 に よる。
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な どを提案 した長崎県美津島町(対 馬島)の 「国際交流特区」、小中一貫の区立イ ンターナ

シ ョナルスクールの実施を図 ろ うとした東京都 港区の 「豊かな明 日の子 どもたちを育む教

育特区」な どを挙げることができる。その後 も、2003年11月 の第四次提案 まで構造改革

特区の提案募集 は続け られてお り、小中学校への公設民営方式の導入や、株式会社やNP0

による学校への私学助成金の対象範囲の拡大な どが新規提案 され ている5。提案の概要一覧6

を参照す ると、提案はいずれ も地域の特性を強調 した もの となってい る。例 えば、静岡県

浜松市が提案 した 「外国人 との地域共生特区」(第 二次募集 に提案)は 、 日系ブラジル人な

どの外国人が多数在住 してい るこ とを生か し、外国人の就労環境や教育環境 等を整備す る

ための特例(例 えば、外国人学校 を学校法人な らびに各種学校 と認定する要件の緩和)を

提案 した。特 区の認定数 は第一次認定全体で117件 と、応募件数か ら比較す ると厳 しいも

のになってい るが、前述 した太田、八王子の新校の よ うに、これまでは実現が難 しかった

教育政策が、それ ぞれの地域の工夫によって立案 され 、施行 され ようとしてい る。 日本語

を母語 としない外国人が多 く居住す る地域で、 ヨー ロッパ学校 をモデルに した学校や学級

を構想 し、「教育特 区」 として提案す ることは十分可能であると考えられ る。

4.1.2 外 国語 教 育 の進 展

 次 に 、外 国語 教 育 の進 展 とい う面 に注 目 して 、 ヨー ロ ッパ 学校 の応 用可能 性 を考 えてみ

た い。 ベ ル リンが ヨー ロ ッパ学 校 とい う実験 的 な プ ロ ジェ ク トの開 始 に踏 み切 った背 景 に

は、 外国 語教 育 の早 期 化 と多様 化 とい う二 つ の流れ が あ った とい う7。 この傾 向 は近年 まで

続 い て お り、 ベル リンの小 学校 で は小学 校 五年 で 外 国語 の学 習 を始 め るこ とに なっ てい た

が 、 「小 学 校 三年 生 か らの外 国語 との 出会 い 」(。Begegnung mit einer Fremdsprache ab

Klasse 3")の 試 行(四 年 間)が 成 功 した こ とを受 けて 、2002/03年 度 か らすべ て の小 学校

で三 年 生か らの外 国語 学 習(英 語 ま た は スラ ンス語)を 導 入す る こ とに な った80ま た多 様

化 とい う面 で は、 初等 教 育 と中等 教 育 を通 して授 業 科 目に多様 な外国 語 を設 置 してい る。

具体 的 に は、十二 言語(英 語 、 フラ ン ス語 、ギ リシャ語 、イ タ リア語 、 日本 語 、ラテ ン語 、

ポ ー ラ ン ド語 、 ポ ル トガル語 、 ロシ ア語 、 スペ イ ン語 、 チ ェ コ語 、 トル コ語)が 第一 外 国

語 か ら第 三外 国語 の授 業 科 目 と して設 置 され 、 また 、 ク ラブ活動(Arbeitsgemeinschaften)

と して も、 ア ラ ビア 語、 中国語 、 デ ンマ ー ク語 、ヘ ブ ライ語 、 イ タ リア語 、 日本語 、 現 代

ギ リシャ語、 オ ランダ語 、 ポー ラ ン ド語 、 ロシア語、 スペ イ ン語 の学習 が行 われ て い る9。

5首 相 官 邸 ホー ムペ ー ジ 「構 造 改革 特 区第4次 提 案募 集 の提 案状況(速 報:12月1日 現在)」

 http:〃www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031202/beppu1・html
6首 相官 邸 ホー ムペ ー ジ 「地方公 共 団体 等 か らの構造 改革 特 区構想 の提 案概 要 」(第1次)

htt:〃www.kantei.0.●!'1sin i/kouzou/kouh 0u/020906!ai 0u.htmlな ど 。

7現 地 調 査 に お け るHerr Wittへ の イ ン タ ビ ュ ー に よ る。

sSenatsverwaltung f� Schule , Jugend und Sport, Pressemitteilung vom 17.04.2002

 http:〃www.senbjs.berlin.de/aktuell/pressemitteilungen!pressemitteilung.asp?id=754

9Senatsverwaltung f� Schule, Jugend und Sp0rt(Hrsg)(2000:6)
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 外 国語 あ るい は 第二 言語 と して の ドイ ツ語 教 育 の研 究 に も、 す でに 長年 に わ た る研 究の

蓄積 が あ る。1972年 に、外 国 人 が ドイ ツの 大学へ の入 学 準備 をす るため に置 かれ た 「外国

語 と して の ドイ ツ語 」 の ワー キン ググル ー プが 設 立 され 、 これ は の ちに 「外 国語 として の

ドイ ツ語 専 門家 協会 」(Fachverband Deutsch als Fremdsprache)と な った。 また 、1978

年 に は 「外 国 語 と しての ドイ ツ語 」 の研 究機 関 と して 、初 めて ミュ ンヘ ン大 学 に この分 野

の教授 職 が設 け られ た(Bausch et al.(2003:521))。 「第 二言語 と しての ドイ ツ語 」(Deutsch

als Zweitsprache)は 、 授 業 で の 習 得 と授 業 以 外 で の 習 得 の 両 方 を カ バ ー す る用 語 で

(Bausch et al.(2003:525))、 外 国 人労働 者 とその子 ども、難 民 や ロシアな どか らの移 住

(帰 国)者 が 主 な 対 象 と な る。1975年 に 「外 国 人 労 働 者 の た め の ドイ ツ 語 協 会 」

(Sprachverband Deutsch f� ausl舅dische Arbeitnehmer)が 設 立 され 、 以後 、外 国人 労働

者 を対象 と した ドイ ツ語 講座 が開 かれ て きた(Bausch et al.(2003:525))。 外 国人 労働者

の子 ど もた ち の ドイ ツ語 教 育 も、1960年 代 半 ばか ら実践 が 重ね られ て きて い る。大学 に は、

小 学校 お よび 中等 学校 の ドイ ツ語 教 員志 望 者 な どを対 象 に、 「外 国 語 と しての ドイ ツ語 」教

授 法 の講 座 が 開か れて い る ところ もあ る10。

 一 方 、す で に1.2.2で 見 た よ うに、日本 で も外 国語 教 育の 早期 化 と多様 化 は進 み つつ あ る0

早 期 化 は特 に英 語教 育 に 見 られ 、2002年 度 に全 国 の約5割 の公立 小学 校 で英会 話活 動 が行

われ た とい う11。 また 、前 述 の 「教 育特 区」の 中に は、い っそ う顕 著 な形で英 語 の早期 教 育

を進 め よ うと して い る ところ もあ る。 例 え ば、 千 葉県 成 田市(「 国 際教 育推 進 特 区」)は 市

内 の小学 校 の 全学 年 に英 語科 の設 置 を検 討 してい る12。 成 田市 の公 立小学 校 で はす でに20

分 の英語 活 動 を週 三回 行 ってい るが 、特 区 の認 定 を受 けて、 授 業科 目と して英 語 を導 入 し

よ うと してい る とい う。 外 国語 教 育 の多様 化 とい う点 で は、1.2.2で 示 した よ うに 、高等 学

校 で英 語 以 外 の外 国 語 を授 業 科 目 と して 設 置す る動 きが 拡 大 してい る。 全 国 では23言 語

(2001年7月1日 現在13)が 授 業 科 目 として 設置 され 、 その設 置 学校 数 は年 を追 うご とに

増 加 してい る。 なお 、 中学校 で設 置 され て い る英 語以 外 の外 国語 科 目は、2001年7月1日

現 在 、 フ ラン ス語(私 立 十 四校)、 中国語(公 立 二校 、私 立 七校)、 朝 鮮語(公 立二 校 、私

立五校)、 ドイ ツ語(私 立 五校)、 スペ イ ン語(私 立 二校)14で 、高 等学 校 に比べ る とご く限

られ た もの とな って い る。小 学 校 で は授 業科 目 と して扱 うので は な く、在 籍 す る外 国籍 児

lo例 え ば 、 ジ ー ゲ ン 大 学 の 「(専 門)外 国 語 と して の ドイ ツ 語 」 付 加 講 座(Zusatzstudium

 Deutsch als(Fach)Fremdsprache)な ど 。

 http:〃www.Studienberatung.uni-siegen.de1StudAng/StudAng・Zusatzst.html=#Heading

 942

11文 部 科 学 省 「「英 語 が 使 え る 日 本 人 」 の 育 成 の た め の 行 動 計 画 」

 http:〃www.mext.go賦p/b_menu1houdou!151031030318a.htm
12成 田 市 ホ ー ム ペ ー ジhttp:1/www .city.narita.chiba.jp!sosikilkyoshido!tokku.html

l3前 述1 .2.2で 「24言 語 」 と な っ て い る の は 、1986年 と1988年 の 調 査 で ス ウ ェ ー デ ン 語

 の 開 設 が あ っ た た め 。

14文 部 科 学 省 「平 成12年 度 高 等 学 校 等 に お け る 国 際 交 流 等 の 状 況 」

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/14/031020310.htm
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童 の母語 を総合的な学習の時間等に使ってみる(群 馬県境町立東小学校な ど)、 卒業式での

児童の 「呼びかけ」を多言語で行 う(神 戸市立本山第二小学校 な ど)な どの活動が行われ

てい る。1.2.2で 指摘 した ように、学習指導要領等での英語教育の偏重は認め られ るが、小

学校か ら高等学校までを全体的に見てみ ると、学校で触れ る外国語の種類は増 えている と

いえる。

 さらに、在 日外国人お よびその子女に対す る外国語あ るいは第二言語 としての 日本語教

育 も、1.2.1で 述べたよ うに、教員の加配や国際教室の設置、学校教育におけるJSLカ リキ

ュラムの開発な どが進んでい る。 また 日本語教育は、外国籍児童生徒の増加以前か ら、留

学生教育や外国での日本語教育 としても、研究 ・実践が積み重ね られてきた15。

 こ うした背景は、2.1で 述べたよ うなバイ リンガルの育成や言語権の保障 を進 めるうえで

追い風になると考 え られ る。そ して、外 国語教 育の異 文化間教育的な視点をよ り強調すれ

ば、すなわち外国語教育が 「異文化 との接触や相互作用が恒常的に存在する構造的条件 の

もとで展開」 され る、人間形成の過程あ るいは教育的活動であることを強 く意識すれば、

外国語教育 を外国語教育の枠内に閉 じ込めず、教育課 程全体や教育制度全体 に関わる問題

として捉 えなおす ことが可能であ る。その結果、外国語教育政策のひとつのモデル として、

ヨー ロッパ学校方式 の学校や コースを設けることが検討 されて もよいだろ う。 もちろん、

このよ うな政策 を受 け入れ る土台はなお整 え られなければなるまい。例 えば、在 日外国人

のいっそ うの増加は ヨー ロッパ学校のよ うな教育制度の創設を促進す るだろ う。 日本経 済

団体連合会 は2003年11月14日 に、在留資格の拡大や在留年数の延長な ど外国人受け入れ

の拡大や円滑化を提案す る意見書16を発表 したが、 このよ うな動 きが さらに活発化すれば、

日本の国際化 ・グローバル化は さらに進展 し、 よ り多 くの受 け入れ側児童生徒、 また保護

者に とっての異文化間教育や外国語教育が問題 となって くる。 また、産業界で多言語能力

を備 えた人材の必要性がいっそ う強調 され17、それに ともなって英語以外の外国語教育に対

す る需要が高まれ ば、 ヨー ロッパ学校 をモデル とす る教育政策 を立案 ・遂行することはよ

り現実的なもの となろ う。

4.1.3 母語教 育の要求

 第三に、母語教 育の要求 の高ま りとい う面か ら検討 してみたい。 ドイツの外国人労働者

15例 え ば、木村 他(編)(1989)。

16日 本 経 済団 体連 合会 意 見書(産 業 問題 委員 会 ・雇 用委 員会)「 外 国人受 け入れ 問題 に関す

 る中間 と りま とめ 上多様 性 の ダイナ ミズム を実現 す るた め に 「人材 開 国」 を 一」

 htt:〃www.keidanren.or.!.a anese/01ic/20031108/honbun.html

 なお この意見書には、重要課題 として 「5.外国人の生活環境の整備」の中に 「(1)子 女

教育の充実」が挙げられている。
17富 士通研 究所の持 田侑宏氏 は、日本独文学会2000年 秋季研究発表会、教育部会 シンポジ

 ウムで 「日本企業 も ドイツ語人材 を求めている!」 と題 した発表 を行ってい る。持 田

 (2001:119-122)o
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子弟に対 して、当初か ら ドイ ツ語 の教育 と同時に母語 による教育が行われてきた ことは、

すでに2.2.2で 述べた。母語に よる教育が進 められたのは、外国人労働者が一定期間後に本

国への帰国を前提 としていたことか ら、子弟 の 「帰国能力」18が保持 されねばな らなかった

ためである。 しか し、実際 には外国人労働者 の ドイツへ の定住化が進み、現在では外国人

生徒 の三分の二が ドイツで生 まれているとい う。中山(1999:104・119)は 、 ドイツの外国

人生徒 に出身言語 を教授す る意義 について検討 している。 それ によれ ば、常設文部大臣会

議(KMK)の1964年 の 「外国人の子弟のための授業に関す る決議」は、外国人生徒にも

ドイツ人生徒 と同様に就学義務が適用 され ることや、外国人生徒には母語 を維持す る権利

があることを記 している。また、1971年 の 「外国人労働者子弟のための授業に関す る協定」

とその改訂協定(1976年 、1979年)は 、外国人生徒 を ドイ ツの学校へ 「統合」す るために、

ドイ ツ語 を重点的に教授す る 「準備学級」や ドイ ツ語の促進授業、「言語的、文化的アイデ

ンテ ィテ ィの保 持 」 を 目的 に した母 語授 業 につい て よ り具 体的 に勧 告 して い る(中 山

(1999:106))。 これ を受 けて、各州では ドイツ語の授業 と同時 に母語授業 を実施 している

とい う。学校監督 当局 に母語授業の管轄があるノル トライン ・ヴェス トファー レン州やヘ

ッセ ン州 などは、1989年 の 「母語授業 の勧告」に合意 したが、それには、母語授業は 「外

国人生徒 の特別な生活状況を克服する際の援助 とな り、言語的、文化的アイデ ンテ ィテ ィ

の発達 を支援す るものであ る。また、外国人生徒 の学校における編入 と促進措置にお ける

構1成要素である」 と述べ られている(中 山(1999:109))。 定住化が進んだ1989年 の合意

であることを考えれ ば、定住 している外国人生徒や ドイツ生まれの外 国人生徒に対 して も

なお母語授業 をす る意義が認 められ るとい うことだ ろ う。 これ について、ベル リン工科大

学 のシュタイ ンミュラーや ノル トライン ・ヴェス トファー レン州立学校研 究所のテ ユルマ

ンは、「母語授業が外国人生徒の認知力や概念の形成 を促 し、 ドイツ語の習得や人格の形成

のためにも重要であるとい う見解」を示 してい る(中 山(1999:107-108))。 このよ うな認

識を背景 として、 ドイツでは多 くの州で外国人生徒に対す る母語授業が行われている19。ベ

ル リンでは、七つの小学校(2002/03年 度)に ドイ ツ語 と トル コ語の二言語教育 を行 うコ

ースが設置 されてお り、 トル コ語 を母語 とす る生徒は トル コ語の読み書 きを学習す ること

ができる20。ベル リンの人 口339万 人の約13%が 外国人であることは、それぞれの母語教

育に対す る要求を高いものに してい ると考え られ、それが トル コ語 の二言語教育コースや、

ヨー ロッパ学校 の拡大 にっながった といえよ う(32.1.4参 照)。

 日本 では どうだ ろ うか。法務省 の統計に よる と日本の外国人登録者 数は人 口の1.33%

18中 山(1999:105)に よ れ ば 「帰 国 能 力 の 保 持 」(Erhalt der R�kkehrf臧igkeit)はNieke

 (1995)の 用 語 で あ る 。 訳 は 中 山(1999:105)に よ る 。

19た だ し
、 母 語 に よ る 授 業 が 設 定 さ れ て い る 学 校 は 限 られ て い る た め 、 ドイ ツ 語 以 外 の 言

 語 を 母 語 とす る 生 徒 全 員 が 母 語 授 業 を 受 け て い る わ け で は な い 。

20Berliner Bildungsserver
"Arbeitsstelle zweisprachige Erziehung"

 htt://bebis.cidsnet.de/faecher/feld/interkultur/a2e 1/home.htm

例 え ばRixdorfer Grundschuleで 実 施 。 http://www.die-rixdorfer.de1ZwErz1Zwerz.html
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(2000年)で あ るが 、そ の伸 び は著 しく、十 年前 と比 べ る と56.8%の 伸び 率 とな って い る。

外 国 人 の増 加 と滞 在 期 間 の長 期 化 に伴 い 、母語 教 育へ の要 求 も 高 ま りを見せ て い る こ とが

予想 され 、 それ は また 、調 査 に よ って も明 らか にな って い る。 図10は 、古 石 ・平高合 同研

究会(1998:135、139)が 行 った神 奈 川 県藤沢 市 とそ の周 辺 に住 むブ ラ ジル か らの移 住者

に対 す る調 査 の結 果で 、 「現在 子 どもが 通 って い る学 校 で 、何 か具 体的 に して欲 しい こ とは

あ ります か1と い う質問 に 対す る回 答で あ る。 これ に よれ ば、96名 中76名 が ポル トガル 語

教 育21を 挙げ た とい う。また、「子ど もにポル トガル語 を習 わせ た いです か」との 問い に は、

97名 中95名 が 「はい 」 と答 えて い る。
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図10 子 ど もが 通 っ て い る学 校 に して ほ しい こ と

 母語教育の重要性 は 日本でも認識 され つつあ り、本論 文で も詳 しく述べた。 また.ヒ述の

中山(1999:107・108)で ドイツの研究者が指摘 しているところでもある。1二記の古石 ・平

高合同研究会(1998)の 調査結果が明 らかに した、外国人側か らの母語教育に対す る要求

の高ま りと、母語教育の重要性に対す る認識の向 上は、新たな教育施策を要求することに

なる0ヨ ー ロッパ学校 をモデル とする学校や コースの創設は こうした要求にも合致す る。

 日本語を母語 としない児 竜生徒 に対 して 日本の公 ・夏匠学校で母語教育を保障す るとすれば、

学校は 日本語 と母語の両方の伸長を 目指 して教育を行 うことになる。す なわち二 言語教育

の実施であ り、その方法 は3.で 述べたよ うに多様である。 しか し、近年増加 してい る南米

出身の 日系人児童生徒 の母語(ポ ル トガル語や スペイ ン語)と 日本語ではci語 構造が大 き

く異なるため、.二言語教育な ど無理であるとい う意見が出 され ることも予想 され る。 そこ

で、.二言語教育の成功 が言語 コン ビネー ションに依存するのか とい う問題に言及 してお く。

中島(2001:34-35)は 「日本語 を 一言語 とするいろいろな言語の組み合わせ のバイ リンガ

ル となる とまだ分からない ことが多い」 としなが らも、 「日本語 と英語には、 言語間の隔た

21「 ポル トガル語 の授業 を して欲 しい」(62名)と 「ポル トガル語 で授 業 を して欲 しい」(14

 名)の 合 計。 複数回答 あ り。
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りがある。 しか し、言語構造や文化の違いが どの程度 までバイ リンガルの発達に影響す る

か とい うと疑問で ある。 それは、共通点 の方が相違点 より何倍 も多いか らである」 と述べ

ている。実際に中島(2001:118-122)は 、米国の小学校での 日本語イマージ ョン教育で 日

本語がある程度 まで育つ ことを報告 してい る。 また、 日本語 を一言語 とする二言語教育で

大きな実績 があるのは、国内の朝鮮学校であろ う。徐(2000)は 、朝鮮学校での教育を振

り返って、朝鮮学校が朝鮮語 と日本語 のバイ リンガル の育成 に成功 していることを述べて

い る。二言語教育の専門誌に さまざまな言語 コンビネー シ ョンでの実証的な研 究が報告 さ

れてい る22こともあ り、例 えば 日本語 とポル トガル語な ど、日本語 と日本に在住す る外国人

の言語 による二言語教育が、言語構造 の差ゆえに不可能である とい う説には反論で きるよ

うであ る。

 今後、まず は英語 イマー ジョン教育の進展な どに よって、 日本語 を一言語 とす る二言語

教 育 の成否 が よ りい っそ う明 らか になって くるだ ろ う。 均衡 バイ リンガル(balanced

bilingual)23を 育成す るうえで、日本語 を一言語 とするコン ビネー ションであるがゆえに配

慮 しなけれ ばな らない点(例 えば漢字 な ど)も 明確になってくることが予想 され る0イ マ

ージ ョン方式や双方向バイ リンガル教育な ど、バイ リンガル教育の形態 も問われ ることに

なる。例えば、中島が二言語教育プログラムのコンサル タン トを務 めるNew International

School(東 京都、2001年 創立)24な どで、このよ うな研究 と実践が進む ことが期待 される。

同時 に、 日本語 と英語 の組み合わせ以外の二言語教育 も進 め られ、言語 コンビネーシ ョン

の違いがもた らす影響 も研究 され る必要があろ う。

4.1.4 地域 的な事情

 最後に、 日本の社会的 ・政治的状況、お よび地理的 ・歴史的状況 を考えたい。た しかに

ヨー ロッパ学校 はEU統 合の流れ の中で設立 され たが、すでに3.2.1.4で 検証 した通 り、EU

の中だけに留 まるものではな く、在住外国人の多 さな どベル リンの現状に対応す る教 育政

策 として も重要な役割 を担ってい る。 この点 に注 目し、国内政策のひ とつ として ヨー ロッ

パ学校をモデル とす ることは、日本で も考 えられ ることだろ う。また、EUの ような強い枠

組みやマース トリヒ ト条約 のよ うな協定はない ものの、今後、地理的、歴史的に関係 の深

いアジア太平洋地域や南米の各国 と、教育を含む さまざまな分野で連携 を深めることが予

想 され よ う0相 互理解や共生の意識 の育成 に ともに取 り組む ことも考 えられ、すでにい く

っかの試みがスター トしている。例 えば、「東アジア共通歴史教科書」の実現を目指 し、そ

22例 え ばLotherington(2001:97・106)は 英 語/中 国 語 ,英 語/ベ トナ ム 語 の 二 言 語 教 育 を 報

 告 し て い る 。

23ベ ー カ ー(1996:16)に よ る 。

24New Internati0nal Schoolホ ー ム ペ ー ジ

 http:〃www.newinternationalschool.com/index」files!pageOOO 1.htmに よ る 。 Missionの

 ペ ー ジ に"Academic and social skills in both English and Japanese are systematically

 developed"と 記 さ れ て い る 。
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の たた き台 とな るテ キ ス ト作 りが 日本 、 中国 、韓 国 の 学者 らに よ って共 同 で進 め られ て い

る とい う25。また環 境 教 育の 分野 で は、日中韓三 力 国環境 大 臣会合 のプ ロジ ェ ク ト(TEMM

プ ロジェ ク ト)の ひ とつ と して、「日中韓 環境 教 育ネ ッ トワー ク(Tripartite Environmental

Education Network;TEEN)」 が2000年 に設 立 され た。 これ は、それ ぞれ の国の 環境教

育 を担 う機 関 のネ ッ トワー クで、 共同 の環 境教 育 プ ログ ラム を開発 して環境 教 育を促 進 し、

同 じ環 境 問題 を抱 え る コ ミュニ テ ィ と して の共 通意 識 を強調 してい こ うとい うもの で あ る

26
0

 移住 を通 して歴史的な関係 のある南米諸国 と日本の双方が、在 日南米人の教育について

話 し合い、解決 を図ろ うとす る動 きもある。例えば、伯 日比較法学会は2002年8月26～

29日 にブラジル ・サンパ ウロ州サ ンパ ウロ市で、また8月29～31日 にパ ラナ州 ロン ドリ

ーナ市で、「日伯比較法及び在 日ブラジル人就労者に関する国際 シンポジューム」を開催 し、

在 日ブラジル 人就労者お よびブ ラジル帰国者 に関す る問題 を議論 した27。そこで出された結

論 は 「サンパ ウロ ・ロン ドリーナ宣言」として発表 されたが、その中には 「3.教育問題」と

して在 日ブラジル人や 日本か ら帰国 したブラジル人の教育について提言がま とめ られてい

る。その内容は次のよ うなものである。

1.(省 略)

2.自国民であると外国人であるとを問わず、教育は基本的人権であ ることを認識す る。

3在 日ブラジル人の場合 には、以下の ことが望まれ る。

 a)将 来ブラジル に帰国す ることを望む層 に対 しては、ブ ラジル と日本 の教育制度

   のいずれかを選択す る自由を認め ることが必要である。

 b)ま た、彼 らに対 してブラジル式教育へ の普遍的アクセスの原則 を保障す る必要

   があ り、そのための、財政的手段の手配又は奨学金 の交付、 日本における学校

   の余剰空間の活用、協同組合の結成、組織を通 じたコ ミュニティー参加な どに

   よる教育負担を軽減す る措置の採用が肝要である。

 c)日 本 とブラジル のいずれ の教育制度であるとを問わず、青少年に正規の教育 を

   受け させ る親の義務 を実効的にす る観 点か ら、例 えば、在留資格更新時 におい

   て義務教育を履行 してい ることの証明、又は外国人登録証明書書換 え時 におい

   て同義務が履行 され てい るこ との証明を義務付 けるな ど、監督 メカニズムを採

   用す るた めの両国間協定の締結が望まれ る。

25 「「東 ア ジア共 通歴 史教 科 書 を」 日中韓 の学者 ら、たた き台 作 り」朝 日新 聞2001年8月

 2日 夕刊。

26環 境 省 地 球環境 局 ホー ムペ ー ジhttp:〃www.env.go.JP!earth!coopltemmltemmj.html

 日中韓 三 力国環 境 大 臣会合 ホ ー ムペ ー ジ

 http:〃nier.go.kr/cgi-bin!eng!user_page.cgi?av_code=050813
27静 岡 県浜 松市 国 際室訪 問時 に安 井寿 男室長 よ り提 供 され た資 料 「外 国人集 住都 市会議 」

 に よ る。
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4.(省 略)

 筆者が この中で特に重要だ と考 えるのは、3.のa)で 述べ られている 「教育制度の選択

の自由」、そ してそれ と同時に当然保障 され るべ きであ る点、すなわ ち日本で就学 していて

もブ ラジル に帰国す るとブラジル 出国時 の学年に編入 され るとい う現状を変えるとい う点

で ある。法律の相違に よって生 じる問題 については、次の 「4.家 族法および司法共助」

で も、a)行政又は司法的措置の採用、b)二国間協力協定の締結、 c)既存の多国間協定の批准、

によって解決 可能である ことが示 されてい る。 この ような手段に よって、 日伯両国の学校

間に生徒のモ ビリテ ィを確保す ることが、平等 な教育機会を保障す る うえでは非常に重要

である。義務教育の履行 を在留資格 の要件 とする3.のc)の 提案 も同様 に、生徒のモ ビリ

テ ィを向上 させ ることにつながる措置だ ろ う。 日本の法律で外国人に就学義務を課す こと

には慎重論 もあるが、在 日ブラジル人の 日本で の教育 を両国間協定等で実質的に義務づ け

れ ば、ブラジルでの再就学時に 日本での就学期間を考慮 しないわけにはいかないだろうし、

日本 の学校 でも、義務 として就学するブ ラジル人に対 して有効な教育施策 を真剣に考案す

る必要が出て くるか らである。

 ヨー ロッパ学校をモデル とした学校や コー スは、この ような事情の もとで も有効に働 く

可能性がある。例えば、半数 の授 業をポル トガル語で行 うコースを 日本 の公 立や国立の学

校 に作 る、 とブ ラジル政府 に提案 し、そのコースへの在籍 をブラジル の学校への就学 とみ

なす よ う働 きかけてみては どうだろ うか。 日本 の教育課程に沿った教育が行 われ るとして

も、ブ ラジルが教材の提供や教員 の派遣 を行い、最終的にはブラジル の学校 の卒業資格が

得 られ るように制度が整 えられれ ば、生徒のモ ビリテ ィは飛躍的に向上す るだろ う。

 ヨーロッパ学校 はた しかにEU地 域統合の流れに後押 しされた試みだが、ヨーロッパ学

校の実践にはEU統 合を象徴す る以上の意味があ り、それは地域統合 を前提 とす るもので

はない。例えば、生活圏 を同 じくす る身近な外国人の存在を積極的に評価 し、それに よっ

て地域 を豊かに してい く、あ るいは世界で活躍で きる人材 を育て る、 また外国人に教育の

機会 を保 障す る、 といった ことを実現す るには、協力 を進 める各国間に地理的、歴史的 、

も しくはほかの深い関係 があれ ば十分ではないだ ろうか。そ うすれば、EU統 合の流れに沿

って創設 され たヨー ロッパ学校以上に、教育の国際化 ・グローバル化 として大きな意味 を

持っ取 り組み となる可能性があるのではないか。 ヨー ロッパ学校 をEU統 合の意味合いの

中だけに閉 じ込めてお くことは、 ヨー ロ ッパ学校の実践を過小評価す ることになると筆者

は考 えてい る。

4.1.5 ヨー ロッパ学校 を日本 に応用す る際の課題

 前節まで、 ヨー ロッパ学校を設立 したベル リンの状況 と日本 の現状 には、背景やニーズ

の点で共通点があ り、 ヨー ロ ッパ学校ベル リンモデル を参照す ることは妥当で応用 は可能

で あるとい うことを検証 した。 しか し、実現を具体的に考 えた場合、解決 しなけれ ばな ら

ない問題が山積 していることに も言及 しておかなけれ ばな らないだろ う。
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 例 えば、教員の確保は大きな問題であろ う。 パー トナー言語 の母語話者で教員免許 を持

つ者や、 日本語母語話者 でパー トナー言語 も理解で きる教員を確保す ることに困難が伴 う

ことは容易 に想像 がつ く。ベル リンのヨー ロッパ学校でも、特 に母語話者教員の確保 は難

題のよ うである。McTaggart et al.(1998:208)で は、英語 をパー トナー言語 とす るヨー ロ

ッパ学校の教員であるMcTaggartが 、「五年前に最初の ヨー ロッパ学校 クラスが私たちの

学校 にできて以来、私たちは毎年5月 になると、新学年の一年生を担当する英語母語話者

教員を確保 していないことに気づかねばな りません」 と書いている。

 日本で行われてい る施策でも、すでに教員確保 の難 しさは指摘 されている。例 えば、1.2.1

で挙げた静岡県浜松市の 「カナ リーニ ョ教室」 の指導 員の募集 では当初、 日伯 どちらかの

教員免許 の所持 と日本語 ・ポル トガル語 両方の理解 を採用ライ ンとす る予定だったが、そ

れ を満たす応募者 は二人 しかいなかったため、基準を緩 めるこ とになった。 筆者が現地調

査 を行った2003年2月 の時点ではブラジルでの教員経験者、日本での教員経験者 を含む 日

本人五名 、ブラジル人五名 の指導員がいた。 ところが、指導員は最長で も一年の雇用 しか

できない とい う。 これは、指導員の給与が 「緊急地域雇用創 出特別交付金」 により支払 わ

れていることに起因す る。 同交付 金は 「国民に幅広 く雇用の機会を与 える」 とい う目的 か

ら、雇用期 間は半年が原則だが、児童や生徒、高齢者 な ど緊密 な対人関係 が求め られ る職

種については、最長1年 まで更新が認 められている。 しか しそれ以上の継続 はできない と

い うことである28。

 現在、群馬県太 田市では英語のイマージ ョン教育を行 う 「太 田国際アカデ ミー」(仮 称)

の開設 を準備 してお り、教員希望者の登録 を受 け付 けてい る。 「日本人:小 学校等の普通教

員免許状 を有 し、英検一級、または、TOEIC800点 、 T0EFL220点(CBT)・560点(PBT)、

若 しくは、それ と同等の英語力を持 ち英会話が堪能であること」「外国人:英 語母国語圏(イ

ギ リス、米国、カナ ダ、オー ス トラ リア、ニュー ジー ラン ド等)の 出身の方で、母国で教

員免許状 を取得 し、教育経験のある方。 ただ し、 日本語能力 を問いません」 とい う基準で

どれだけの希望者 が集 まるか とい う点に注 目したい。また、同 じ太 田市では2004年 度 から

外国人子女 の特別学級の編成が予 定され てい るが、 この学級 を指導す る日本人あるいは母

語話者の教員 を確保す る方法やその条件 にも留意 したい。いずれにせ よ、外国語母語話者

の教員や、 日本語母語話者 で外国語 に堪能 な教員を必要 とするならば、必要な人材を輩 出

で きるよ うな教員養成制度の確立、またパー トナー言語 を公用語 とす る各国 との協力が不

可欠である。

 教員の確保 とも関連す るが、財 政的な問題 もヨー ロッパ学校 のよ うな制度 を創設す る う

えで課題 となるだ ろ う。 ヨー ロッパ学校の小学校 では、 ドイツ語母語話者 とパー トナー言

語母語話者 の二人の教員が一クラスを担 当す るので、人件費がかか る。外国人教員の給与

28現 地 調 査 報 告 書 「学 術 交 流 支 援 資 金 成 果 報 告 書 」

 htt:〃web.sfc.keio.ac /～a asui/forschun/fund2002/canarinh0.htm

お よび朝 日新聞(静 岡版)2003年6月2日 「外国人児童サポー ト事業2年 目/浜 松」。
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は ドイ ツ人教 員 よ りも少 な い(Gleeson und Hertz(1998:218))の で 、それ が 外国語 母語

話 者 の 教 員 を 確 保 す る の が 難 しい 理 由 の ひ とつ と考 え られ る。 ま たMcTaggart et

al.(1998:208)は 、 「お 金 が な け れ ば ヨー ロ ッパ 学 校 は で き な い 」(Ohne Geld keine

Europaschule。)と 言 い切 り、州 の学 校 監督官 庁 か らはお 金 が 下 りない が、生徒 の保護 者 の努

力 に よって 、 ドイ ツ語 の本 だ け で な く英 語 の 本 も備 え た図 書室 を整 備 す るこ とが で きた と

述 べ てい る。 日本 で も、前 述 の 「カ ナ リー ニ ョ教 室 」 の運 営 に見 られ る よ うに、資 金 の 工

面 に 苦慮 す る こ とが 予想 され よ う。 ベル リンの ヨー ロ ッパ 学校 は、パ ー トナ ー言 語 を公 用

語 とす る各 国 か ら支持 を受 け、教 材 の提 供 や一 部 の 国 に よ る教 員 の給 与 の支 払 い な どで援

助 を受 けてい るが、 国公 立 の学校 と して 特別 の授 業料 を徴収せ ず に運 営 して い くた めに は、

この よ うな協 力 関係 が不 可欠 の もの とな るに違 い ない。

 今後、 ヨー ロッパ学校の卒業生の誕生 にあわせて、言語 ・学力面や異文化間教育的な効

果の面で ヨー ロッパ学校 の評価が進むこ とが予想 され る。 ここまで述べてきた ような 日本

への具体的な応用可能性 は、その結果 を踏まえて改めて論 じなけれ ばならないだろ う。一

方で、 日本の教育政策 も最近 さまざまな新 しい動 きを見せ てい る。次節では、それ らの新

しい動 きの中か ら特に、 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育の三領域 を包

括す る視点を持った試み について述べ、ベル リン ・ヨー ロッパ学校が示唆す るものを別の

形 で具現化す る方法を探 りたい。

4.2  日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育の三領域 を包括する視点

     一新 しい試み

 すでに指摘 したよ うに、 日本では 日本語教育 ・母語教 育、外 国語教 育、国際理解教育が

相互の関連づ けもなく展 開 されているが、今後は、ヨー ロッパ学校を支 える異文化間教育

の視点 を取 り入れて、これ らの三領域を統合することが必要であ る。具体的な方法 として、

前節では教育特 区等 を利用 して ヨー ロッパ学校 をモデル とした学校や学級を設置す ること

を提案 して きたが、 このよ うな視点に立った施策 は別 の形で も可能であ り、すでに 日本で

もい くつか例がある。 ここでは、 まず ヨー ロッパ学校 の制度 に最 も近い実践 として、総合

選択制高校 で 日本語教育 ・母語教育 と外国語教育、国際理解教育を同一カ リキュラムの中

に位置づ けた、大阪府 立門真なみはや高等学校 の例、次 に、時間数 は限 られているが、小

学校 の総合 的な学習の時間の枠内で、外国籍児童の母語 を含む多様 な外国語 と出会 う場 を

設 け、国際理解教育の一環 とした、神奈川県藤沢市立湘南台小学校 と慶應 義塾大学湘南藤

沢 キャンパ スボランテ ィア グループJUMPの 実践 を挙げたい。そ して最後 に、群馬大学教

育学部 を中心 とした 「地域の国際化による日系南米 人増加 の実態をふまえた教員養成 シス

テ ム導入のための研究」について述べ る。 これ は、外国籍 の児童生徒の急増 とい う現状 に

教員養成制度 も対応 しな けれ ばな らない として進め られてい る研 究だが、その視座 は外国

籍児童生徒 の存在 を地域 の教育全体を豊かにす るもの ととらえることにある。 そこには、
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外国籍児童の母語 を用いた授業の構築や 、国際教育 を専門 とす る教員の養成 が含まれ、外

国籍児童生徒に対す る教育 と受け入れ側の 日本人に対す る教育を総合 して、国際化 ・グロ

ーバル化に対応す る教育 とす るとい う点で、本論文の主張を教員養成 の面で具現化す るも

のであるといえる。

4.2.1 大阪府立門真なみはや高等学校

 大阪府立門真 なみはや高等学校は、大阪府 の中央の門真市にある府立の普通科総合選択

制の高等学校である。中国渡 日生29が多い地域で、この学校 は、一般的な国語の授業ではな

い 日本語の授 業や、生徒 の母語で ある中国語 を教科 としてカ リキュラムの中に組み込み、

日本語母語話者 の生徒に も正規授業の枠 内に中国語の授業を設置 し、なおかつ 「異文化理

解」な どの授業や部活動 、学校行事な どを通 して国際理解や多文化共生を図 るとい う、非

常 にユニー クな制度を持 ってい る。筆者 は2003年2月20日 に同校を訪問 し、授業見学や

在校生へのイ ンタ ビューを行 うとともに、渡 日生担当で国際エ リアを担 当す る社会科の大

倉安央教諭に話 を聞いた。

 門真なみ はや高校 は、2001年 に門真高校 と門真南高校 が統合 して生まれた新校である。

「普通科総合選択制」 とは、一年生は共通履修科 目を中心に(ほ ぼ普通科 と同様)、 二年生

は 「エ リア」に分かれ、それぞれの指定科 目を中心に(ほ ぼコース制 と同様)、 三年生は自

由選択科 目を中心に(単 位 制に近い)履 修す るとい う制度で、 「エ リア」は、国際、情報、

福祉、人文芸術、スポー ツ、 自然科学の六つか らひ とつを選択す るよ うになっている。 こ

の うち、国際エ リアを軸 として、渡 日生のためのカ リキュラムが設 けられている。 その目

的 は、「外国か らやって きた子 どもたちの文化的背景 を尊重 し、「自分が生 まれ育った国 ・

地域」を誇 りに思い、 自分に 自信 を持 ち、国際社会でた くま しく生 きていく力を育て」 る

とい う点にある30。

 大倉教諭に提供 された説明資料 「渡 日生のためのカ リキュラム と特別枠入試」によれば、

渡 日生のためのカ リキュラムは以下の ようになっている。

日本語教育

一年:「 国語総合」の授業時間に 「日本語」の授業 を開設(週 四時間)。

   「現代社会」の授業時間に 「抽出社会」の授業を開設(週 二時間)(日 本事情や原

   学級での社会の授業を易 しくわか りやす く解説する)。

二年:「 現代文」の授業時間に習熟度 に応 じた 「日本語」の授業を開設。

三年:自 由選択科 目で 「日本語作文」な どを開設。

29中 国渡 日生は、いわゆる 「中国残留邦人」の家族で、その3世 や4世 にあた る。 中国で

 生まれ育 ち中国の国籍を持っている(大 倉氏提供 の資料 よ り)。関東では 「中国帰国生徒」

 や 「中国か らのニューカマー」 と表す ことが多い。
30大 倉教諭提供の学校資料 による。
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母語教育31

一年:「 母語中国語」または 「中国語A」(初 級)(週 二時間)。

二、三年:「 中国語A、B、 C(初 級、中級、上級)」 をそれぞれの力に応 じて選択(渡

   日生以外の生徒 の履修 も可能)。

   その他 「中国語表現」な どの選択科 目を設置。

渡 日生は、 これ らの授業に共通履修科 目や選択科 目を組み合わせ て学習を進 める。 また、

上記以外にも必要に応 じて 「取 り出 し(抽 出)」 授業が行われてい る。 このカ リキュラムで

は、中国渡 日生の場合、 日本語指導 と中国語 の保障が主に行われ るが、 日本語指導では表

面上の 日本語力を 「取 り出 し」の基 準にせず、それぞれの 日本語 の力に応 じたきめの細か

い 日本語指導 を行ってい る。 また、母語の保障が 日本語の向上にっながること、アイデ ン

テ ィテ ィの確立の うえでの配慮、親 との コ ミュニケー シ ョンの円滑化、中国への帰国 を含

めた将来の生 き方の問題 、中国語 を生か した仕事や大学入試 を中国語 で受験す るな ど進路

との関連、 といった観点か ら母語保障は重要であ るとされている。

 一方、国際エ リア全体では 「豊かな語学力」 「国際理解」 「多文化共生」の 目標が掲げ ら

れ 、英語 コー スと中国語 コースが設 けられ てい る。 中国語 コー スでは三年間を通 じて 中国

語 の学習が可能である。エ リア指定科 目には、二年時の 「英語II」、二年前期の 「異文化理

解」、二年後期の 「グローバル ・コ ミュニケー ション」が設置 されている。2003年 度 に中国

語 コースを履修 してい る 日本語母語話者 の生徒は三名で、武術 に関心のある生徒が多い と

い う32。また、中国語 の授 業の履修は国際エ リアに所属 している生徒に限 られ るものではな

く、2002年 度の一年生は38名 が初修の中国語 を履修 した。筆者 が見学 した二年生の授業

で も、 日本語母語 話者七名 が中国語 を継続 して学習 していた。 大倉教諭 によれ ば、渡 日生

の交流の場 であ る中国文化研究部が文化祭 で行 う発表は、このよ うに して中国語を学習 し

てい る生徒に とって、一種の羨望の対象 となっているとい う。

 この ように、門真 なみはや高校 では普通科総合選択制 とい う緩やかな制度 を利用す るこ

とによって、渡 日生用カ リキュラム として 日本語教育 と母語教育を 日本 の通常 の教育課程

に組み込む ことに成功 し、また 日本語母語話者 のカ リキュラムにもクラスメイ トの言語 を

学び、国際理解、多文化共生について体験的 に学習す る機会 を設 けることに成功 している。

渡 日生カ リキュラムの設 置 と総合選択制の導入は、 もともと別個 に考え られ てきた話だっ

た とい うが、統合 による新校設立が決定的 になった時点で、門真高校 内で大倉教諭が渡 日

生 のためのカ リキュラムをっ くることを要望 し、議論に付 され た。 その後、大阪府教育委

員会、門真高校、門真南高校の三者 による新校設立のプ ロジェク トが発足 し、議論の後、

了承を得た とのことである。

31中 国語以外を母語 とす る渡 日生には、「第一言語」とい う授業が用意 されている。ただ し、

 仲間がいない ことや入学者 に合わせてその都度講師に来てもらうとい う制度のためか、

 あま り履修 されていない(大 倉教諭へのインタビュー による)。
32大 倉教諭へのイ ンタビューによる。
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 大倉教諭 らは、渡 日生カ リキュラムの設置 と同時に二つの ことを求めた。ひ とっは渡 日

生の特別枠入試、 もうひ とつは常勤の中国人教員の配置である。特別枠入試は、「原則 とし

て小学校四年生以上に編入 、学力試験 は作文(言 語選択可)、 数学、英語、定員は若干名」

33とい う概要の もとで実現 し、具体的には定員の5%に あたる十二名 を入学 させてい るとい

う。また、 中国人 の常勤講師 も配置 され、筆者 も中国人常勤講師による日本語 の授業 と母

語 中国語 の授業を見学 した。 母語教員の常勤化は、中国渡 日生の母語教育や全校的な国際

理解教育への取 り組みに、 きわめて重要な要件であると考えられ る。

 以上述べ たよ うに、大阪府立門真 なみはや高校では、言語能力の向上 と国際理解 を中心

とす る生徒全員向けの教育カ リキュラムの枠組みの中で、渡 日生用のカ リキュラムを正規

に位置づけてい るとい う点が新 しく、注 目に値する。全校生徒 の前で渡 日生の紹介 を行 う

な ど、渡 日生にっいて学校全体で学ぶ とい う試み も行 ってお り、 日本人生徒 の渡 日生に対

す る理解は進 んでい るとい う。 ここでは、渡 日生に対す る日本語教育 と母語教育、 日本人

生徒に対す る外国語教育、全校生徒に対す る国際理解教育が相互に関連す るもの として総

合的に とらえられてい るといってよいだろ う。渡 日生 のための コー スの設置が、国際理解

や 中国語教育な ど、結果的 に多数者側の 日本語母語話者の教育 を豊かに している。 門真 な

みはや高校 の制度 は、三領域の包括が 日本 の現行の制度で も可能であることを示す好例で

ある といえよう。

4.2.2 神奈川県藤沢市立湘南台小学校 と慶應 義塾大学湘南藤沢キャンパスポラ ンテ ィア

    グルー プJUMPに よる 「多言語 との出会 い」プロジェク ト

 藤沢市は神奈川県のほぼ中央に位置 し、約39万 人の人口を抱える中規模の都市である。

市内の北部にはいす ゴ、IBMな どの工場が立ち並んでお り、 これ らの工場で多 くの外国人

労働者 が働 いている。1990年 の出入国管理法の改正以来、藤沢市で も外国人労働者数が大

き く増加 した。図11は 、1985～1997年 の藤沢市全外国人登録者数 と南米三力国(ブ ラジ

ル、ペルー、アルゼ ンチン)出 身外国人登録者数 の推移を示 した グラフである34。

33大 倉教諭 提 供 の資料 に よる0

34古 石 ・平 高合 同研 究会(1998:17)。
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     図11 藤沢市全外国人登録者数と南米三力国出身外国人登録者数の推移

 2003年12月1日 現在では5626人 の外国人が登録 されてお り、藤沢市の人口の約1.4%

が外国籍住民であ る。最 も多いのはブ ラジル出身者で980人 、次いで韓国 ・朝鮮の950人 、

ペルーの821人 となってい る。また、平成12(2000)年 の国勢調査の結果を、藤沢市の十

二地区別 に集計 した統計35を見る と、外国人の最 も多い地区は湘南台で658人 、次いで長後

が618人 、善行が418人 となってお り、藤沢 市北部か ら中部に居住す る外国人が多い こと

がわか る。外国籍 住民 には子 どもも多数含まれ、藤沢市北部の公立小中学校には外国籍の

児童生徒 が多 く在籍 している。例えば湘南台駅周辺を学区 とす る湘南台小学校には、約50

名の外国籍児童が在籍 してい る。すでに1.2.1で も述べたが、湘南台小学校には日本語指導

教室が設置 されてお り、在籍 している外国籍児童の うち、保護者が 日本語指導を希望 した

30名 あま りの児童が、 「取 り出 し」の形で 日本語指導を受けている。

 慶應 義塾大学湘南藤沢キャンパ スは、外国人住民の増加現象 と時期 を同 じくす る1990年

に開設 され た。湘南台駅か らバ スで約十分の土地に位置 し、学生の多 くが湘南台駅を利用

した り、湘南台駅付近 に在住 した りしてい る。湘南台駅 とキャンパ スを結ぶ路線バ スは沿

線 の工場等で働 く外国人に も利用 されてお り、バス内で スペイ ン語やポル トガル語を耳に

することも多い。このような環境の中で学生ボランテ ィアグループJUMPは 結成 され、1993

年秋か ら藤 沢市内の小学校に転入する南米出身の外国籍児童向けに 日本の学校についてス

ペイン語 とポル トガル語で説明す るビデオの制作 を始めた。 ビデオは、「雨が降っても学校

に行きま しょ う」な ど、南米の学校 との違いにも配慮 し、児童が安心 して 日本の学校 に就

学で きるよ うにす ることを目的 に していた。外国人児童生徒 の急増の中にあって、 このよ

うな ビデ オ、特 にスペイン語や ポル トガル語 での説明は当時希少だったため、藤沢市教育

35平 成12年 国 勢 調 査13地 区 別 集 計 第1表

 http:〃www.cityfujisawa.kanagawa.jp/bunsho/toukei/kokusei/data/h 12」101.pdf
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委員会は市内の全小中学校 にこの ビデオを配布 した とい う。

 ビデオ制作 と並行 して、1994年2月 にJUMPは 湘南台小学校に設置 されている 日本語

指導教室で児童生徒の学習指導補佐活動を始めた36。年度によってメンバーの増減はあるも

のの、現在 もその活動 は継続 されている。 日本語指導教室ではほ とん どの場合、児童 に対

して個別の指導 を行 うが、長 く担 当す る教員が一名のみだったので、漢字の指導や計算の

答え合わせ等を学生が引き受けることも多い。2002年 度は積極的なメンバーが集ま り、外

国籍児童をめ ぐる教育について 日本語指導教室担当の今津文美教諭 と問題点を話 し合 うう

ちに、 日本語指導教室での 日常的な指導補助以外にも、JUMPに できることがあるのでは

ないか、 とい くつかのプロジェク トを発案す るに至った。 その うち、筆者 を含む グループ

が取 り組んだのが 「多言語 との出会い」プ ロジェク トである。

 筆者 らJUMPの メンバーは、児童の学習指導補助や小学校の文化祭である 「子 どもフェ

ステ ィバル」への参加を通 して、 日本語指導教室の児童の持つ、 日本語以外の言語(ス ペ

イ ン語、ポル トガル語 、ベ トナム語等)の 能 力を積極的に評価することの重要性や必要性

を感 じていた。同時に、日本語指導教室が 日本語母語話者の児童にあま り知 られてお らず、

クラスメイ トにスペイン語話者やベ トナ ム語話者がいるに もかかわ らず、すでに小学生か

ら外国語イ コール英語 、 とい う偏 った意識 を持 っていることを問題 として感 じていた。 こ

のよ うな問題意識 をメンバー間で共有 し、また今津教諭 と改善策を探 る うちに構想 された

のが、 「多言語 との出会い」 とい う授業案である。

 「多言語 との出会い」は、総合的な学習の時 間の活動のひ とつ として、児童に複数の外

国語 と出会 う機会を提供す る授業である。授業者 であるJUMPは 、児童が言語 を相対化 し

て、 日本語 も英語 も複数の言語種 のひ とつ にす ぎないのだ と感 じ取ること、また外国籍児

童 が、 自分がルーツを持 っ言語 も日本語や英語 と同 じように重要なのだとい う意識 を持っ

よ うになる ことをね らい としている。具体的な授業の 目標は、複数の言語 との出会いを通

して児童に さま ざまな言語 の存在 を理解 させ るとともに、 日本語教室を取 り上げて、身近

にある複数の言語 に気づかせることと設定 した。JUMPは2002年 秋か らこの授業の実現に

向けて準備を始 め、2003年1月 に湘南台小学校三年各学級 の担任四名に趣 旨を説明 し、実

践を受 け入れてもらえるよう依頼 した。そ して、2月 初旬か ら中旬に三年生四クラスで一時

間ずっ の授 業実践を行 った。三年生には計五名 の外国籍児童が在籍 していたが、実際の授

業時には一名が欠席、また一名は実践の直前 に転校 したため、外国籍児童の参加がなか っ

た クラスもあった。

36慶應 義塾 大学SFC JUMP(1995:14)に よる。
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授業内容 学習活動 留意点

スペ イン語 ・ポ ル トガ ル 語 ・朝 鮮 語 話 注目する

者が教室に入ってくる

三人が各班を回り、その言語のみで「わからないJなどの反応 班に付いた学生が「なんて言っている

児童に話しかける か な?」 「ジェス チャ-で わ か るよ」な

導
入

どアドバイス

「鉛筆貸して」「今何時?Jな ど質問の

意味を推測し、日本語で答える

しば らくした ら、「音 を よく聴 い てみ よ

う」と促 す

司会「三人の話していたことばはみんそれぞれのことばの音からのイメージ 「どん な感 じだ った?」 「まね してみ て」

な同じだった?そ れとも違った?」 を発表しあう など発表や発言を促す

スペ イン 語 ・ポ ル トガ ル 語 ・朝 鮮 語 で

あったことを明かす

世界地図を見せ、どこで三言語が話 案を出し合う ワールドカップ等がヒントになるか

されているか示す

展
開 ブラジル・韓国の小学校ビデォ ビデオで実際に子どもたちがその言解説を交える

語を使っている様子を見る

ブラジル・韓国の小学校の様子を見る

司会「外国じゃなくてみんなの身近な 日本語教室の様子を見る 湘南台小学校だとわかるようなビデオ

ところにもいるん だよ」 を撮る

日本語教室のビデオ 日本語教室の児童が話す外国語に 「日本 語 教 室 って知 ってる?」 な どの

注目する 話しかけ

ま
と
め

司会がまとめる

三人が日本語を話す(?)

わかったことを発表する

表8 「多言語との出会い」授業展開(2003年2月 実施分)

 授 業の具体的な進行は表8に 示 した授業展開の とお りだが、この授業の最大の特徴は、

児童 にさまざまな外国語による 「外国語 シャワー」を浴びせ ることである。 これは、JUMP

のメンバーが外国語 のみで児童 に話 しかけ、受け答えをす るとい うものである。 「外国語 シ

ャ ワー」にはい くつかのね らいがある。 ひ とつは、こ とばが理解 できないとい う感覚 を児

童 に味わわせ、 日本語が不 自由な外国籍児童の立場 を理解 させ るとい うことである。授業

を行 った三年生に 日本語での 日常会話ができない外国籍児童はいなかったが、学校全体で

は数名 が在籍 してお り、また授業を行った学年に今後そのよ うな転入生が来 る可能性 もあ

ったため、有益な体験だ と考 えた。二っめには、児童に外国語 の多様性 を実感 させ る とい
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うことである。湘南台小学校では、一年に何回かALT(外 国語指導助手)に よる英会話活

動の授業が行われてお り、筆者 らJUMPの メンバーが 日常的な活動 の中で観察 した ところ

では、 日本人の児童は外国語 、あるいは自分のわか らない言語 はすべて英語 だ と思ってい

る様子であった。湘南台地区に住んでいれば、児童 は英語以外の外国語 に触れた ことがあ

るはずだが、外国語の多様性 に気づ くた めには、その経験を意識化す ることが必要だ と考

え、複数の言語 に意識的 に触れ る機会 を設けることに した。また、スペイ ン語やポル トガ

ル語 と朝鮮語では聴いた印象が異 なるので、児童がそれに気づけば言語 の多様性をよ り実

感 しやすいのではないか と予想 して、朝鮮語 を取 り入れた37。三つめには、外国語母語話者

児童の持っ言語能力に クラスの 目を向ける、あるいは外国語母語話者児童 自身にその言語

がで きるこ とは大 きな財産である ことを実感 させ る機会 とす る とい うことである。 日本語

のみを話す児童はJUMPの メンバーがスペイン語等で話す内容を理解できないが、ペルー

か ら来 日して家庭で スペ イン語 を使っている児童はそれ を理解できる。 実際に授業をす る

中で も、少 し恥ず か しそ うに、あるいは少 し得意そ うに、「僕、わか る!」 と話す外国籍児

童がいた。

 「多言語 との出会い」でクラスが活気 に満 ち、児童の積極性 も見 られたのは、各 クラス

ー時間だけの、いわば特別授業だった とい う理 由もあろ う。 しか し、授業終了後 も児童が

廊 下で 「アンニ ョンハセ ヨー!」 と口々に唱 えてい る様子か らは、それが どの ような形 で

残 るのかは別に して、それぞれの児童に とってひ とつの言語体験になった といえるのでは

ないか と感 じた。

 この試みは、2003年2月 に実践 を行 った三年生各クラスの学級担任や、 日本語指導教室

担当の今津教諭にはおおむね好評だった。これを受けて、2月下旬には六年生一 クラス、2003

年6月 には新三年生各 クラス、12月 に五年生各 クラスで、同様のね らいを掲げた授業 を行

った0授 業の具体的 な内容は2月 の実践か ら改訂 を重ねてい るため、若干変化 しているが、

ね らい と最大の特徴である 「外国語 シャワー」に変更はない。JUMPの メンバーだけでは

「外国語 シャワー」に使用できる外国語の種類に限界があるので、知人や外国籍児童の保

護者 にも依頼 し、 「多言語 との出会い」の場を創 り出 している。 これ まで、スペイン語、ポ

ル トガル語 、朝鮮語以外 にも、中国語、 ドイツ語 、フランス語 、英語 な ど、毎回二種類か

ら四種類の言語 を用意 して きた。 文部科学省 は総合的な学習の時間に取 り組むテーマ と し

て国際理解 教育 を例に挙げてい るが、多様な言語 との出会い とい う、外国語教育のひ とっ

のべ一スとなるものをそ こに組み込み、また全員を対象 とす る授業の中で外 国籍児童の母

語に 目を向け、それを使 う機会 を設けた とい う点で、 この授業実践は、本論文が主張 して

きた 日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育の連関を生か した もの となってい

る。 日本語を母語 としない児童の存在 に注 目す ると、 日本語母語話者への教育も変化す る

ことを示すひ とつの例である。

37韓 国籍の児童が在籍 していたこと、前年 に日韓共催のワール ドカップが開催 されたため、

 韓国に対す る関心が高まっていた ことも理由である。
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4.2.3  群馬大学教育学部 「地域 の国際化 による日系南米人増加の実態 をふまえた教 員養

    成 システム導入のための研究」

 最後に、群馬大学教育学部を中心 とした科学研 究費プ ロジェク ト(2003～2005年 度)「地

域の国際化に よる 日系南米 人増加の実態 をふまえた教員養成 システム導入のための研 究」

について述べ る。 これは、 日系南米人児童生徒 の存在 と地域 の国際化 に対応 した教員養成

システムを構築す るための研究で、 日系南米人児童生徒 に対す る教育 の方法 を問 うととも

に、彼 らの存在 を 「利用 」 して地域の教育全体を豊かにす ることを考 えるものである。筆

者は2003年11月 に群馬大学教育学部を訪問 し、プロジェク トの研究代表者である所澤潤

教授 と、プ ロジェク トメンバーの古屋健教授 に聞き取 り調査を行った38。また、プロジェク

トの取 り組みのひ とつである、「外国人児童生徒の教育インター ンシ ップ演習」の実践を見

学 した。

 この研究は、1999～2001年 度科学研 究費プロジェク ト 「群馬県太 田 ・大泉の小中学校国

際化の実態 と求め られ る教員資質の総合的研 究」に続 くものである。1999～2001年 の研究

報告書(所 澤編(2002:は じめに))に よれば、群馬県東部地域の公立小中学校には 日系南

米 人児童生徒が非常に多 く在籍 してい る。太 田市 と邑楽郡大泉町には 日系ブ ラジル 人が多

く、隣接す る伊勢崎市にはペルー人が多い。 大泉町のある小学校 には600名 ほどの児童数

に対 して100名 もの 日系南米人児童 を抱え、30名 以上の外国籍児童生徒 を抱える小中学校

数 はかな りの数に上る とい う。 このよ うな状況 を前 に、群馬大学教育学部 を中心 とす る科

研費プ ロジェク ト(1999～2001年)は 「なん らかの支援を行 うことが地方国立大学の教員

養成学部の責務であるはずだ」 と して研究を始 めた。外国籍児童生徒の増加を受 けて、従

来の教員養成制度の中で は想 定され ていなかった職務が生 じ、教員に も従前 とは異なる資

質や心構 えが求 められ るよ うになってきたか らである。本論文でも1.2.1で すでに指摘 した

が、 日本語指導教室 ・国際教室等の担 当(外 国籍児童生徒の教育担 当)に な ると突然 、 日

本語指導 の技術の習得が期待 され、児童生徒の学習面か ら生活面に至 るまでの相談を受 け、

日本語のできない父母への応対 も担当 し、場合 によってはスペイン語やポル トガル語等 の

習得 も期待 され るようになる。言語相談員な ど母語話者の非常勤指導員 との コミュニケー

シ ョンや調整 も必要 とな り、それ らもこれ までには想定 されていなか った職務だ といえる。

また、外国籍児童生徒 の担当にな らなくて も、担任 の学級 に外国籍児童生徒が在籍す る場

合 には、外国籍児童生徒への配慮が求 め られ ることになる。文化や宗教、言語 の違いを踏

まえて学級 作 りを していかなければな らない。 このよ うに考えると、群馬県東部、静岡県

浜松市や愛知県豊 田市に代表 され るような外国人の集住都 市の教員はみな、外国籍児童生

徒 と彼 らを含む学級 を念頭 に置いておかねばな らない ことになろ う39。さらに、他の地域で

382003年12月 か ら所澤教授が不在のた め代表が古屋教授に交代。

39所 澤教授 によれ ば、現在の教員採用は県単位あるいは政令指定都市の単位で行われてい

 るので、外国人集住地域 を持つ県の教員は誰でも、教員生活の中で一度は人事異動によ

 って外国人児童生徒の教育を担 当 した り、深 く関わった りすることになる可能性が高い
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も学級 に一名程度 の外国籍児童生徒が在籍する ことは容易に起 こ り得 ると考 えれ ば、ほ と

ん どの教員にそのよ うな用意が必要 となるだろ う。

 所澤編(2002:207)に は、外国籍児童の在籍す る学校の教員に要請 され る資質 として、

次の五つが挙げ られている。

1)教 師は、外国籍児童生徒がいる教育環境 をわくわ くす る創造的魅力的なものだと感

  じていること。

2)教 師は、 日本語教育担 当教諭や外国籍指導助手40の仕事 を魅力的で価値のあること

  だと理解 していること。

3)教 師は、日本語教育担当教諭や外国籍指導助手に対 して開放的に接 し、かっ協力的

  であ ること。

4)教 師は、異文化 との接触 、外国籍の父母 との交流、対外的な交渉な どに興味を持 ち、

  労を厭 わず積極的 な姿勢 を持 ってい ること。

5)教 師 は、特別 に外国籍児童生徒を受け持っていない場合 でも、外国籍児童生徒 に日

  本人児童生徒 と同等に接す ることができること。

 これ らが教員個人に求 められ る資質だ とすれば、それを養 うシステムが教員養成制度

に組み こまれる必要があろ う。外国籍児童生徒の教育に関心 を持 って取 り組んでいる大

学教員か ら指導 を受けた り、学生 自身が外国籍児童生徒の教育に関わる活動 を行った り

してい る場合を除いて、現状の教員養成制度 がこれ らの資質の伸長 を図っているとはい

えない。そこで2003～2005年 度のプロジェク トでは、このよ うな資質が要請 されている

ことをふ まえて、 どのよ うな教 員養成制度を構築すれば よいのか、 とい う研 究が進 め ら

れている。2003～2005年 度のプ ロジェク トの 目的は次のようである。

1.日系南米人児童生徒の存在 と地域の国際化に対応 した教員の養成 システム、特に教

 育実習 のシステムのモデル を構築す ること。

2.毎年新 たに教育実習を受講す る学生に、地域の実態(年 々変わ る)を 理解 させ られ

 るよ うな機会 を恒常的 に与えられ るシステムを構想す ること。

3.同様に、特異的 に国際化 した地域社会、そ して学校で生起 している様 々な状況、様々

 な問題を、社会心理学、臨床心理学、教育社会学等の面か ら学生に教授す るシス

 テ ムを構想す ること。

4.教員に必要な資質が どのよ うなものであるかを明確に し、教育実習指導に反映 させ

 られ る方法を考案す ること41。

 とい う。
40神 奈 川 県藤沢 市 で は 「言 語 相談 員 」 にあた る。

41「 地 域 の国 際化 に 対応 した 教員 養成 シ ステ ム」プ ロジェ ク トホー ムペ ー ジ 「目的 と計 画」

 http:〃www。edu.gunma・u.ac.jp/～furuyalkaken!mokuteki.html
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端的にいえば、教員養成制度を通 して、外国籍児童生徒 の教育 と彼 らの存在 を前提 とし

た教育について理解できてい る学生を、教員 として大量に輩 出す ることが研究の 目的で

ある。

 具体的には、1.にも挙げ られているよ うに、学生が教育実習を機会 としてこの問題 と向

き合 うことが構想 され た。科研費を使 って2005年 度に外国籍児童生徒 に対す る教育実習

を実現す ることが 目指 されている とい う。現在 はそれ に向けて、別 の方法で実践が進め

られ てい る。まず1999年 度か ら、教員養成学部フ レン ドシ ップ事業(文 部科学省が支援

し、教育実習以外 に学校現場 と関わ る)の ひ とつ として外国人の子 どもの教育をテーマ

に設定 し、 これ を科 目として開講 して単位化 した。学生は、事前の授業を受講 して基礎

的知識 を身につ け、その後実際 に授業実践に参加する。外国人教育がテーマだが、対象

は外国籍児童生徒だけではなく、外国籍児童生徒が在籍す る一般学級で実践が行われる。

例 えば、太 田市の公立小学校六年の学級(来 日直後のブ ラジル国籍 の児童一名在籍)で

「ブラジルの ことばでブラジル料理をつくろ う」な どの試みが行われた とい う。 この授

業はその後、全国の教員養成学部でインターンシ ップを行 うよ うに との文部科学省 の意

向を受 けて、現在はインター ンシ ップの形態 を取ってお り、2003年 度は 「外国人児童生

徒 の教育イ ンター ンシ ップ演習」 とい う名称 で実践が行われている。筆者 も境町の公立

小学校訪問時 に、インター ンシ ップ演習の一授業を見学 した。小学校四年の学級(ブ ラ

ジル国籍 の児童一名在籍)が 対象の総合的 な学習の時間で、 「ねん ど消 しゴム」を造形 し

なが ら、色の名称 をポル トガル語で言 ってみ るとい うことが試み られていた。

 所澤教授 と古屋教授 によれば、教育実習を含 めた教員養成 システ ム全体では次の よう

な二本の柱が構想 されてい る。ひ とつ は、外国籍児童生徒 の教育について理解 の深 い一

般的 な教員養成 を行 うもので、現行の教員養成 システ ムに加 え、通常の教育実習を終 え

た学生に、現在実践が進 め られているようなイ ンターンシップを課す とい うものである。

もうひ とっは、外国籍児童生徒 をめぐる教育を専門42とす る教員を養成するもので、国際

教育専攻 を設置 し、通常の教育実習に加えて外国籍児童生徒教育の教育実習を実施す る

とい うものであ る。 この システムは、第一義的には群馬大学での運用を 目指 してお り、

群馬大学の諸条件をふまえたもの となってい るが、国際教育専攻には全国か ら学生が集

まることも予想 され、群馬県内の教員養成 に限 らず、全国的な需要に応 えることを視野

に入れている とい う。ほかに、教 育学部の附属 として地域の公立学校 内にその施設 を借

用 して外 国人学級 を作 ることも制度的には可能だ とい うことだが、その場合 には、大学

側 の教員 の異動に左右 されず、二十年か ら三十年 の長期的なスパ ンで教育学部が組織 と

して責任 を負 うことが、文部科学省か ら求め られ るとい う。

 所澤教授 と古屋教授はほかに も、大学の外国語教育の問題点や、教員養成 大学に研究

機能が必要であ る点 を強調 した。 た しかに、地域 の国際化への対応 が教員養成制度 にも

42所 澤教授 によれ ば、小学校教員養成では通常、「専門」ではなく 「ピー ク」 と呼ばれると

 のことだが、本論文では 「専門」 としてお く。
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求め られ るな らば、外国語科 目としてポル トガル語や スペイン語が開講 され、いっそ う

多 くの教員志望の学生が学ぶ必要があろ う。また、 日本語以外を母語 とする児童生徒の

言語発達や学習 について研 究す る必要 も出てくるはずである。小学校 での英会話活動が

無批判 に受け入れ られ るなか、他の言語にも触れてみ よ うとい う試みに際 し、英語 の学

習に悪影響を与えるので はないか とい う不安 が小中学校の教員に見 られ ることもある と

い う43。このよ うな事態に対 して学問的な裏づけを持 って反論できるようにす ることも、

大学の重要な役割であるはずだ とい うことである。

 筆者が群馬大学 のプ ロジェク トをユニー クだ と考えるのは、在 日外国人の増加 とい う

環境の変化に合わせて、多数者側 の 日本人に対す る教育も変わっていくことが予見 され

ているか らであ る。外国籍児童生徒 を対象 とした 日本語教育や母語教育はクローズア ッ

プ され るが、 日本人を対象 とす る、あるいは外国籍児童生徒を含めた全体を対象 とする

教育 も変化すべ きだ と議論 され ることは少 ないのではないか。外国籍児童生徒が抱 える

日本語の問題や母語 の問題 がそれぞれ に研究 され 、効果的な方法で教育が展開 され るの

はもちろん必要 なことだが、それ と同時に、全体の問題 であ る外国語教育や国際理解教

育の方針や方法 が現状をふまえて検討 されなければ、国際化 ・グローバル化に対応 した

教育 とはならない。群馬大学のプロジェク トは外国籍児童生徒に対す る教育 と受け入れ

側 の 日本 人に対す る教育 を総合 して考え、英語以外の外国語 も学級 ・学校、あるいは地

域 の財 産 として積極的に活用 してい こ うとしてい る点で、またそのよ うな意識 を教員養

成 システムの中で育 も うとしている点で非常に興味深 く、本論文の主張を教員養成の面

で具現化す るものだ と考える。 このよ うなシステ ムで養成 された教 員が実際に教職に就

けば、外国籍児童生徒が在籍 してい る とい う環境 は受 け入れ側に とって魅力的であると

い う発想 を広 くもた らす ことができるだろ う。

4.3  本論文の提案

 本章では 日本の教育政策への提案 として、まずベル リン州立 ヨー ロッパ学校 を 日本 に応

用す ることの可能性 と妥当性 を探 った。政策の施行方法、外国語教育の進展、母語教育 の

要求、地域的な事情 の四つの面か ら検討 したが、 どの面か らみて もヨー ロッパ学校をモデ

ル とした教育政策を 日本で推進す ることは可能であ り、また妥 当であると考えられ る。 ヨ

ー ロッパ学校 は、国内外で進行す る国際化 ・グローバル化に対 して総合的で一貫 した対応

を行 う一例である。1.で指摘 した ように、日本の教育では領域 ごとに国際化 ・グローバル化

の認識が異なってお り、 日本の将来に対す る共通の見通 しを持 った教 育政策を展開で きて

いない。教育は本来総合的に考え られ なけれ ばならないはずで、国際化 ・グローバル化へ

の対応 も領域や教科の枠 を超えて包括的 に行われ るべ きである。文部科学省、あるい は外

国人が集住す る県や市町村 をは じめ とす る地方 自治体は、現地語教育 ・母語教育、外国語

43所 澤 教授 の談話 よ り。 また松本(2002:150)。
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教 育、国際理解教育の三領域 をひ とつの教育制度に内包 したヨー ロッパ学校の 日本へ の応

用 を検討 してはど うだろ うか。

 教育現場 での国際化 ・グローバル化に対 して包括的に対処す る方法は、ヨー ロッパ学校

以外に も複数考 えられ る。本章の後半部ではその事例 を国内か ら三っ取 り上げ、検討 した。

いずれの試み も、外向きの国際化 ・グローバル化のみ ならず、国内の国際化 ・グローバル

化の現象を念頭におき、領域 の枠を超 えた総合的な効果を狙 って計画 された ものである。

対象 とな る児童生徒 は限定 されず、児童生徒全員がその教育 によって経験 を豊かにす るこ

とが 目指 されてい る。 あるいは、国内外の国際化 ・グ ローバル化を一般教室や国際教室で

積極的に生かす よ うな教育を実施できる教員の養成が 目指 されている。 これ らの試み のよ

うに、 「内なる国際化」 と外向きの 「国際化」、あ るい はグローバル化のすべてに目を向け

て、それ らと呼応 を図る教育政策はいっそ う推進 され るべきであろ う。 そこで、文部科学

省 をは じめ とす る教育行政諸機関は、その ような教育政策の実現に向 けた研 究を実施す る

のみな らず 、研究への支援の充実や 、地域や学校の実態に合わせ た教育政策を打 ち出 しや

す くす るための制度的 な改革 を検討 しては どうか。本論文では国際化 ・グローバル化への

緊急の対応 が求め られ る学校 での言語教育を取 り上げたが、それ以外の側面で も国際化 ・

グローバル化への対応が考慮 されなければない分野は多い。他教科や社会教育な どの他領

域 とも連携 しなが ら、将来の日本の ビジョン作 りに取 り組まねばな らないだろ う。
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5. おわ りに

 本論 文では、日本のあ らゆる局面が国際化 ・グローバル化の波の中にあるとい う現状 と、

実際 に学校 で実施 されている教育の間にはギャップがある との問題意識か ら、現状 を踏 ま

えた教育政策 には、主に外国籍児童生徒に対す る日本語教育 ・母語教 育、児童生徒全員が

対象 となる外国語教育、国際理解教育の三領域がそれぞれの接 点を生か し、有機的な連関

を図っていく視点が必要であることを論 じた。まずLで は、 「内なる国際化」を含む、国の

方針 としての国際化や 、過程 としてのグローバル化を念頭 に置いた教 育政策に どのよ うな

ものが見 られ るか を、全国 レベルお よび地方 レベル(神 奈川県および藤沢市)で 概観 し、

日本語教育 ・母語教育、外国語教育、国際理解教育の三領域がそれぞれに発 展 してきてい

るものの、 三者 のっなが りを生か した教 育政策の立案 、施行 には至っていないことを指摘

した。

 その うえで2.で は、国際化 ・グローバル化に対応す る教育政策を どのよ うな指針 のもと

に展開す ることが考えられ るのかを述べた。具体的には、三領域を包括する必要性の説明

を言語政策の枠組みか ら試み、異文化間教育の枠組みを用いて三領域 を包括す る方法が考

案で きることを指摘 した0言 語普及を内容 とす る言語政策の観点か ら日本語教育や母語教

育、外国語教育を見 ると、それ らはバイ リンガルの育成を 目指 している点で上致 す る。 ま

た、言語選択や言語使用 を内容 とす る言語政策 とい う面か ら注 目す ると、言語権 とい う概

念 を中心 に して言語教育を トータルで考 える必要性 が理解で きる0さ らに、 日本語教育 ・

母語教育、外国語教育、国際理解教育の三領域 は大き く異文化間教育 として扱 うことがで

きる。三領域のそれぞれ の発展 とともに、異文化間教育 としての一貫 した方針の もとで三

領域間の相互の連 関を重ん じた実践 を展開す ることが、国際化 ・グローバル化に対応す る

教育政策 として重要であ ると結論づ けた。 日本の異文化間教育研 究には多数者側に対す る

教育を扱 ったものが少ないが、異文化間教育の視点を導入することで、少数者側 を対象 と

す る教育以 上に多数者側 あるいは多数者 ・少数者 の両者に対する教育が問題 になることが、

ドイツのinterkulturelle Erziehungの 研 究か らも明 らかである。 したがって今後は、全員

を対象 とす る異文化間教育 として、三領域 を連関 させたカ リキュラムや制度が必要であ る

ことを論 じた。

 3.では、三領域 を包括す る試みがバイ リンガル教育の中で実施可能であることを示 した。

そ の中でも特に有効だ と考 えられ る双方向バイ リンガル教育の例 として、 ドイ ツ ・ベル リ

ン州の州立 ヨーロ ッパ学校 を取 り上げた。 ドイツ語母語話者 とパー トナー言語母語話者の

生徒で クラスを構成 し、五歳か ら高等学校卒業 まで、 ドイツ語 とパー トナー言語の二言語

でほぼ同時間数ずつ授業 が行われ る とい うこの試みは、九つの言語 コンビネーシ ョンで実

践が続 けられている。 ヨーロ ッパ学校は、現地語(ド イツ語)教 育 ・母語教育、外国語教

育、国際理解教育を包括 する視点か ら実施 されてお り、本論文の主張 と一致する制度 とし

て興味深い。 ヨー ロッパ学校ではまだ卒業生が出てお らず、確た る評価は今後の調査 を待
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たな くてはな らない。 しか し、同校 の試 みは言語習得の面だけではな く、異文化間教育を

通 した人間形成 の面で も、一定の成果を上げてい ると考え られ る。

 3.を受 けて、4.ではまず、ヨー ロッパ学校をモデル とす る学校や学級 を日本に導入す るこ

との可能性 と妥 当性を検討 した。 日本 における政策 の施行方法の多様化、外国語教育 の進

展、母語教育の要求の高ま り、政治的 ・社会的 あるい は地理的 ・歴史的な事情のいずれの

面か らも、 日本の ある地域で ヨー ロッパ学校をモデル とした教育政策 を提案 し、実現す る

こ とは可能であ り、また妥 当であることを示 した。 ただ し、 ヨー ロッパ学校 をモデル とす

る教育制度 を日本 に導入す ること自体が重要なのではなく、 日本語教育 ・母語教育、外国

語教育、国際理解教育の三領域 が有機的 に連関 し、三領域を総合的に とらえるような異文

化間教育の視点が教育に導入 され、その実践 と研究が進む ことこそが重要である。 ヨー ロ

ッパ学校 は、 三領域 を統合す る視点 を導入 した教育実践 を示すために用いたひ とつの例 に

過 ぎず、本論文が主張す るよ うな教育政策は別の方法で具現化す ることも考 えられ る。 そ

の例 として最後に、大阪府 立門真 なみはや高等学校、神奈川 県藤沢市立湘南台小学校 と慶

鷹義塾大学湘南藤沢キャンパスボ ランティアグループJUMPの 「多言語 との出会い」プ ロ

ジェク ト、群馬大学教育学部 を中心 とす る 「地域 の国際化 による 日系南米人増加の実態 を

ふまえた教 員養成 システ ム導入のための研 究」を取 り上げた。 これ らは、外国籍児童生徒

の存在 を教育にお ける豊饒 化 ととらえる実践で、本論文が主張 した三領域を総合する視点

を有 したもの と考 えられる。

 以上のよ うな論証か ら、国際化 ・グローバル化に対応す る教育政策 として、日本語教育 ・

母語教育、外国語教育、国際理解教育の三領域 を包括す る視点に立った施策を提案 した。

それは、 日本語や外国語 の習得や母語 の維持、国際理解 といった、それぞれの領域が持っ

目標 の先に、 どのよ うな 日本の社会像、 あるい は世界 の姿を思い描 くのかを問 うことであ

る。来 日す る外国人に同化 を求め る社会 を作っていくならば、日本語教育のみを発展 させ、

外国語教育が在 日外国人の存在 を積極的 に 「利用」 したものにな る必要はないだろ う。近

隣 に住む外国人の会話が理解できない ことか ら外国人全体を怖が り、その結果犯罪を外国

人 と短絡的 に結びっ けるよ うな傾 向を放置 してよいのな ら、外国語教育 と結びっいた国際

理解教育な ど必要 はない。 また、英語 だけでき る日本 人を育成す るこ とが国際社会に有益

な人材を輩出す ることになるのな らば、外国籍児童生徒 の母語 と日本語の双方向バイ リン

ガル教育も、多様 な外国語教育 も必要ない。そ うではな く、 これか らも増加す るであろ う

外国人住民 と日本人が相互に尊重 し合い、 日本社会 をより安全 で豊かなものに してい くた

めに、あ るいは地理的 ・歴史的関係 の深 い各国 と日本 との間のモ ビリティを高め、国際社

会の平和や発展に活躍す る人材を育てるために、 このよ うな目的 と合致 した、一貫性 のあ

る教育政策が必要なのである。
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